
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

    

 



 

 



    はははは    じじじじ    めめめめ    にににに 

 

南丹市では、平成２０年に「南丹市地域福祉計画」

を策定し、地域防災を切り口とした地域福祉活動の

推進や相談支援の充実、地域のつながりを強化する

ための見守り活動の推進など、誰もが安心して、つ

ながりながら住み続けられるまちを目指した地域

福祉の推進に取り組んでまいりました。 

しかし、平成２５年には高齢化率が３３％を超え、

市民の３人に１人が高齢者となることが予測され、

少子高齢化が進行するとともに単身世帯がさらに

増加すると考えられます。併せて、家庭や地域の中 

で支え合う力が弱まるとともに、社会から孤立する人が生じやすい環境となり、

社会情勢の変化に伴う地域の生活課題もますます多様化しています。 

このような状況の中、本市では誰もが安心して住み慣れた地域で暮らせるよう

に、福祉施策やサービスの充実に取り組んでおりますが、多様化している地域の

生活課題に対応していくためには、行政だけでなく市民の皆様をはじめ地域団体

や関係機関などが連携した取り組みを進めていくことがますます重要となって

います。 

そこで、第２期南丹市地域福祉計画では、第１期計画の成果を踏まえ、「みん

なでつくる、誰もが安心して、つながりながら住み続けられるまち」を基本理念

として、福祉の担い手づくり、地域ぐるみの見守りネットワークづくり、福祉ニ

ーズを把握できる体制づくり、環境づくりを基本に、また、その中でも今後の福

祉活動を活発化させる先導的な重要性の高い取り組みを「重点プロジェクト」と

位置づけ、市民の皆様をはじめ地域団体や関係機関などとの連携を密にし、生活

課題の解決に向けた協働の取り組みを推進していくこととしております。 

つきましては、今後とも地域福祉の主役となる皆様の一層のご理解とご協力を

賜りますようお願いいたします。 

最後になりましたが、計画の策定にあたり、貴重なご意見、ご提言をいただき

ました南丹市地域福祉計画推進委員会の委員の皆様をはじめ、市民ワークショッ

プやアンケート調査などにご協力いただきました市民の皆様、関係機関の皆様に

心からお礼申し上げます。 

 

 平成２５年３月 

 

南丹市長  佐々木 稔納 
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－１－ 

第１章 計画の策定にあたって 

 

    

 

近年、少

※

子高齢化の進展により人口減少社会に突入するとともに、単身世帯の増加や近

隣住民の関係が希薄化する中で、社会から孤立する人々が生じやすい環境となってきてい

ます。また、これらに併せて、経済状況の変化などにより、経済的困窮や社会的孤立の状

態にある生活困窮者をめぐる問題も深刻化しています。 

国においては、平成12年に社会福祉事業法が改正され「社会福祉法」となり、個人の自

立支援、利用者による選択の尊重、サービスの効率化などを柱とした新しい社会福祉の方

向性が示され、「地域福祉の推進」が社会福祉の基本理念の一つとして位置づけられました。 

 地域福祉の推進のためには、これまでの生活支援を必要とする方への行政からのサービ

ス給付という形だけではなく、地域住民同士の支え合い・助け合いが必要不可欠となって

きます。 

 こうした中で、高齢者をはじめ、誰もが住み慣れた地域で安心して、生きがいを持って

生活していくためには、生活基盤となる地域において、お互いに助け合う仕組みをつくっ

ていくとともに、地域住民がボランティア等の市民福祉団体や民間事業者とともに、行政

と協

※

働して地域福祉を進めていくことが必要です。 

こうした背景から、本市では、平成20年度から平成24年度までの5年間を計画期間と

する第1期の「南丹市地域福祉計画」を策定し、この間、社会福祉協議会と連携し、市民

の福祉意識の醸成を図るための福祉教育プロジェクト事業や、地域の福祉推進リーダーの

育成研修の開催をはじめ、地域福祉活動としてふれあい委員やＮ

※

ＰＯ・ボランティア活動

など、地域福祉の推進に取り組んできました。 

「南丹市地域福祉計画」は平成24年度で計画期間を終了することから、誰もが安心して

住み慣れた地域で暮らせるよう、地域のさまざまな生活課題の解決に向けて、市民をはじ

め関係機関や地域団体等との協働の取り組みを一層推進するため、「第２期南丹市地域福祉

計画」を策定します。 

 

１１１１    計画策定計画策定計画策定計画策定のののの背景背景背景背景とととと目的目的目的目的 

注）本文１行目の「少子高齢化」、第４段落４行目の「協働」、第５段落４行目の｛ＮＰＯ｝の左上の※は、資料編

の「４ 用語の説明」に記載している用語を意味しています。 他のページも同様です。 

 



 

－２－ 

 

 

地域福祉とは、すべての市民が、住み慣れた地域で生涯にわたり心豊かに安心して暮ら

すことができるよう、また、福祉サービス等支援を必要とする人が適切にサービスを利用

し、地域で孤立することのないよう、地域社会を基盤として、行政をはじめ社会福祉協議

会、社会福祉法人、学校、地域住民や地域団体、Ｎ

※

ＰＯ法人やボランティア団体、企業や

商店など、地域社会を構成するさまざまな主体が協力し合い、支援のための基盤や体制等

の仕組みづくりを進めることをいいます。 

また、支援を必要とする人もそうでない人も、誰もが人間としての尊厳を持ち、地域社

会の一員として認め合い、自分の意思でさまざまな社会活動に参加し、相互に助け合い、

支え合う地域社会を形成していこうとする取り組みのことをいいます。 

さらに、地域福祉は、地方自治や市民自治を根本的な要件とするとともに、同時に地域

福祉の実践を通じて、そのような自治性や地

※

域の福祉力を高めていく不断の取り組みでも

あります。 

これからの地域福祉において一番大切なのは、「人と人との支え合い」であり、そんな「地

域のつながり」の構築をめざすものです。 

◆ 地域社会地域社会地域社会地域社会をををを基盤基盤基盤基盤とすることとすることとすることとすること    

   住民が支援を必要とする人の見守りやサ

※

ロン活動等さまざまな福祉活動を行う圏域と

して、隣近所をはじめ自治会、ブロック、地区（旧町）や、地域を限定しない福祉活動

による支援などの市全域があります。本市では、民生児童委員やふれあい委員が、高齢

者の見守り・支援をする小地域ネットワーク活動やふれあいサロン活動を行っています。 

◆ 地域社会地域社会地域社会地域社会をををを構成構成構成構成するするするするさまざまさまざまさまざまさまざまなななな主体主体主体主体がががが協力協力協力協力しししし合合合合いいいい、、、、支援支援支援支援のためののためののためののための基盤基盤基盤基盤やややや体制等体制等体制等体制等のののの仕組仕組仕組仕組

みづくりみづくりみづくりみづくり    

   住民の協力関係や結びつきを発展させて、住民主体の地域福祉活動を活発にするとと

もに、介護者や障がいのある人など、共通した課題や経験を持つ住民を組織化して、当

事者組織の活動を活発にすること、また、医療・保健・社会福祉が地域の実情に応じて

利用しやすいシステムや連携体制を整え、専門職活動が地域で展開されること、そして、

住民と行政・専門職の協

※

働を進めることが重要です。 

◆ 地域福祉地域福祉地域福祉地域福祉のののの実践実践実践実践をををを通通通通じてじてじてじて、、、、地方自治地方自治地方自治地方自治やややや市民自治市民自治市民自治市民自治、、、、地域地域地域地域のののの福祉力福祉力福祉力福祉力をををを高高高高めていくめていくめていくめていく不断不断不断不断のののの取取取取

りりりり組組組組みみみみ    

地域の福祉課題を的確に把握し、理念や目的、推進方法を明らかに（ＰＬＡＮ＝計画

の策定）し、できるだけ多くの人や関係者にそれらを理解して共有してもらいながら、

計画的に実践していくこと（ＤＯ＝計画の実施）が重要です。また、進めていく中で成

果や課題を検証し、問題点を明らかに（ＣＨＥＣＫ＝計画の評価）し、実践内容を改善

（ＡＣＴＩＯＮ＝計画の改善）する柔軟な姿勢も必要です。 

２２２２    地域福祉地域福祉地域福祉地域福祉とはとはとはとは 



第１章 計画の策定にあたって 

－３－ 

    

    

「地域福祉計画」は、社会福祉法第107条の規定に基づき、市町村が策定する地域福祉

の推進に取り組むための総合的な計画です。市としての果たすべき責任を明確にするとと

もに、基本理念や福祉サービスを作り上げていくための基盤づくり、地域住民との協

※

働の

仕組みづくりなどを定めるものです。 

地域福祉計画では、市民・福祉関係団体・行政などが、それぞれの役割の中で、お互い

に力を合わせる関係をつくり、「自助」「共助」「公助」を重層的に組み合わせた「地域ぐる

みの福祉」を推進するため、地域に住むすべての人が、地域において、互いに助け合って

いくことが必要となります。 

    

    

３３３３    地域福祉地域福祉地域福祉地域福祉計画計画計画計画とはとはとはとは 



 

－４－ 

    

    

((((１１１１) ) ) ) 計画計画計画計画のののの位置位置位置位置づけづけづけづけ    

本計画は、社会福祉法第４条に規定する地域福祉を推進するため、同法第107条の規

定に基づき策定する市町村地域福祉計画であり、規定されている３つの事項を一体的に

定める計画です。 

また、「南丹市総合振興計画」を上位計画とし、基本構想の「生きがい定住都市構想」

の「医・食・住の充実と高齢者・障がいのある人の自立支援」の基本計画「安心と支え

合いの仕組みづくり」との整合を図りながら策定しています。 

さらに、福祉分野には高齢者や障がいのある人、児童を対象とした個別計画がありま

すが、これらの個別計画は対象者のニーズに応じたサービスの整備目標や取り組みを示

しています。これに対して、本計画は個別計画の対象者の地域生活を支えるため、権利

擁護や総合的な相談支援体制、福祉サービスの利用支援などの取り組み方向を示すもの

です。また、既存の福祉サービスだけでは対応困難な問題への対応、地域福祉に関する

活動への住民参加の促進に関する事項、地域福祉を推進するための基盤整備、公民協

※

働

の仕組みづくりなどの取り組み方向を示しています。 

なお、福祉分野の個別計画はいずれも「第２期南丹市地域福祉計画」の計画期間内に

各計画期間を終了し、新たな計画を策定することになりますが、それぞれ連携を深めて

いきます。 

また、保健・福祉分野以外の分野別計画等についても、関連施策の整合を図っていま

す。 

 

（参考）社会福祉法 抜粋 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４４４４    計画計画計画計画のののの概要概要概要概要 

（地域福祉の推進） 

第４条 地域住民、社会福祉を目的とする事業を経営する者及び社会福祉に関する活動を

行う者は、相互に協力し、福祉サービスを必要とする地域住民が地域社会を構成する一

員として日常生活を営み、社会、経済、文化その他あらゆる分野の活動に参加する機会

が与えられるように、地域福祉の推進に努めなければならない。 

（市町村地域福祉計画） 

第107条 市町村は、地域福祉の推進に関する事項として次に掲げる事項を一体的に定め

る計画（以下「市町村地域福祉計画」という。）を策定し、又は変更しようとするとき

は、あらかじめ、住民、社会福祉を目的とする事業を経営する者その他社会福祉に関す

る活動を行う者の意見を反映させるために必要な措置を講ずるよう努めるとともに、そ

の内容を公表するよう努めるものとする。 

1．地域における福祉サービスの適切な利用の推進に関する事項 

2．地域における社会福祉を目的とする事業の健全な発達に関する事項 

3．地域福祉に関する活動への住民の参加の促進に関する事項 
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－５－ 

さらに、厚生労働省より通知のあった下記の事項を、計画に盛り込んでいます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■「地域福祉計画」と他計画との関係 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜平成19年8月10日 社会・援護局長通知＞ 

「市町村地域福祉計画の策定について」 

  災害時にも対応する要援護者支援方策として、日頃からの要援護者情報の適切な把握

と関係機関間の共有が必要であることから、地域における要援護者に係わる情報の把

握・共有及び安否確認方法等を市町村地域福祉計画に盛り込む。 

  １．要援護者の把握に関する事項（要援護者の把握方法） 

  ２．要援護者情報共有に関する事項（①関係機関間の情報共有方法、②情報の更新） 

  ３．要援護者の支援に関する事項（①日常的な見守り活動や助け合い活動の推進方策、

②緊急対応に備えた役割分担と連携体制づくり） 

＜平成22年８月13日 社会・援護局長通知＞ 

「市町村地域福祉計画の策定について」 

  高齢者等の孤立の防止や所在不明問題を踏まえた対応に当たり有効な計画内容とな

っているか等について点検し、必要に応じて計画の見直しを行う等の対策を講じるよう

支援・働きかけをお願いする。 

 

南丹市総合振興計画南丹市総合振興計画南丹市総合振興計画南丹市総合振興計画    
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南丹市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画 

南丹市障害者計画・障害福祉計画 

南丹市次世代育成支援行動計画 

福祉以外の関連計画・施策等 

 人権・教育・健康づくり・交通・防犯・防災等 
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連携・

補完 



 

－６－ 

((((２２２２))))    地域福祉活動計画地域福祉活動計画地域福祉活動計画地域福祉活動計画とのとのとのとの連携連携連携連携    

本計画は、南丹市社会福祉協議会が策定している「南丹市地域福祉活動計画（なんた

んふれあいプラン）」と地域福祉の推進という理念を共有し、施策や事業の展開におい

ては車の両輪の関係にあり、相互に協

※

働・連携を図ります。 

南丹市社会福祉協議会では、平成21年４月に「南丹市地域福祉活動指針（計画）－な

んたんふれあいプラン－」を策定しています。このプランは、住民の福祉活動をより具

体化し、積極的に展開していくため、「南丹市地域福祉計画」と連動して進めることとし

ています。また、計画期間が平成25年度に終了することから、「第２期南丹市地域福祉

計画」策定の１年後に、第２期プランを策定することになります。 

「地域福祉計画」と「地域福祉活動計画」は、住民の参加を得て、地域福祉を進めてい

く上で、互いに連携・補完し合う“車の両輪”の関係にあります。 

 

■「地域福祉計画」と「地域福祉活動計画」との関係 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【【【【地域福祉計画地域福祉計画地域福祉計画地域福祉計画のののの内容内容内容内容やややや特徴特徴特徴特徴】】】】    

� 計画の基本理念、基本目標 

� 重点プロジェクト 

� 各種施策の総合化 

� 公平性 

� サービスの基盤整備 

� 地域福祉推進の仕組みづくり 

 

【【【【地域福祉地域福祉地域福祉地域福祉活動活動活動活動計画計画計画計画のののの内容内容内容内容やややや特徴特徴特徴特徴】】】】    

� 計画の理念、基本目標 

� 各地区（旧町）の重点取り組み内容 

� 個別性 

� 先駆性・開拓性 

� 福祉活動の推進 

� 地域福祉推進の人づくり 

連携・

補完 

    

地域地域地域地域におけるにおけるにおけるにおける生活課題生活課題生活課題生活課題のののの解決解決解決解決    

課題課題課題課題のののの発見発見発見発見    

地域地域地域地域づくりづくりづくりづくり・・・・福福福福

※

祉祉祉祉コミュニティコミュニティコミュニティコミュニティづくりづくりづくりづくり    

南丹市南丹市南丹市南丹市におけるにおけるにおけるにおける地域福祉地域福祉地域福祉地域福祉のののの推進推進推進推進    
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((((３３３３) ) ) ) 計画計画計画計画のののの期間期間期間期間    

本計画の計画期間は、平成25年度を初年度とし、平成29年度までの５年間とします。

また、社会情勢や福祉制度等の変化への対応や他計画との整合を図るため、計画期間中

であっても、随時必要な見直しを行います。 

 

■計画の期間 

計画名 

平  成 

20年度 

平  成 

21年度 

平  成 

22年度 

平  成 

23年度 

平  成 

24年度 

平  成 

25年度 

平  成 

26年度 

平  成 

27年度 

平  成 

28年度 

平  成 

29年度 

第第第第２２２２期南丹市期南丹市期南丹市期南丹市    

地域福祉計画地域福祉計画地域福祉計画地域福祉計画    

          

南丹市総合南丹市総合南丹市総合南丹市総合    

振興計画振興計画振興計画振興計画    

          

南丹市高齢者南丹市高齢者南丹市高齢者南丹市高齢者

保健福祉計画保健福祉計画保健福祉計画保健福祉計画・・・・    

介護保険事業計画介護保険事業計画介護保険事業計画介護保険事業計画    

          

南丹市障害者計画南丹市障害者計画南丹市障害者計画南丹市障害者計画    

・・・・障害福祉計画障害福祉計画障害福祉計画障害福祉計画    

          

南丹市次世代育南丹市次世代育南丹市次世代育南丹市次世代育

成支援行動計画成支援行動計画成支援行動計画成支援行動計画    

          

 

南丹市南丹市南丹市南丹市地域福祉活地域福祉活地域福祉活地域福祉活

動動動動計画計画計画計画「「「「なんたんなんたんなんたんなんたん

ふれあいふれあいふれあいふれあいプランプランプランプラン」」」」    

          

 

 

 

 

((((４４４４) ) ) ) 計画計画計画計画のののの策定体制策定体制策定体制策定体制    

本計画は、次のような策定体制及び住民参加により策定しました。 

本計画の策定にあたっては、地域ぐるみで推進する計画であることから、市民、地域

福祉分野の活動に携わっている団体の方々の意見を反映させるため、さまざまな手法を

取り入れました。 

 

①①①①    南丹南丹南丹南丹市地域福祉計画推進市地域福祉計画推進市地域福祉計画推進市地域福祉計画推進委員会委員会委員会委員会    

南丹市地域福祉計画（第１期）の進捗状況の把握と推進のための方策や計画の見直

しに関する事項を審議するために設置している「南丹市地域福祉計画推進委員会」に

おいて、計画の策定にあたって、南丹市の現状と課題から南丹市の地域福祉の推進に

向けた将来像（目標）及び具体的な取り組みや活動など、計画の内容について検討し

ました。 

障害者計画 

第１期 第第第第２２２２期期期期    

基本構想 

前期基本計画 後期基本計画 

第５期 第６期 第３期 第４期 

障害者計画 

第３期 第２期 第１期 第４期 

後期計画 前期計画 新計画 

新計画 計画 



 

－８－ 

②②②②    作業部会作業部会作業部会作業部会    

     市の関係課と市社会福祉協議会の職員で構成する作業部会を設置し、地域福祉計画

推進委員会で検討するための資料作成や、調査・研究、計画の素案づくりに向けて協

議を行いました。 

     具体的には、市民アンケート調査・団体アンケート調査の調査項目内容の検討、ワ

※

ー

クショップの開催のための企画・運営管理を行いました。また、これらの集計・分析

結果より出てきた生活課題と提案事項等から、計画の基本理念、基本目標、施策の展

開、重点プロジェクトなど、計画に盛り込むべき事項について議論し、計画の素案づ

くりを行いました。 

 

③③③③    庁内推進委員会庁内推進委員会庁内推進委員会庁内推進委員会    

庁内においては、関係課の担当職員を基本に構成する「庁内推進委員会」を設置し、

横断的な観点から関係分野の計画や施策との整合調整を図りながら、計画の進捗状況

や課題を洗い出すための検証作業と総括を行いました。    

    

④④④④    市民市民市民市民アンケートアンケートアンケートアンケート調査調査調査調査    

本計画策定にあたり、18歳以上の市民を対象に、福祉に対する考えや地域活動への

参加状況などの実態や意見、提言等を把握することを目的に、アンケート調査を実施

しました。調査対象数は、平成24年７月１日現在、市内在住の18歳以上の人から無

作為に2,000人を抽出し、郵送により配布・回収を行いました。有効回収数は856

件で、回収率は42.8％となっています。 

 

⑤⑤⑤⑤    団体団体団体団体アンケートアンケートアンケートアンケート調査調査調査調査    

本計画策定にあたり、地域福祉分野等の活動に携わっている団体を対象に、活動状

況や課題、今後の方向性などを把握するため、アンケート調査を実施しました。 

対象分野は、障がい児・者関連、高齢者関連、子育てサークル、ボランティアで、

配布数は126件、回収数は97件、回収率は77.0％となっています。 

 

⑥⑥⑥⑥    地域福祉懇談会地域福祉懇談会地域福祉懇談会地域福祉懇談会（（（（市民市民市民市民ワークショップワークショップワークショップワークショップ））））    

地域福祉の推進には、住民が自らの地域への夢や希望、提案などの積極的なかかわ

りが必要であるとの認識から、地域福祉懇談会（市民ワークショップ）を開催しまし

た。テーマは第１期計画の将来像を踏まえ、「住み続けたくなる南丹市にするためには」

とし、グループ討議により地域の現状と課題を洗い出し、地域で何ができるかアイデ

アを出し合い、全体会において各グループの成果発表を行い、情報共有をすることに

より、地域でのつながりの重要性を考える機会としました。 
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開催にあたっては、より多くの住民のさまざまな意見を集約するために、旧町単位

の４会場（園部・八木・日吉・美山）で開催し、その中でブロックごとに分かれ、１

グループ10人までとなるよう、地域の課題を共感し合える近隣地域で班分けして、グ

ループ討議を行いました。参加人数は、全体で218人となりました。 

 

⑦⑦⑦⑦    パパパパ

※

ブリックコメントブリックコメントブリックコメントブリックコメント 

「第２期南丹市地域福祉計画（素案）」に対する市民の意見を広く募集するため、平

成25年１月25日（金）から２月15日（金）にかけて、市ホームページに掲載すると

ともに、主要施設で閲覧できるようにしました。 

その結果、１人から９件の意見が寄せられ、一部計画策定に反映しました。 
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17.3千人

49.2％

8.1千人

23.0％

5.4千人

15.3％

4.4千人

12.5％

園部

八木

日吉

美山

第２章 南丹市の現状と課題 

 

    

    

((((１１１１) ) ) ) 人口人口人口人口・・・・世帯世帯世帯世帯のののの動向動向動向動向    

①①①①    総人口総人口総人口総人口・・・・総世帯数総世帯数総世帯数総世帯数のののの推移推移推移推移    

 

 

 

 

 

 

 

 

■総人口・総世帯数の推移 

36,693 36,736

35,214

37,841
37,61737,709

12,646
12,36912,292

11,605

10,455
10,118

2.63

2.97

3.06

3.26

3.51

3.73

0

10,000

20,000

30,000

40,000

昭和60年 平成２年 平成７年 平成12年 平成17年 平成22年

（人、世帯）

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

（人/世帯）

総人口 総世帯数 １世帯当たり人員

 

資料：国勢調査（各年10月１日現在 

注）総世帯数は施設を除く一般世帯数を表しています。 

    

■地区（旧町）の人口構成（平成22年） 

 

� 南丹市の総人口の推移を国勢調査からみると、増減しながら緩やかに減少し、平成

22年には35,214人となっています。 

� 総世帯数は増加を続けていることから、１世帯当たり人員は減少傾向にあり、昭和

60年の3.73人が、平成17年には2.97人と３人を割り、平成22年には2.63人とな

り、世帯規模の縮小が進んでいます。 

� 平成22年の地区（旧町）による人口構成は、園部が49.2％とおよそ半数を占め最も

多く、次いで八木が23.0％、日吉が15.3％、美山が12.5％となっています。 

１１１１    南丹市南丹市南丹市南丹市のののの現状現状現状現状 
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②②②②    年齢年齢年齢年齢３３３３区分別人口区分別人口区分別人口区分別人口のののの推移推移推移推移    

 

 

 

 

 

 

 

■年齢３区分別人口の推移 

7,098
6,219 5,834 5,244

4,544
3,955

24,346

23,679 23,918

23,119

22,047

20,632

6,782

10,133

10,410

8,087

9,249

6,265

35,214

36,736

37,617
37,841

36,693
37,709

0

10,000

20,000

30,000

40,000

昭和60年 平成２年 平成７年 平成12年 平成17年 平成22年
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資料：国勢調査（各年10月１日現在） 

注）総人口には年齢不詳を含みます。 

■年齢３区分別人口構成の推移 
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16.6

18.5

21.4

24.6

27.6

29.7

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

昭和60年

平成２年

平成７年

平成12年

平成17年

平成22年
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資料：国勢調査（各年10月１日現在）  

� 年齢３区分別人口は、０～14歳の年少人口及び15～64歳の生産年齢人口は減少を

続ける一方、65歳以上の高齢人口は増加を続けています。 

� 年齢３区分別人口構成比は、年少人口割合及び生産年齢人口割合がともに減少を続

け、平成22年にはそれぞれ11.3％、59.0％となっています。一方、高齢人口割合

は、平成２年には年少人口割合を追い越し、その後も増加を続け、平成22年には

29.7％となっています。 



 

－１２－ 

③③③③    高齢化率高齢化率高齢化率高齢化率のののの推移推移推移推移    

 

 

 

 

■高齢化率の推移／全国及び京都府との比較 
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資料：国勢調査（各年10月１日現在） 

 

 

④④④④    高齢者世帯数高齢者世帯数高齢者世帯数高齢者世帯数のののの推移推移推移推移    

 

 

 

 

■高齢者世帯数、高齢者世帯率の推移 
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� 高齢化率（高齢人口割合）の推移を全国及び京都府と比較すると、全国及び京都府

はおおむね同水準で推移していますが、南丹市はそれよりも６～７ポイント高く推

移し、高齢化が10年以上早く進行しています。 

� 65歳以上の人がいる高齢者世帯数は増加を続け、総世帯数に占める割合は平成22

年では50.3％と半数を占めます。また、ひとり暮らし及び夫婦世帯も増加を続け、

平成22年では高齢者世帯の46.4％となっています。 

資料：国勢調査（各年 10 月１日現在） 
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－１３－ 

327人

26.5％

909人

73.5％

男性

女性

 

 

 

■ひとり暮らし高齢者の性別構成（平成22年） 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：国勢調査（10月１日現在） 

 

 

⑤⑤⑤⑤    地区地区地区地区（（（（旧町旧町旧町旧町））））別人別人別人別人口口口口    

 

 

 

 

 

 

 

 

■地区（旧町）別 総人口の推移     ■市全体の年齢３区分別人口の推移 
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資料：住民基本台帳（両年９月末現在）             資料：住民基本台帳（両年９月末現在）  

� 平成22年のひとり暮らし高齢者の性別構成をみると、男性が26.5％、女性が

73.5％で、女性は男性の2.8倍と多くなっています。 

� 外国人を含む住民基本台帳から平成19年及び平成24年の地区（旧町）別人口総数

の推移をみると、どの地区もこの５年間で減少し、市全体では平成24年は平成19

年の95.4％、園部は98.7％、八木は94.3％、日吉は93.0％、美山は89.2％で、

美山が最も減少率が高くなっています。 

� 市全体の年齢３区分別人口は、０～14歳及び15～64歳ともに減少し、一方、65

歳以上の高齢者は増加しています。０～14歳は平成19年に対し90.4％に、15～

64歳は92.9％、65歳以上は102.8％となっています。 



 

－１４－ 
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■地区（旧町）別 年齢３区分別人口の推移   ■地区別 年齢３区分別人口構成の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：住民基本台帳（両年９月末現在）              資料：住民基本台帳（両年９月末現在） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� どの地区も０～14歳及び15～64歳ともに減少し、特に美山は０～14歳は平成19

年に対し77.4％に、15～64歳は86.7％と最も減少しています。一方、65歳以上

は、園部・八木は増加し、平成19年に対しそれぞれ106.5％、105.5％となって

いますが、日吉・美山はそれぞれ98.3％、95.9％と減少しています。 

� 年齢３区分別人口構成は、どの地区も０～14歳及び15～64歳の割合はそれぞれ減

少していますが、65歳以上の割合（高齢化率）は増加しています。平成24年の高

齢化率は、美山では40.3％と最も高く、日吉が33.7％、八木が33.3％、園部が

25.3％で最も低くなっています。 

園部 

 

 

八木 

 

 

日吉 

 

 

美山 

 

� 園部・八木・日吉地区は、ブロック別人口の差が大きく、園部では元村が7,720人

で最多、施設等を除き川辺が871人で最少となっています。また、高齢化率は元町

が37.4％で最高、元村が17.0％で最低となっています。また、摩気（35.1％）、

西本梅（35.2％）、川辺（31.9％）で、30％を超えています。 

� 八木地区は、南（八木）、東（富本）がそれぞれ2,446人、2,480人と多く、神吉

が446人で最少となっています。高齢化率は施設等を除き、神吉が44.4％で最も高

く、そのほかのブロックもすべて30％を超えています。 

� 日吉地区は、胡麻が2,494人で最多、四ツ谷・佐々江が490人で最少となっていま

す。高齢化率は施設等を除き、四ツ谷・佐々江が49.2％と最も高く、胡麻が28.1％

で最も低くなっています。 

� 美山地区は、宮島が1,133人で最も多く、知井が741人で最も少ないものの、宮島

以外は大差ありません。高齢化率は平屋が41.8％で最も高く、大野が39.2％で最

も低いものの、どの地区も40～41％で大差ありません。 
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－１５－ 
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■地区（旧町）別ブロック別 年齢３区分別人口構成（平成24年） 

＜園部＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：住民基本台帳（平成24年９月末現在） 

注）右端の( )は総人口を表しています。 

 

＜八木＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

資料：住民基本台帳（平成24年９月末現在） 

注）右端の( )は総人口を表しています。 
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資料：住民基本台帳（平成24年９月末現在） 

注）右端の( )は総人口を表しています。 

 

＜美山＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：住民基本台帳（平成24年９月末現在）  

注）右端の( )は総人口を表しています。 
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－１７－ 

((((２２２２) ) ) ) 児童児童児童児童のののの状状状状況況況況    

①①①①    出生数出生数出生数出生数・・・・出生率出生率出生率出生率のののの推移推移推移推移    

 

 

 

 

 

 

■出生数・出生率の推移／全国及び京都府との比較 

227 227

206

233 233
237

227

237

244

6.9

6.7
6.6

5.8

6.3

6.5

6.26.2

6.6

8.0

8.28.2
8.48.3

8.5

8.3

8.5
8.6

8.3

8.58.5
8.7

8.6
8.7

8.4

8.8

8.9

0

50

100

150

200

250

300

平成15年 平成16年 平成17年 平成18年 平成19年 平成20年 平成21年 平成22年 平成23年

（人）

5.0

6.0

7.0

8.0

9.0

10.0

11.0

（‰）

出生数 南丹市出生率 京都府出生率 全国出生率

資料：人口動態統計（「京都府保健福祉統計年報」「厚生労働省年報」） 

 

 

②②②②    ひとりひとりひとりひとり親世帯親世帯親世帯親世帯のののの推移推移推移推移    

 

 

 

 

■母子世帯・父子世帯の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

� 平成15年以降の出生数は、平成20年が若干減少したものの、230～240人程度で

推移しています。 

� 出生率（人口千人当たりの出生数）は、全国や京都府水準を下回って推移していま

すが、平成20年が5.8‰と減少したものの、6‰台で推移し、平成21年以降わずか

ながら増加傾向を示しています。 

� 母子世帯及び父子世帯の推移を国勢調査からみると、年次により根拠が異なるので

一概にいえませんが、平成2年に一旦減少し、それ以降は増加傾向にあり、平成22

年では母子が115世帯、父子が20世帯となっています。 
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注）昭和60年の国勢調査では、

母子世帯を女親と18歳未満

の子どもからなる世帯、父子

世帯を男親と18歳未満の子

どもからなる世帯としていま

す。それ以降は未婚、死別ま

たは離別の女親（あるいは男

親）と、その未婚の20歳未満

の子どもの世帯となっていま

す。平成22年は祖父母等他

の世帯員がいる場合も含め

ています。 



 

－１８－ 

資料：国勢調査（各年10月１日現在） 

((((３３３３) ) ) ) 障障障障がいのあるがいのあるがいのあるがいのある人人人人のののの状況状況状況状況    

①①①①    障障障障害害害害者手帳所持者数者手帳所持者数者手帳所持者数者手帳所持者数のののの推移推移推移推移    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■障害者手帳所持者数及び総人口に占める割合の推移 
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資料：身体障害者手帳は京都府統計資料（各年度末現在） 

 

 

②②②②    身体障身体障身体障身体障害害害害者手帳者手帳者手帳者手帳のののの交付状況交付状況交付状況交付状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

� 障がいのある人の状況を手帳所持者数でみると、身体障害者手帳所持者数は平成18

年度以降増減を示し、平成23年度が2,724人で最も少なくなっています。 

� 療育手帳所持者数は増加傾向にあり、平成23年度が327人で最も多くなっていま

す。 

� 精神障害者保健福祉手帳所持者数も増加傾向にあり、平生23年度は308人で、平成

18年度の2倍以上となっています。 

� 総数は平成22年度が3,401人で最も多く、平成23年度は3,359人と減少していま

す。また、人口に占める割合はおおむね増加傾向にあり、平成22・23年度は9.9％

で、およそ1割となっています。 

� 身体障害者手帳の障害種別では、視覚障害や聴覚・平衡機能障害は減少傾向にあり、

平成23年度はそれぞれ190人、275人となっています。音声・言語・そしゃく機

能障害は大差なく、平成23年度は39人です。肢体不自由はおおむね増加傾向にあ

り、平成23年度は1,424人で、全体の52.3％と半数を超えています。内

※

部障害は

増減があり、平成23年度は796人で、18年度以降で最も少なくなっています。ま

た、全体に占める割合は29.2％となっています。 

� 障がいの等級別では、増減がありながら大差なく推移しているのが1級、3級、増減

がありながら増加傾向にあるのが4級、減少傾向にあるのが2級、5級、6級で、1

級及び2級の重度率は大差なく推移し、平成23年度が33.4％となっています。 
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■障がいの種別 身体障害者手帳所持者数の推移 
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資料：身体障害者手帳は京都府統計資料（各年度末現在） 

 

■障がいの等級別 身体障害者手帳所持者数の推移 
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資料：社会福祉課（各年度末現在） 



 

－２０－ 
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③③③③    療育手帳療育手帳療育手帳療育手帳のののの交付状況交付状況交付状況交付状況 

 

 

 

 

 

■障がいの程度別 療育手帳所持者数の推移 
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資料：社会福祉課（各年度末現在） 

 

④④④④    精神精神精神精神障障障障害害害害者保健福祉手帳者保健福祉手帳者保健福祉手帳者保健福祉手帳のののの交付状況交付状況交付状況交付状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■障がいの等級別 精神障害者保健福祉手帳所持者数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：社会福祉課（各年度末現在） 

� 療育手帳所持者のうち、重度は大差なく推移し、軽度は年々増加しています。平成

23年度の重度率は36.7％となっています。 

� 人口に占める割合は年々わずかながら増加傾向を示し、平成23年度は0.96％とな

っています。 

� 精神障害者保健福祉手帳所持者の障がいの等級別では、どの等級も増加を続けてい

て、平成23年度は重度の1級が47人、全体の15.3％、2級が143人、46.4％、3

級が118人、38.3％となっています。重度率は平成19年度の17.5％をピークに低

下傾向にあります。 

� 人口に占める割合は年々増加傾向にあり、平成23年度は0.90％となっています。 

なお、精神通院医療受給者が、平成23年度は436人となっています。 
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((((４４４４) ) ) ) 要介護認定者要介護認定者要介護認定者要介護認定者のののの状況状況状況状況    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

■要介護度別 認定者数及び認定率の推移 
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� 平成18年度より制度改正に伴い、要介護１が要支援２と要介護１に区分されまし

た。その平成18年度以降の認定者数は増加を続け、平成23年度末には1,935人と

なり、第１号被保険者数（おおむね65歳以上の高齢者人口）に占める割合（認定率）

も上昇を続け、平成23年度末は18.9％となっています。 

� 要介護度別にみると、要支援１及び要支援２の介護予防対象者は平成23年度末は合

わせて464人、認定者全体の24.0％で、平成18年度末から81人増加しています。

一方、要介護４の重度及び要介護５の最重度は合わせて503人、認定者全体の

26.0％で、平成18年度末から105人増加し、重度化が進んでいます。 

資料：介護保険事業状況報告（各年度末現在） 



 

－２２－ 

((((５５５５) ) ) ) 福祉福祉福祉福祉サービスサービスサービスサービスのののの利用状況利用状況利用状況利用状況    

①①①①    障害福祉障害福祉障害福祉障害福祉サービスサービスサービスサービスのののの受給者受給者受給者受給者のののの状況状況状況状況    

    

 

 

 

 

 

 

■障害福祉サービスの受給者数の推移 

＜訪問系サービス＞ 
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資料：社会福祉課（両年4月現在のサービス利用状況）以下、同様 
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＜短期入所＞             ＜療養介護＞       
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� 障害福祉サービスの受給者数は、旧法施設利用及び療養介護を除き、平成23年は19

年に比べて増加しています。特に日中活動系サービスは3.9倍の伸びを示していま

す。施設入所は、旧法も併せてみると、平成19年の63人が23年は62人で、1人減

少しているだけです。しかし、利用者の障害程度区分は大きく変わり、19年は軽い

人が大半を占めていたのが、23年では4以上の中重度の人が大半を占めています。 

1

1
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区分２・区分Ｂ 区分３・区分Ｃ 区分４

区分５ 区分６



第２章 南丹市の現状と課題 

－２３－ 

8

19

5

21

1

7

0 20 40 60 80 (人)

児童 非該当 区分１・区分Ａ

区分２・区分Ｂ 区分３・区分Ｃ 区分４

区分５ 区分６

＜居住系サービス＞           ＜施設入所支援＞       

7 4 6

6

4

1

5 3

1

1

1

0 20 40 60 80

平成19年

平成23年

(人)

児童 非該当 区分１・区分Ａ

区分２・区分Ｂ 区分３・区分Ｃ 区分４

区分５ 区分６

 

 

＜旧法施設（入所）＞          ＜旧法施設（通所）＞ 
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注）各グラフの「区分」とは、障害福祉サービスの必要性を明らかにし、種類や量などを決定するために

心身の状態を総合的に示す「障害程度区分」のことです。 

 



 

－２４－ 

②②②②    介護介護介護介護保険保険保険保険サービスサービスサービスサービスのののの受給者受給者受給者受給者のののの状況状況状況状況    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

■介護保険サービスの受給者数の推移 

＜居宅介護サービス／予防給付＞ 
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26 195

187

198

265

138

176

84

121

52

58

0 200 400 600 800

平成19年

平成24年

(人)

経過的要介護 要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５

 

＜地域密着型サービス／介護給付＞ 

3

3

27

21

33

18

31

15

12

11

7

11

0 200 400 600 800

平成19年

平成24年

(人)

要支援1 要支援２ 要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５

 

＜施設介護サービス／介護給付＞ 

54

58

93

121

132

118

97

132

14

18

0 200 400 600 800

平成19年

平成24年

(人)

要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５

 

� 居宅介護サービスの予防給付受給者数は、平成19年～24年の５年間で、要支援１

及び要支援２ともに増加し、全体で1.3倍となっています。 

� 居宅介護サービスの介護給付受給者数全体では、この５年間で1.2倍となり、特に要

介護２～要介護４の増加が大きくなっています。 

� 地域密着型サービスもこの５年間で1.6倍と大きく増加し、特に要介護３はおよそ２

倍となっています。 

� 施設介護サービスはこの５年間で1.1倍となり、特に要介護３や要介護５でそれぞれ

28人、35人増加し、一方、要介護４は14人の減少となっています。 

資料：介護保険事業状況報告（両年３月） 



第２章 南丹市の現状と課題 

－２５－ 

((((６６６６) ) ) ) 生活保護生活保護生活保護生活保護のののの受給状況受給状況受給状況受給状況    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■生活保護世帯数、被保護者数、保護率の推移 
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資料：社会福祉課（各年度末現在） 

 

 

� 生活保護の被保護実世帯数及び被保護者数は年々増加してきましたが、平成23年度

の被保護実世帯数は22年度と同数ですが、被保護者数は22年度に比べて91.8％と

減少しました。 

� 被保護者数の人口千人当たりに占める割合（保護率：‰パーミル）は、平成22年度

まで上昇していましたが、平成23年度は若干低下し11.0‰となっています。厚生

労働省では、平成24年に「生

※

活支援戦略」を打ち出し、生活保護世帯等経済的困窮

者や社会的孤立者などの生活困窮者に対する総合的な支援体系の確立をめざしてい

ます。本市においても、関係機関や民間との連携・協

※

働による就労等自立の支援が

必要です。 



 

－２６－ 

「「「「日本日本日本日本のののの市町村別将来推計人口市町村別将来推計人口市町村別将来推計人口市町村別将来推計人口」」」」によるによるによるによる南丹市南丹市南丹市南丹市のののの将来推計人口将来推計人口将来推計人口将来推計人口（（（（抜粋抜粋抜粋抜粋））））    

●年齢３区分別将来推計人口（平成20年12月推計） 

平成17年 

（2005年） 

平成22年 

（2010年） 

平成27年 

（2015年） 

平成32年 

（2020年） 

  年次・項目 

 

年齢３区分 
人口 割合 人口 割合 人口 割合 人口 割合 

0～14歳 年少人口 4,547 12.4% 3,902 11.0% 3,335 9.8% 2,880 8.9% 

15～64歳 生産年齢人口 22,057 60.0% 20,955 59.0% 19,350 57.1% 17,893 55.6% 

65歳以上 高齢人口 10,135 27.6% 10,635 30.0% 11,206 33.1% 11,430 35.5% 

合  計 36,736 100.0% 35,489 100.0% 33,890 100.0% 32,201 100.0% 

 

                      

 

 

 

 

 

 

. 

【参考】南丹市総合振興計画（平成20年３月策定）基本構想「人口フレーム」 

   年次 

項目 

平成18年 平成20年 平成24年 平成29年 

人   口 36,302 35,594 34,123 32,052 

    
定住人口 

フレーム 

34,000 
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全国市町村の将来人口予測については、国立社会保障・人口問題研究所が平成17年の国

勢調査を基に、平成17年から平成47年の30年間の「日本の市区町村別将来推計人口」を、

平成20年12月に公表しています。 

これによりますと、南丹市の人口は、平成22年の時点から10年後の平成32年には、

3,200人余り減少すると予測されています。 

また、平成22年の時点で65歳以上の高齢人口の占める割合が30.0％ですが、10年後

の平成32年には35.5％とさらに増加し、14歳以下の年少人口と15～64歳の生産年齢人

口の占める割合は減少傾向にあると予測されています。 

このようなことから、働く世代が減少し、少

※

子高齢化がさらに顕著になると予想されます。 

 

 

 

 

 

 

 

２２２２    南丹市南丹市南丹市南丹市のののの将来人口予測将来人口予測将来人口予測将来人口予測 

注）平成17年は国勢調査（確定地）による人口で、平成22年以降は推計による人口です。 

ところが、平成22年の国勢調査（確定値）による人口は35,214人となり、この時点で推計人口より 

275人少ない結果となっています。 

注）平成20年以降は推計値です。 

平成13年から平成18年の住民基本台帳と外国人登録人口を基に、平成29年までの人口を推計し

たものです（抜粋）。 

定住人口フレームとは、基本構想及び基本計画に掲げる施策や産業振興、観光振興を図ることに

よる、目標年次（平成29年）における目標人口です。 
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((((１１１１)))) アンケートアンケートアンケートアンケート調査結果調査結果調査結果調査結果からみるからみるからみるからみる現状現状現状現状とととと課題課題課題課題    

計画見直しにあたり、地域福祉の現状と課題を把握するため、基礎調査の一環として

市民及び団体対象にアンケート調査を実施しました。調査の概況は、次表のとおりです。 

■市民アンケート調査の概況 

項 目 内  容 

調査地域 南丹市全域 

調査対象 

平成24年７月１日現在、市内在住の18歳以上の方の中から無作為に

抽出した2,000人 

調査方法 郵送による配布・回収 

調査期間 平成24年８月１日～８月31日 

回収状況 有効回収数：856件  回収率：42.8％ 

■団体アンケート調査の概況 

項 目 内  容 

調査対象 

地域福祉分野等の活動に携わっている、障がい児・者関連、高齢者関

連、子育てサークル、ボランティアの各団体 計126団体 

調査方法 郵送による配布・回収 

調査期間 平成24年８月１日～８月31日 

回収状況 有効回収数：97件  回収率：77.0％ 

    

    ◆◆◆◆現現現現    状状状状 

①①①①    「「「「地域地域地域地域」」」」のののの範囲範囲範囲範囲    

 

 

 

 

 

 

■本人の考える「地域」の範囲 

10.5

11.6

5.5

13.7

8.6

10.0 8.4 28.2

20.8

13.1 5.6

50.4

3.0

9.3

1.2

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体(N=856)

前回(N=936)

南丹市全体

中学校区（旧町）

小学校区（ブロック）

行政区のブロック単位

区、自治会

隣近所

わからない

無回答

 

� 前回調査（平成19年度調査のこと。以下、同様）に比べて、「区、自治会」を「地

域」と考える人が増加し、半数を占めます。 

� 青年層（18～30歳代）を除くと「区、自治会」を「地域」と認識する割合が高く、

特に男性の壮年層（40～50歳代）及び熟年層（60歳以上）が高くなっています。

女性の熟年層は、さらに身近な「隣近所」も高くなっています。 

注）「行政区のブロック単位」は前回調査のみの選択肢 

３３３３    南丹市南丹市南丹市南丹市のののの地域福祉地域福祉地域福祉地域福祉のののの課題課題課題課題 



 

－２８－ 

②②②②    今住今住今住今住んでいるんでいるんでいるんでいる地域地域地域地域でのでのでのでの定住意向定住意向定住意向定住意向とととと引引引引っっっっ越越越越したいしたいしたいしたい理由理由理由理由    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■定住意向 

66.4 14.0 17.8

1.6

0.2

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体(N=856)

ずっと住み続けたい 引っ越したい わからない その他 無回答

 

■引っ越したい理由 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60.0

34.2

22.5

17.5

10.8

9.2

8.3

8.3

6.7

5.8

4.2

3.3

0.0

22.5

1.7

0 20 40 60

買い物等生活に不便だから

通勤・通学に不便だから

近所の人間関係がよくないから

健康・医療サービスが整っていないから

商売や事業に不利だから

ふるさとに帰りたいから

子育てや子どもの教育環境が整っていないから

文化・スポーツなどのサービスが整っていないから

防災・防火対策が遅れているから

家賃が高いから

自然が少ないから

その他

無回答

(%)

全体(N=120)

� 今住んでいる地域での定住意向で、「ずっと住み続けたい」は66％で、男性は73％

と女性の61％より高く、また、男女ともに熟年層が最も高く、男性が81％、女性

が78％となっています。一方、「引っ越したい」は、男性は青年層が高く24％、女

性は青年層及び壮年層がそれぞれ21％となっています。 

� 引っ越したい理由のトップ３は、「買い物等生活に不便だから」（60％）、「通勤・通

学に不便だから」（34％）、「近所の人間関係がよくないから」（23％）で、「買い物

等生活に不便だから」は男性の壮年層（86％）や女性の熟年層（77％）が高くな

っています。地区別では、美山地区（76％）や日吉地区（70％）が特に高くなっ

ています。「通勤・通学に不便だから」は男性の壮年層（57％）や女性の青年層（50％）

が高く、日吉地区が39％で最も高くなっています。「近所の人間関係がよくないか

ら」は女性の熟年層（35％）が高く、美山地区が43％で特に高くなっています。 

 

(３つまで選択) 

段差解消など、高齢者や障がい者にやさしいまち

づくりになっていないから 

高齢者や障がい者などへのサービスが充実してい

ないから 

※「その他」は 

 記載があった中では、家庭内の人間関

係のことや、居住環境、行政サービス等へ

の不満など合わせて21件（17.5％） 



第２章 南丹市の現状と課題 

－２９－ 

■地区別 引っ越したい理由 

項目 

 

 

 

 

 

地区 

回
 

答
 

数
 

買
い

物
等

生
活

に
不

便
だ

か
ら

 

通
勤

・
通

学
に

不
便

だ
か

ら
 

近
所

の
人

間
関

係
が

よ
く

な
い

か
ら

 

健
康

・
医

療
サ

ー
ビ

ス
が

整
っ

て
い

な
い

か

ら
 

商
売

や
事

業
に

不
利

だ
か

ら
 

ふ
る

さ
と

に
帰

り
た

い
か

ら
 

子
育

て
や

子
ど

も
の

教
育

環
境

が
整

っ
て

い

な
い

か
ら

 

段
差

解
消

な
ど

、
高

齢
者

や
障

が
い

者
に

や

さ
し

い
ま

ち
づ

く
り

に
な

っ
て

い
な

い
か

ら
 

高
齢

者
や

障
が

い
者

な
ど

へ
の

サ
ー

ビ
ス

が

充
実

し
て

い
な

い
か

ら
 

文
化

・
ス

ポ
ー

ツ
な

ど
の

サ
ー

ビ
ス

が
整

っ

て
い

な
い

か
ら

 

防
災

・
防

火
対

策
が

遅
れ

て
い

る
か

ら
 

家
賃

が
高

い
か

ら
 

そ
の

他
 

無
回

答
 

園部地区 30 43.343.343.343.3    30.030.030.030.0    26.726.726.726.7    16.7 16.7 23.3 3.3 6.7 10.0 13.3 3.3 10.0 10.0 － 

八木地区 36 55.655.655.655.6    33.333.333.333.3    13.913.913.913.9    2.8 11.1 5.6 11.1 2.8 5.6 2.8 2.8 － 27.8 2.8 

日吉地区 33 69.769.769.769.7    39.439.439.439.4    15.2 15.2 6.1 3.0 3.0 18.218.218.218.2    9.1 3.03.03.03.0    6.1 3.0 30.3 3.0 

美山地区 21 76.276.276.276.2    33.3 42.942.942.942.9    47.647.647.647.6    9.5 4.8 19.0 4.8 － 4.8 4.8 － 19.0 － 

注）     １位      ２位      ３位  「自然が少ないから」は該当がないため省略 

 

 

③③③③    隣近所隣近所隣近所隣近所とのつきとのつきとのつきとのつき合合合合いのいのいのいの程度程度程度程度    

 

 

 

 

 

 

 

■隣近所とのつき合いの程度 

26.9 27.7 20.3 22.5

1.6

0.9

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体(N=856)

家族ぐるみでつき合っている 困っているときに、相談したり助け合ったりする

自治会などの行事・会議に行く程度 会えばあいさつする程度

近所づき合いはほとんどない 無回答

 

    

    

� 「家族ぐるみでつき合っている」が27％、「困っているときに、相談したり助け合

ったりする」が28％で、親密なつき合いは半数を超えます。一方、「会えばあいさ

つする程度」が23％で「近所づき合いはほとんどない」は1.6％にすぎません。 

� 親密なつき合いは男女ともに熟年層が高く、男性が63％、女性が64％です。一方、

「会えばあいさつする程度」は男女ともに青年層が高く、男性が41％、女性が51％

です。 

   



 

－３０－ 

④④④④    毎日毎日毎日毎日のののの暮暮暮暮らしのらしのらしのらしの中中中中でででで不安不安不安不安にににに感感感感じることじることじることじること    

■毎日の暮らしの中で不安に感じること 

54.8

37.6

33.2

22.3

9.2

8.4

8.1

9.7

2.6

1.1

0 20 40 60

自分の健康に関すること

収入・家計に関すること

介護に関すること

仕事に関すること

家族間の問題

育児・子育てに関すること

近所の人との関係について

特にない

その他

無回答

(%)

全体(N=856)

 

■性・年齢層別 毎日の暮らしの中で不安に感じること 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        

    

    

⑤⑤⑤⑤    困困困困ったったったった時時時時のののの相談先相談先相談先相談先                                            

 

 

 

 

 

 

項目 

 

 

 

 

性・年齢層 

回
 

答
 

数
 

自
分

の
健

康
に

関
す

る
こ

と
 

収
入

・
家

計
に

関
す

る
こ

と
 

介
護

に
関

す
る

こ
と

 

仕
事

に
関

す
る

こ
と

 

家
族

間
の

問
題

 

育
児

・
子

育
て

に
関

す
る

こ
と

 

近
所

の
人

と
の

関
係

に
つ

い
て

 

特
に

な
い

 

そ
の

他
 

無
回

答
 

計 372 54.354.354.354.3    37373737.4.4.4.4    
30.630.630.630.6    25.3 8.3 7.8 6.5 11.0 2.7 0.8 

青年層 66 19.7 40.940.940.940.9    13.6 54.554.554.554.5    3.0 22.722.722.722.7    9.1 18.2 3.0 － 

壮年層 80 42.542.542.542.5    51.351.351.351.3    40.040.040.040.0    38.8 12.5 15.0 6.3 10.0 1.3 1.3 

男
性

 

熟年層 226 68.668.668.668.6    31.431.431.431.4    32.332.332.332.3    11.9 8.4 0.9 5.8 9.3 3.1 0.9 

計 482 55.255.255.255.2    
37.837.837.837.8    35.335.335.335.3    20.1 10.0 8.9 9.3 8.7 2.5 1.2 

青年層 87 19.5 49.449.449.449.4    11.5 47.147.147.147.1    6.9 25.325.325.325.3    4.6 12.6 2.3 － 

壮年層 143 46.246.246.246.2    53.153.153.153.1    37.137.137.137.1    28.7 14.7 14.7 14.0 8.4 3.5 － 

女
性

 

熟年層 251 72.572.572.572.5    24.724.724.724.7    42.642.642.642.6    6.0 8.4 － 8.4 7.6 2.0 2.4 

� 毎日の暮らしの中での不安の

トップ３は、「自分の健康に関

すること」（55％）、「収入・

家計に関すること」（38％）、

「介護に関すること」（33％）

で、「自分の健康に関するこ

と」は男女ともに熟年層が高

く、「収入・家計に関すること」

は男女ともに壮年層が、「介護

に関すること」は男性の壮年

層と女性の熟年層が高くなっ

ています。 

� 「家族」（81％）や「知人・友人」（43％）、「親戚」（31％）がトップ３で、次い

で「隣近所」（14％）が続きますが、そのほかの専門機関や専門職はそれぞれ10％

を割ります。 

� 「隣近所」は男女ともに熟年層が高く、男性が16％、女性が19％です。一方、「相談

していない」は4.4％で、男性の壮年層が11.3％と高くなっています。 

注）    １位      ２位      ３位  

(該当すべて選択) 
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－３１－ 

■困った時の相談先    

    

    

    

    

    

 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

⑥⑥⑥⑥    地域活動地域活動地域活動地域活動ややややボランティアボランティアボランティアボランティア活動活動活動活動へのへのへのへの参加状況参加状況参加状況参加状況やややや意向意向意向意向 

 

 

 

 

 

 

 

 

■地域活動への参加状況       ■地域活動への参加状況（前回調査） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� 現在、地域活動を行っている人は45％で、前回調査よりおよそ11ポイント高くな

っています。一方で、活動したことがない人は26％で、前回調査よりおよそ５ポイ

ント高くなっています。 

� 現在の参加率は、男性が50％、女性が42％で、男性の壮年層や熟年層では50％を

超えます。また、男女ともに青年層が最も低く、男性が24％、女性が25％です。 

� 活動経験はないが今後活動したいと考えている人は9％で、男女ともに青年層が最も

高く、男性が24％、女性が25％となっています。 

81.1

42.5

30.7

14.4

9.3

6.8

6.2

5.1

4.7

2.6

2.3

1.6

4.4

1.5

0.5

0 20 40 60 80

家族

知人・友人

親戚

隣近所

病院の医師・看護師

市役所

民生委員・児童委員

社会福祉協議会

区の役員

地域包括支援センター

社会福祉協議会のふれあい委員

保育所・幼稚園、学校

相談していない

その他

無回答

(%)

全体(N=856)

(該当すべて選択) 

45.3

9.1

27.0

17.3

1.3

0 20 40 60

現在、活動している

無回答

(%)

全体(N=856)

活動したことはないが、今

後は活動したい 

過去に活動したことはある

が、現在は活動していない 

活動したことがなく、今後も

活動したいとは思わない 

(ひとつだけ選択) 

34.4

34.5

21.5

9.6

0 20 40 60

現在、活動している

活動したことがない

無回答

(%)

全体(N=936)

(ひとつだけ選択) 

現在活動していない

が、過去に活動したこ

とがある 



 

－３２－ 

 

 

 

 

 

■ボランティア活動の参加状況 

26.3 27.9 16.2 22.5

4.1

2.9

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体(N=856)

参加している 以前に参加したことがあるが、現在は参加していない

参加したことはないが、今後参加したい 参加したことがなく、今後も参加したいとは思わない

その他 無回答

 

 

 

 

 

 

 

 

■活動を行う上での課題 

69.1

59.8

36.1

36.1

27.8

25.8

11.3

10.3

10.3

8.2

7.2

5.2

5.2

6.2

5.2

0.0

0 20 40 60 80

メンバーが高齢化している

人材の確保が難しい

リーダー（後継者）が育たない

活動資金が乏しい

メンバーが仕事などで忙しく、活動できにくい

支援を必要とする人の情報が得にくい

地域コミュニティが希薄化している

市民に情報発信する場や機会が乏しい

活動に必要な情報や専門知識が不足している

他のグループ・団体との交流する機会が乏しい

行政依存の意識がなかなか抜けない

活動場所（拠点）の確保が難しい

その他

特に困っていることはない

無回答

(%)

全体(N=97)

 

    

� ボランティア活動に参加している人は26％、今後参加したいが16％で、地域活動

への参加希望よりおよそ７ポイント高くなっています。 

� 参加率は男性が28％、女性が25％で大差なく、男女ともに熟年層が最も高く、青

年層が最も低くなっています。また、今後の参加希望率は、地域活動と同様に青年

層が最も高く、男性が21％、女性が25％となっています。 

� 団体アンケート調査（平成24年度調査、以下同様）から、地域活動を行う上での課

題は、「メンバーが高齢化している」（69％）がトップ、次いで「人材の確保が難し

い」（60％）、「リーダー（後継者）が育たない」及び「活動資金が乏しい」（それぞ

れ36％）、「メンバーが仕事などで忙しく、活動できにくい」（28％）、「支援を必要

とする人の情報が得にくい」（26％）などと続きます。 

(該当すべて選択) 

外部からの問い合わせや相談をいつでも受け 

られる体制がない 
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－３３－ 

⑦⑦⑦⑦    ボランティアボランティアボランティアボランティア活動活動活動活動へのへのへのへの参加参加参加参加やややや活性化活性化活性化活性化にににに必要必要必要必要なことなことなことなこと 

 

 

 

 

 

■ボランティア活動に参加しやすくなるための条件  

66.1

61.4

39.1

30.1

23.0

2.0

7.0

66.6

25.0

22.9

18.8

16.6

9.5

8.5

1.0

9.2

13.1

16.1

48.6

0 20 40 60

自分が健康であること

時間にゆとりがあること

経済的にゆとりがあること

友人や仲間と一緒にできること

趣味や特技が生かされること

家族に病人や、手のかかる子どもがいないこと

誰にでも簡単にできること

わずかな時間（２～３時間）でできること

家の近くでできること

活動に必要なお金の支援があること

その他

無回答

(%)

全体(N=856)

前回(N=936)

 

注）前回調査では、「時間にゆとりがあること」「経済的にゆとりがあること」ではなく、「時間や収入にゆとりがあること」 

となっていますが、「時間にゆとりがあること」に図示しています。 

■性・年齢層別 ボランティア活動に 

参加しやすくなるための条件 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

項目 

 

 

性・年齢層 

回
 

答
 

数
 

自
分

が
健

康
で

あ
る

こ
と

 

時
間

に
ゆ

と
り

が
あ

る
こ

と
 

経
済

的
に

ゆ
と

り
が

あ
る

こ
と

 

友
人

や
仲

間
と

一
緒

に
で

き
る

こ
と

 

趣
味

や
特

技
が

生
か

さ
れ

る
こ

と
 

そ
の

他
 

無
回

答
 

計 372 66.166.166.166.1    58.358.358.358.3    
40.940.940.940.9    28.5 25.3 2.2 4.8 

青年層 66 30.3 60.660.660.660.6    48.548.548.548.5    33.333.333.333.3    33.333.333.333.3    1.5 6.1 

壮年層 80 57.557.557.557.5    76.376.376.376.3    51.351.351.351.3    28.8 17.5 2.5 2.5 

男
性

 

熟年層 226 79.679.679.679.6    51.351.351.351.3    35.035.035.035.0    27.0 25.7 2.2 5.3 

計 482 66.066.066.066.0    63.963.963.963.9    37.837.837.837.8    31.5 21.4 1.9 8.7 

青年層 87 46.046.046.046.0    87.487.487.487.4    39.139.139.139.1    36.8 29.9 1.1 2.3 

壮年層 143 66.466.466.466.4    79.779.779.779.7    51.051.051.051.0    30.8 24.5 2.1 2.1 

女
性

 

熟年層 251 72.572.572.572.5    47.047.047.047.0    29.929.929.929.9    30.3 16.7 2.0 14.7 

� ボランティア活動に参加しやすくなるためには、「自分が健康であること」（66％）

と「時間にゆとりがあること」（61％）が２大条件で、60％を超えます。次いで、

「経済的にゆとりがあること」（39％）、「友人や仲間と一緒にできること」（30％）、

「趣味や特技が生かされること」（23％）などです。 

ボランティア講座など、知識や技術を学べる機

会や体験の機会があること 

(３つまで選択) 

� 「自分が健康であるこ

と」は男女同程度で、特

に熟年層が高く、男性が

80％、女性が73％とな

っています。「時間にゆ

とりがあること」は男女

ともに青年層及び壮年

層が高く、特に女性の青

年層は87％と高くなっ

ています。 

注）    １位      ２位      ３位  

   



 

－３４－ 

      

 

 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

⑧⑧⑧⑧    専門職種専門職種専門職種専門職種・・・・機関機関機関機関のののの認知状況認知状況認知状況認知状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■専門職種・機関の認知状況 

9.2

10.9

72.9

51.8

49.2

35.9

30.0

2.8

2.2

3.3

2.3

9.8

7.2

6.7

5.8

0% 20% 40% 60% 80% 100%

民生児童委員

ふれあい委員

地域包括支援センター

相談したことがある 知っているが相談したことはない 知らないが、今後相談してみたい

知らない 無回答

 

47.3 38.7 8.9 5.1

0% 20% 40% 60% 80% 100%

社会福祉協議会

活動内容を知っている 名前は知っている 知らない 無回答

� ボランティア活動を発

展させるために必要な

基盤整備や活動は、「財

政的 な 支 援 の充実 」

（47％）がトップ、次

いで「活動拠点の確保」

（36％）、「専門的な職

員の配置」（30％）、「ボ

ランティア養成講座の

充実」（29％）などと続

きます。 

� 専門職種・機関の認知状況で、認知率（知っている）が最も高いのは「社会福祉協

議会」（86％）で、次いで「民生児童委員」（82％）、「地域包括支援センター」（60％）、

「ふれあい委員」（55％）となっています。 

� 「社会福祉協議会」の認知率（知っている）が最も低いのは、男女ともに青年層で、

男性が70％、女性が75％です（ただし、高率）。 

� 「民生児童委員」の認知率（知っている）が最も低いのは、やはり男女ともに青年

層で、男性が49％、女性が74％で、特に男性が低くなっています。 

� 「地域包括支援センター」の認知率（知っている）が最も低いのは、やはり男女と

もに青年層で、男性が44％、女性が53％で、男性が低くなっています。 

� 「ふれあい委員」の認知率（知っている）が最も低いのは、やはり男女ともに青年

層で、男性が24％、女性が32％で、男性が低くなっています。 

全体(N=856) 

46.7

35.9

30.0

29.0

24.3

11.8

3.4

13.9

0 20 40 60

財政的な支援の充実

活動拠点の確保

専門的な職員の配置

ボランティア養成講座の充実

広報・啓発の充実

学校での福祉教育の充実

その他

無回答

(%)

全体(N=856)

■ボランティア活動を発展させるために 

 必要な基盤整備や活動 

(３つまで選択) 



第２章 南丹市の現状と課題 

－３５－ 

⑨⑨⑨⑨    福祉福祉福祉福祉サービスサービスサービスサービスにににに関関関関するするするする情報情報情報情報のののの入手状況入手状況入手状況入手状況 

 

 

 

 

 

 

■福祉サービスに関する情報の入手状況 

30.5

18.2

36.1

36.5 27.1 13.5

15.0 12.4

4.7

6.1

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体(N=856)

前回(N=936)

入ってくる あまり入ってこない 入ってこない わからない 無回答

 

注）前回調査では、「入ってこない」は「ほとんど入ってこない」でした。 

               ■福祉サービスに関する情報の入手先 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

注）前回調査では、「新聞、テレビ、ラジオ」が「新聞・雑誌・テレビ・ラジ

オ」で、「社会福祉協議会のふれあい委員」及び「どこから入手したら

よいのかわからない」がありませんでした。 

 

� 福祉サービスに関する情報が「入ってくる」は31％で、前回調査よりおよそ12ポ

イント高くなっています。しかし、【入ってこない】が前回調査よりも低下したもの

の、51％と半数を占めます。 

� 【入ってこない】は男女ともに51％で、男性の場合、青年層が61％と高く、女性

は青年層が59％、壮年層も58％と高くなっています。 

� 福祉サービスに関する情

報の入手先では、「市役所

の窓口や広報紙・お知ら

せ」（61％）がトップで、

前回調査よりおよそ15ポ

イントも高くなっていま

す。次いで「新聞、テレ

ビ、ラジオ」(18％)、「社

会福祉協議会」及び「近

所、知り合い」（それぞれ

17％）などとなっていま

す。一方、「どこから入手

したらよいのかわからな

い」は9％です。 

� 「どこから入手したらよ

いのかわからない」は男

性が11％、女性が8％で、

男女ともに青年層が 高

く、男性が23％、女性が

14％で、特に男性が高く

なっています。 

61.2

18.3

16.7

16.7

8.1

7.5

4.9

4.1

4.1

1.6

1.4

1.9

8.8

2.8

7.1

45.9

31.9

17.7

22.8

6.2

11.2

3.3

3.1

4.2

1.4

4.2

4.1

6.5

0 20 40 60

市役所の窓口や広報紙・お知らせ

新聞、テレビ、ラジオ

社会福祉協議会

近所、知り合い

民生委員・児童委員

ケアマネジャーやホームヘルパー

インターネット

地域包括支援センター

社会福祉協議会のふれあい委員

ボランティア

子育て支援センター

情報を得る必要がない

その他

無回答

(%)

全体(N=856)

前回(N=936)

どこから入手したらよいかわからない

(３つまで選択) 



 

－３６－ 

⑩⑩⑩⑩    身近身近身近身近なななな生活生活生活生活のののの中中中中でのでのでのでの課題課題課題課題 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■身近な生活の中での課題 

33.4

30.8

29.6

25.1

22.1

21.7

21.4

18.5

18.0

14.3

6.0

3.2

4.3

0 10 20 30 40 50

地域の担い手

公共交通の利便性

買い物の利便性

医療環境

防犯・防災など地域の安全

ひとり暮らし高齢者等の支援

住民同士の交流やつながり

道路交通網の整備

障がい者や高齢者等の移動手段

子どもの安全対策と子育て支援

教育環境

その他

無回答

(%)

全体(N=856)

■性・年齢層別 身近な生活の中での課題 

項目 

 

 

 

 

性・年齢層 

回
 

答
 

数
 

地
域

の
担

い
手

 

公
共

交
通

の
利

便
性

 

買
い

物
の

利
便

性
 

医
療

環
境

 

防
犯

・
防

災
な

ど
地

域
の

安
全

 

ひ
と

り
暮

ら
し

高
齢

者
等

の

支
援

 

住
民

同
士

の
交

流
や

つ
な

が
り

 

道
路

交
通

網
の

整
備

 

障
が

い
者

や
高

齢
者

等
の

移

動
手

段
 

子
ど

も
の

安
全

対
策

と
子

育

て
支

援
 

教
育

環
境

 

そ
の

他
 

無
回

答
 

計 372 38.738.738.738.7    26.326.326.326.3    23.9 26.926.926.926.9    23.7 23.1 22.3 18.3 14.2 15.1 5.6 4.6 4.3 

青年層 66 36.436.436.436.4    22.7 28.828.828.828.8    19.7 22.7 24.2 18.2 19.7 9.1 31.831.831.831.8    10.6 3.0 1.5 

壮年層 80 41.341.341.341.3    22.522.522.522.5    18.8 33.833.833.833.8    20.0 16.3 21.3 20.0 13.8 20.0 12.5 6.3 5.0 

男
性

 

熟年層 226 38.538.538.538.5    28.828.828.828.8    24.3 26.526.526.526.5    25.2 25.2 23.9 17.3 15.9 8.4 1.8 4.4 4.9 

計 482 29.329.329.329.3    34.434.434.434.4    34.034.034.034.0    23.9 21.0 20.5 20.5 18.7 20.7 13.5 6.2 2.1 4.4 

青年層 87 21.8 41.441.441.441.4    34.534.534.534.5    21.8 20.7 20.7 13.8 24.1 14.9 33.333.333.333.3    13.8 5.7 － 

壮年層 143 35.735.735.735.7    36.436.436.436.4    37.837.837.837.8    29.4 18.9 20.3 18.2 18.2 21.0 16.1 6.3 1.4 1.4 

女
性

 

熟年層 251 28.328.328.328.3    30.730.730.730.7    31.531.531.531.5    21.5 22.3 20.7 24.3 17.1 22.7 5.2 3.6 1.2 7.6 

注）    １位      ２位      ３位 

� 身近な生活の中での課題は、「地域の担い手」（33％）がトップ、次いで「公共交通

の利便性」（31％）、「買い物の利便性」（30％）、「医療環境」（25％）、「防犯・防

災など地域の安全」及び「ひとり暮らし高齢者等の支援」（それぞれ22％）、「住民

同士の交流やつながり」（21％）などとなっています。 

� 男性は「地域の担い手」（39％）がトップで、各年齢層もトップとなっています。

女性は「公共交通の利便性」（34％）がトップで、特に青年層は41％と高くなって

います。また、女性の壮年層や熟年層は「買い物の利便性」がトップで、男性より

も高くなっています。男女ともに青年層は「子どもの安全対策と子育て支援」が30％

を超え、３位にあげられます。 

(３つまで選択) 

   



第２章 南丹市の現状と課題 

－３７－ 

⑪⑪⑪⑪    身近身近身近身近なななな地域地域地域地域でででで住民住民住民住民がががが取取取取りりりり組組組組むべきむべきむべきむべき課題課題課題課題 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■身近な地域で住民が取り組むべき課題 

42.5

36.2

32.9

23.8

18.1

16.4

10.5

8.5

7.5

7.1

6.1

5.3

3.2

4.7

6.3

36.5

51.0

37.3

26.6

20.6

8.2

10.1

4.1

14.4

2.8

4.3

0.7

9.2

0 20 40 60

青少年の健全育成

乳幼児期の子育て支援

障がいのある人への生活支援

単身世帯への配慮

母子家庭や父子家庭の子育て支援

子どもや高齢者、障がいのある人などへの虐待対策

その他

特になし

無回答

(%)

全体(N=856)

前回(N=936)

 

注）各選択肢の上段は今回調査、下段は前回調査 

「単身世帯への配慮」及び「特になし」は前回はなかった項目 

� 身近な地域で住民が取り組むべき課題は「高齢者の社会参加や生きがいづくり、居

場所づくり」（43％）がトップで、前回調査より6ポイント高くなっています。次い

で「防犯や防災など地域の安全を守ること」（36％）、「高齢者世帯の生活支援」

（33％）、「青少年の健全育成」（24％）、「生

※

活習慣病予防など健康づくりへの取り

組み」（18％）などとなっています。また、「共働き家庭の子育て支援」（16％）は、

前回調査の２倍となっています。 

� 男女ともに「高齢者の社会参加や生きがいづくり、居場所づくり」がトップで、男

性は43％、女性は42％で同程度です。男女ともに壮年層及び熟年層がトップで、

男性は特に熟年層が51％と高く、女性は壮年層が50％と高くなっています。また、

男性の青年層は「防犯や防災など地域の安全を守ること」（39％）がトップで、女

性の青年層は「共働き家庭の子育て支援」（35％）がトップにあげられます。 

(３つまで選択) 

障がいのある人の社会参加や生きがいづくり、居場所づくり 

障がいのある人の社会参加や生きがいづくり 

高齢者の社会参加や生きがいづくり、居場所づくり 

高齢者の社会参加や生きがいづくり 

防犯や防災など地域の安全を守ること 

防犯など地域の安全を守ること 

高齢者世帯の生活支援 

ひとり暮らし高齢者の生活支援 

生活習慣病予防など健康づくりへの取り組み

健康づくりについての人々の意識や知識

共働き家庭の子育て支援

共働き家庭の子どもの生活



 

－３８－ 

■性・年齢層別 身近な地域で住民が取り組むべき課題 

項目 

 

 

 

 

 

性・年齢層 

回
 

答
 

数
 

高
齢

者
の

社
会

参
加

や
生

き
が

い
づ

く

り
、

居
場

所
づ

く
り

 

防
犯

や
防

災
な

ど
地

域
の

安
全

を
守

る

こ
と

 

高
齢

者
世

帯
の

生
活

支
援

 

青
少

年
の

健
全

育
成

 

生
活

習
慣

病
予

防
な

ど
健

康
づ

く
り

へ

の
取

り
組

み
 

共
働

き
家

庭
の

子
育

て
支

援
 

障
が

い
の

あ
る

人
の

社
会

参
加

や
生

き

が
い

づ
く

り
、

居
場

所
づ

く
り

 

乳
幼

児
期

の
子

育
て

支
援

 

障
が

い
の

あ
る

人
へ

の
生

活
支

援
 

単
身

世
帯

へ
の

配
慮

 

母
子

家
庭

や
父

子
家

庭
の

子
育

て
支

援
 

子
ど

も
や

高
齢

者
、

障
が

い
の

あ
る

人
な

ど
へ

の
虐

待
対

策
 

そ
の

他
 

特
に

な
し

 

無
回

答
 

計 372 43.043.043.043.0    37.637.637.637.6    
32.332.332.332.3    27.4 16.1 16.1 6.2 6.7 6.5 6.2 7.3 5.4 4.6 5.4 5.9 

青年層 66 24.224.224.224.2    39.439.439.439.4    21.2 19.7 4.5 37.937.937.937.9    12.1 21.2 4.5 10.6 18.2 9.1 1.5 4.5 1.5 

壮年層 80 36.336.336.336.3    36.336.336.336.3    32.532.532.532.5    27.527.527.527.5    11.3 23.8 5.0 6.3 10.0 6.3 5.0 1.3 2.5 7.5 6.3 

男
性

 

熟年層 226 50.950.950.950.9    37.637.637.637.6    35.435.435.435.4    29.6 21.2 7.1 4.9 2.7 5.8 4.9 4.9 5.8 6.2 4.9 7.1 

計 482 42.342.342.342.3    
35.335.335.335.3    33.633.633.633.6    21.0 19.5 16.6 13.9 10.0 8.1 7.9 5.2 5.0 2.1 4.1 6.6 

青年層 87 33.333.333.333.3    29.929.929.929.9    21.8 27.6 14.9 34.534.534.534.5    16.1 23.0 8.0 11.5 9.2 10.3 4.6 3.4 1.1 

壮年層 143 49.749.749.749.7    39.239.239.239.2    38.538.538.538.5    25.2 13.3 19.6 13.3 10.5 5.6 7.7 6.3 4.9 2.1 4.9 1.4 

女
性

 

熟年層 251 41.041.041.041.0    34.734.734.734.7    35.135.135.135.1    16.3 24.7 8.4 13.5 5.2 9.6 6.8 3.2 3.2 1.2 4.0 11.6 

注）    １位      ２位      ３位 

    

    

⑫⑫⑫⑫    手助手助手助手助けがけがけがけが必要必要必要必要なななな人人人人にににに対対対対するするするする対処方法対処方法対処方法対処方法 

 

 

 

 

 

 

 

■手助けが必要な人に対する対処法 

 

 

 

 

 

 

 

 

� 手助けが必要な人に対する対処法は、「日頃から近所の住民が声をかけるべき」

（73％）がトップ、次いで「災害のときなどは近所の住民がいち早く救助にかけつ

けるべき」（48％）、「犯罪に巻き込まれないよう、近所の住民が注意すべき」（26％）

などで、「本人（家族）のプライバシーがあり、他人が口出しすべきではない」や「基

本的に家族で解決すべきことであり、地域は関係ない」はそれぞれ5％、4％と低く

なっています。 

   

48.2

26.3

19.0

17.8

11.8

5.1

4.1

2.8

3.0

3.9

73.1

0 20 40 60 80

日頃から近所の住民が声をかけるべき

犯罪に巻き込まれないよう、近所の住民が注意すべき

市などの行政機関に任せるべき

その他

わからない

無回答

(%)

全体(N=856)

本人（家族）のプライバシーがあり、他人が口出しすべき

ではない 

基本的に家族で解決すべきことであり、地域は関係ない

個人では難しいが、地域のボランティアなどで対応すべき 

区・自治会や民生児童委員など、地域の組織に任せる

べき 

災害のときなどは近所の住民がいち早く救助にかけつけ

るべき 

(３つまで選択) 

※ 
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■性・年齢層別 手助けが必要な人に対する対処法 

項目 

 

 

 

 

 

 

性・年齢層 

回
 

答
 

数
 

日
頃

か
ら

近
所

の
住

民
が

声
を

か
け

る
べ

き
 

災
害

の
と

き
な

ど
は

近
所

の
住

民
が

い
ち

早
く

救
助

に
か

け
つ

け
る

べ
き

 

犯
罪

に
巻

き
込

ま
れ

な
い

よ
う

、
近

所
の

住
民

が
注

意
す

べ
き

 

個
人

で
は

難
し

い
が

、
地

域
の

ボ
ラ

ン

テ
ィ

ア
な

ど
で

対
応

す
べ

き
 

区
・

自
治

会
や

民
生

児
童

委
員

な

ど
、

地
域

の
組

織
に

任
せ

る
べ

き
 

市
な

ど
の

行
政

機
関

に
任

せ
る

べ
き

 

本
人

（
家

族
）
の

プ
ラ

イ
バ

シ
ー

が
あ

り
、

他
人

が
口

出
し

す
べ

き
で

は
な

い
 

基
本

的
に

家
族

で
解

決
す

べ
き

こ
と

で
あ

り
、

地
域

は
関

係
な

い
 

そ
の

他
 

わ
か

ら
な

い
 

無
回

答
 

計 372 70.470.470.470.4    50.050.050.050.0    

28.528.528.528.5    17.7 19.9 14.8 4.8 5.1 1.9 2.7 4.3 

青年層 66 57.657.657.657.6    37.937.937.937.9    25.825.825.825.8    22.7 15.2 15.2 4.5 3.0 1.5 6.1 1.5 

壮年層 80 65.065.065.065.0    51.351.351.351.3    21.321.321.321.3    16.3 20.0 13.8 3.8 1.3 1.3 3.8 5.0 

男
性

 

熟年層 226 76.176.176.176.1    53.153.153.153.1    31.931.931.931.9    16.8 21.2 15.0 5.3 7.1 2.2 1.3 4.9 

計 482 75.375.375.375.3    

46.946.946.946.9    24.324.324.324.3    20.1 16.2 9.5 5.4 3.3 3.5 3.3 3.5 

青年層 87 69.069.069.069.0    40.240.240.240.2    19.5 28.728.728.728.7    18.4 11.5 5.7 2.3 5.7 2.3 1.1 

壮年層 143 76.976.976.976.9    46.246.246.246.2    21.021.021.021.0    21.21.21.21.0000    18.9 11.2 4.9 3.5 2.1 2.8 0.7 

女
性

 

熟年層 251 76.976.976.976.9    49.449.449.449.4    27.527.527.527.5    16.7 13.9 8.0 5.6 3.6 3.6 4.0 6.0 

注）    １位      ２位      ３位 

 

 

⑬⑬⑬⑬    福祉福祉福祉福祉のまちづくりにのまちづくりにのまちづくりにのまちづくりに必要必要必要必要なことなことなことなこと 

 

 

 

 

 

 

 

 

� 福祉のまちづくりを

進めるために必要な

ことは、「わかりやす

い福祉情報の提供」

（44％）がトップ、

次いで「保健・医療

・福祉の連携」（31

％）、「誰にでも使い

やすい施設、まちづ

くり」（29％）、「相

談支援体制の整備」

（25％）、「緊急時の

防災・安全対策」  

（19％）などと続き

ます。 

� 男女ともに「高齢者の社会参加や生きがいづくり、居場所づくり」がトップで、男

性は43％、女性は42％で同程度です。男女ともに壮年層及び熟年層がトップで、

男性は特に熟年層が51％と高く、女性は壮年層が50％と高くなっています。また、

男性の青年層は「防犯や防災など地域の安全を守ること」（39％）がトップで、女

性の青年層は「共働き家庭の子育て支援」（35％）がトップにあげられます。 

44.2

30.7

29.1

24.6

18.9

13.4

12.9

11.3

10.9

9.8

9.8

6.7

4.9

3.3

3.5

2.2

4.4

0 20 40

わかりやすい福祉情報の提供

保健・医療・福祉の連携

誰にでも使いやすい施設、まちづくり

相談支援体制の整備

緊急時の防災・安全対策

心と体の健康づくり

在宅サービスの充実

地域内の福祉サービスのネットワーク化

地域住民との交流

社会福祉施設での地域住民との交流

市の福祉の予算の増額を図ること

ボランティア・地域活動による生きがいづくり

ボランティアの養成

福祉教育の充実

わからない

その他

無回答

(%)

全体(N=856)

(３つまで選択) 

■福祉のまちづくりに必要なこと 
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⑭⑭⑭⑭    地域福祉地域福祉地域福祉地域福祉をををを推進推進推進推進するためにするためにするためにするために必要必要必要必要なことなことなことなこと 

 

 

 

 

 

■地域福祉を推進するために必要なこと 

64.9

58.8

56.7

39.2

38.1

32.0

25.8

19.6

12.4

6.2

1.0

0 20 40 60 80

自治会、地域住民の理解と協力

隣近所の声掛けや見守り

担い手（人材）の育成

行政による公的制度や施策の充実

各種団体との連携

学校をはじめとする教育機関との連携

集会所など活動拠点施設のバリアフリー化、改修整備

専門家による相談窓口の開設

その他

無回答

(%)

全体(N=97)

 

 

⑮⑮⑮⑮    行政行政行政行政とととと地域住民地域住民地域住民地域住民のあるべきのあるべきのあるべきのあるべき関係関係関係関係 

               ■行政と地域住民のあるべき関係 

 

 

64.5

51.8

35.9

4.4

6.1

2.2

4.6

0 20 40 60

わからない

その他

無回答

(%)

全体(N=856)

� 団体アンケート調査から、地域福祉を推進するために必要なことは、「自治会、地域

住民の理解と協力」（65％）がトップ、次いで「隣近所の声掛けや見守り」（59％）、

「担い手（人材）の育成」（57％）、「行政による公的制度や施策の充実」（39％）、

「各種団体との連携」（38％）などとなっています。 

� 行政と地域住民のあるべ

き関係は、「福祉の問題に

ついても、行政と住民が

協

※

働して、取り組むべき」

（65％）がトップ、次い

で「行政だけで解決でき

ない問題については、住

民同士が協力して取り組

むべき」（52％）、「家庭

や地域での助け合いが基

本で、できない場合に行

政が取り組むべき」（36 

％）の順にあげられます。 

(該当すべて選択) 

災害時に備えた日常からの連携、情報共有、訓練と

いった仕組みづくり 

(３つまで選択) 

福祉の問題についても、行政と住民が

協働して、取り組むべき 

行政だけで解決できない問題について

は、住民同士が協力して取り組むべき 

家庭や地域での助け合いが基本で、で

きない場合に行政が取り組むべき 

福祉への責任は行政にあり、住民は特

に協力することはない 
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◆◆◆◆課課課課    題題題題    

①①①①    地域地域地域地域ととととののののかかかかかかかかわりわりわりわり    

○青年層を除くと「区、自治会」を「地域」と認識する割合が高く、特に男性の壮年

層及び熟年層が高くなっています。女性の熟年層は、さらに身近な「隣近所」も高

く、高齢に伴い、足が弱くなり閉じこもりがちな高齢者が増加することから、相談

や情報提供、交流等について、こうした身近な地域で活発にする必要があります。

また、青年層にとっても子育て交流や世代間交流の場など、「区、自治会」が身近な

地域となるよう、行事や活動への取り組みを参加促進する必要があります。 

○今住んでいる地域から引っ越したい理由のトップに「買い物等生活に不便だから」

があげられ、高齢化が進行する中で、商店や地域組織等と連携し、買い物難民にな

らないよう、対策を立てる必要があります。また、美山地区では特に「健康・医療

サービスが整っていないから」が２番目に高く、ひとり暮らしや夫婦のみ世帯率が

高い中で、より一層介護予防や健康づくり、また、医療機関への送迎の確保、訪問

診療等の総合的な保健・医療対策と福祉との連携が必要です。 

○近所づきあいでは、青年層は男女ともに「会えばあいさつする程度」や「近所づき

あいはほとんどない」がおよそ半数を占め、地域の一員として、また、地域福祉活

動の担い手としての役割を果たしていけるよう、地域活動や行事への参加を通し、

また、地域での子育て支援などを通して、つき合いを深めていくことも必要です。 

○高齢化が進行する中で、「自分の健康」に不安を感じる人が多く、介護予防をはじめ

健康づくりなど、地域での取り組みを一層推進する必要があります。また、「収入・

家計に関すること」や「仕事に関すること」への不安もあり、若者の定住促進のた

めにも、高齢者の生きがいのためにも、雇用・就労の場や機会づくりは、市のまち

づくりにとっても重要な課題です。 

○困った時の相談先は身内が多く、専門機関や専門職への相談は全体ではそれぞれ

10％を割っています。身近な相談員としての役割を果たす民生児童委員をはじめ、

困った時の相談先とその役割・内容についての周知を一層進める必要があります。

また、「信頼できる、相談できる人がいない」ことが相談していない理由のトップに

あげられていることから、相談窓口職員等の研修の充実も必要です。 

②②②②    地域活動地域活動地域活動地域活動、、、、ボランティアボランティアボランティアボランティア活動活動活動活動についてについてについてについて    

○地域活動やボランティア活動の担い手は壮年層や熟年層が多く、高齢化が進行する

中で、担い手不足も大きな課題となっていることから、地縁によらないテ

※

ーマ型の

活動の促進も図る必要があります。 

○地域活動やボランティア活動について、参加経験はないが、今後参加したいと思っ

ている人の割合は、どちらも青年層が高く、福祉は生活に即した身近な課題と密接

に結びついていることの理解啓発とともに、意欲を実践に結びつけるようなきっか

けづくりや、既存の活動についての情報提供、活動への実践プログラムなど具体的

な取り組みが必要です。 
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○地域活動やボランティア活動などがより地域の課題に合った活動となるよう、地域

の課題を踏まえ、地域の実情に合った活動を地域住民が主体的に検討し、実践する

仕組みを地域で展開する必要があります。 

○市民の主体的な活動の取り組みを継続して行うためにも、研修等に参加した人の知

識や経験等を生かせる機会づくりも併せて行うことが必要です。 

③③③③    福祉施策福祉施策福祉施策福祉施策についてについてについてについて    

○専門職種・機関、福祉サービスについては、相談したい人や利用したい人が、相談

したい時、利用したい時に適切に利用できるように、多様な媒体を活用して周知を

図るとともに、高齢になるにしたがい、文字情報よりも口コミなどが有効というこ

ともあり、身近な地域での窓口機能を果たす人や場の充実が必要です。 

○情報提供に関しては、相談と一体的にとらえる必要があります。さまざまなサービ

スや相談機関がある中で、市民一人ひとりが適切に情報を選択し、窓口に出向くと

いうのはなかなか難しく、どこに相談に行くのがいいのかがわかることが重要です。

気軽に相談できる場所、安心して悩みを話し、聞いて指導してくれる場所、また、

地域住民が気楽に使えて、交流する中で情報交換ができる場所なども必要です。 

④④④④    身近身近身近身近なななな地域地域地域地域のののの課題課題課題課題についてについてについてについて    

○身近な生活の中での課題のトップは、性別や年齢層、地区によって違いがみられ、

とりわけ、女性の公共交通の利便性や買い物の利便性へのニーズは、男性よりも高

いことから、地区の実情に応じて住民や地域組織、ボランティア、民間事業所等と

連携し、対応していく必要があります。 

○身近な地域で住民が取り組むべき課題は、男女ともに「高齢者の社会参加や生きが

いづくり、居場所づくり」「防犯や防災など地域の安全を守ること」「高齢者世帯の

生活支援」がトップ３にあげられますが、青年層は「高齢者世帯の生活支援」に代

わって、「共働き家庭の子育て支援」があげられます。地区別でもおおむねこれらの

項目がトップ３に入りますが、園部地区は「青少年の健全育成」が「高齢者世帯の

生活支援」に代わって３位にあげられ、やはり、性・年齢層、地区により違いがみ

られます。このようなことから、地域の課題についての住民の共通認識と、課題解

決に向けてより地域に密着した具体的な活動となるよう、地域での懇談会や活動計

画づくりなど、実践の仕組みづくりが必要です。 

○手助けが必要な人に対する対処法は、「日頃から近所の住民が声をかけるべき」が

73％と高いものの、つき合いがわずらわしいから地域活動をしない青年男性や、近

所の人間関係がよくないから引っ越したいと思う熟年男女や壮年男性などがいるこ

とから、子どもの頃から親子で地域での世代間交流やボランティア活動への参加機

会をつくったり、青年層が地域の行事や活動の企画、運営などに参加する機会づく

りなども必要です。 
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⑤⑤⑤⑤    これからのこれからのこれからのこれからの南丹市南丹市南丹市南丹市のののの福祉福祉福祉福祉のまちづくりについてのまちづくりについてのまちづくりについてのまちづくりについて    

○福祉サービスや福祉活動等の情報提供については、実際に必要とする時に入手しや

すくなっているかが求められ、どこに問い合わせをすればよいのかの情報が得やす

いこと、周知されていることが必要です。 

○「保健・医療・福祉の連携」は、高齢化が進行する中で、在宅での看取りや訪問診

療等の充実に向けて一層推進が必要です。 

○地区のこれまでの取り組みや課題を踏まえ、地区あるいは小学校区、自治会等に応

じた地域福祉の進め方が必要です。 
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((((２２２２))))    地域福祉懇談会地域福祉懇談会地域福祉懇談会地域福祉懇談会（（（（市民市民市民市民ワワワワ

※

ークショップークショップークショップークショップ））））にみるにみるにみるにみる現状現状現状現状とととと課課課課題題題題    

地域福祉懇談会の概況は、次表のとおりです。 

項項項項    目目目目    内内内内        容容容容    

テーマ 

なんたん地域福祉懇談会（市民ワークショップ） 

～誰もが安心して、つながりながら住み続けられるまちであるために～ 

地域分類 

（グループ） 

ワークショップの開催にあたっては、より多くの市民のさまざまな意見を集

約するために、旧町単位の４会場（園部・八木・日吉・美山）で開催し、その

中でブロックごとに分かれて、それを１グループ10人までとなるよう地域の

課題を共感しあえる近隣地域で班分けし、グループ討議（話し合い）を行いま

した。 

参加対象 

区長、自治会、振興会役員、民生児童委員、社会福祉協議会ふれあい委員、 

社会福祉協議会企画小委員会委員 

 

■開催日程 

対象地域対象地域対象地域対象地域    とととと        きききき    時時時時        間間間間    場場場場        所所所所    

園部町 平成24年９月 １日（土） 9:00～12:00 

市役所２号庁舎 

 ３階３０１会議室 

八木町 ９月 １日（土） 13:3０～16:30 八木公民館 

日吉町 ８月１８日（土）   13:3０～16:30 市役所日吉支所 

美山町 ８月２６日（日） 13:3０～16:30 美山文化ホール 

 

■町別、ブロック別の参加者の状況 

ブ ロ ッ ク 名 元町 元村 元桐 川辺 摩気 西本梅 合計 

参 加 人 数 9 16 8 9 9 7 58 
園園 園園

    
部部 部部

    

班 数 2 3 2 1 2 1 11 

ブ ロ ッ ク 名 南(八木) 東(富本) 西(吉富) 北(新庄) 神吉 合計 

参 加 人 数 24 22 17 7 2 72 

八八 八八
    

木木 木木
    

班 数 3 3 2 1 1 10 

ブ ロ ッ ク 名 世木 

 四ツ谷・ 

佐々江 

田原 

 志和賀・ 

保野田 

胡麻 合計 

参 加 人 数 8 4 5 4 15 36 

日日 日日
    

吉吉 吉吉
    

班 数 2 1 1 1 3 8 

ブ ロ ッ ク 名 知井 平屋 宮島 鶴ヶ岡 大野 合計 

参 加 人 数 12 12 8 14 6 52 

美美 美美
    

山山 山山
    

班 数 2 2 2 2 1 9 

合
計

合
計

合
計

合
計

    

参 加 人 数  218 
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－４５－ 

各班での検討分野のキーワードは以下のとおりですが、内容から13に分類し、現状

と課題、提案という形で整理したものが次頁以降のまとめです。 

■各地区・班のキーワード 

地区地区地区地区    キーワードキーワードキーワードキーワード（（（（件数件数件数件数））））    

園部 

高齢者問題、高齢化社会（11）、少子化、若者世代（7）、災害時の避難体制、災

害時の対応（6）、交通移動手段、地域交通（5）、地域でのコミュニケーション、

地域のつながり（５）、生活環境（3）、地域の交流、ふれあい（3）、未来の展望、

地域の防犯、空き家対策と環境整備、情報公開のあり方、社会福祉協議会への要望、

農業の問題、行政にお願い、担い手、組と組の連携、過疎化問題、環境にやさしい

村づくり、地域の活性化、地域力の衰退（各１） 

八木 

高齢者問題、高齢化社会（8）、少子化、少子化問題（10）、災害時の避難体制、

防災、災害対応（6）、地域の担い手（6）、交通移動手段、交通問題（5）、ＪＲ駅

舎と住環境、地域環境（3）、地域の交流、住民の交流（3）、人間関係、外に出な

い、高齢者・障がい者の見守り／個人情報、インフラ整備、福祉施設、地域の現状、

施策、絆づくり、健康（各１） 

日吉 

高齢化、高齢者の生活（5）、少子化、若者・子どもが少ない（5）、災害時の地域

での徹底、災害から地域を守る（3）、人づくり、地域の担い手づくり（3）、交通

の便が悪い（2）、若い方の働く場所がない（2）、防犯、魅力づくり、組織づくり、

高齢化に伴う地域活動、見守りのあり方、環境、高齢者・障がい者などの支え合い

（各１） 

美山 

高齢者問題、高齢化と介護（8）、少子化（3）、交通問題、交通手段の確保（6）、

地域の絆、絆（4）働く場、産業・仕事（3）、後継者問題、担い手（2）、健康づ

くり（2）、医療（2）、農林業問題（2）、生きがいづくり、教育、自然環境、集落

維持、人口減少、金儲け、人を増やす、買い物、美しい村、安心・安全（各１） 

 

 

 

    

    

    

    

    

■整理したキーワード 

① 高齢化、高齢者問題、高齢者支援  ② 少子化、子育て支援、人口減少、就労の場 

③ 生活環境、居住環境  ④ 交通移動手段、道路環境  ⑤ 防災、災害時の避難体制

の確立、緊急時の対応  ⑥ 防犯  ⑦ 交流の場・機会、コミュニケーション 

⑧ 要支援者の把握、個人情報保護の問題、支援  ⑨ 健康問題  ⑩ 人材確保、担い

手の育成  ⑪ 地域の活性化、地域力の向上  ⑫ 連携  ⑬ 市や社会福祉協議会へ

の要望 



 

－４６－ 

①①①①    高齢化高齢化高齢化高齢化、、、、高齢者問題高齢者問題高齢者問題高齢者問題、、、、高齢者支援高齢者支援高齢者支援高齢者支援    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②②②②    少子化少子化少子化少子化、、、、子育子育子育子育てててて支援支援支援支援、、、、人口減少対策人口減少対策人口減少対策人口減少対策、、、、就労就労就労就労のののの場場場場づくりづくりづくりづくり    

 

 

 

 

 

 

高齢者高齢者高齢者高齢者のののの増加増加増加増加    

� 高齢になり、地域の役がこなせられない不安がある。 

� 閉じこもりが多い。 

� 高齢化が進み過ぎだが、世代交代がうまくできている。 

要支援者要支援者要支援者要支援者のののの増加増加増加増加    

� 独居老人の増加。同居世帯の減少。世帯規模の縮小。 

� 夜間独居の人や昼間独居の人、日中、老人だけになることが多い。 

� 老々介護の家庭の増加。介護施設の入所が困難。 

� 認
※

知症などへの無理解の人も多い。 

� 高齢者で制度の理解ができていない人がいる。 

高齢者高齢者高齢者高齢者のののの社会参加社会参加社会参加社会参加、、、、生生生生きがいきがいきがいきがい    

� 高齢者の地域行事への参加者が少ない。ふれあい教室の参加者が少ない。 

� 男性高齢者の参加が少ない。男性高齢者の集まる場がない。 

� いきいきサ

※

ロンの取り組みで、来る人は決まっている。 

� いきいきサロンの参加者、ボランティアの人も少なくなってきた。 

� 老人会などへの加入が少なくなった。高齢者が増えているが、年齢に達しても

老人会に入る人が少なく、老人会の活動が低調である。 

� 高齢者を中心にグラウンドゴルフが活発に行われている。 

� 老人会で、毎週歩こう会を実施し、いろいろな意見交換をしている。 

＜＜＜＜現状現状現状現状＞＞＞＞    

 

高齢者高齢者高齢者高齢者のののの生活支援生活支援生活支援生活支援    

◇ひとり暮らし高齢者の安全確保。身体に障がいがあるひとり住まいの人の支援。 

◇ひとり暮らし高齢者のゴミ出し（特に不燃物のゴミ出し）の対策を考えることが

必要。ひとり暮らし高齢者のサポート。 

◇認知症について理解を深める活動の推進。 

◇高齢者への福祉を利用する方法等の周知。 

 

高齢者高齢者高齢者高齢者のののの生生生生きがいきがいきがいきがい、、、、社会社会社会社会参加参加参加参加のののの促進促進促進促進    

◇高齢者の生きがいづくり。身近な地域で気軽に話す場づくり。 

◇高齢者と地域住民の交流。身近な集落で高齢者が参加してもらいやすい場づくり。 

＜＜＜＜課題課題課題課題＞＞＞＞    

子子子子どもやどもやどもやどもや若者若者若者若者のののの減少減少減少減少、、、、人口人口人口人口のののの減少減少減少減少    

� 子どもや若者が少ない。若者が減少。子ども会が機能しない。 

� 未婚者が増加（男女とも）。若者が結婚しない、できない。 

� 調整区域のため、人口、家が増えない。限

※

界集落の増加。 

� 進学先が遠い、そのまま就職。 

＜＜＜＜現状現状現状現状＞＞＞＞    
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－４７－ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③③③③    生活環境生活環境生活環境生活環境、、、、居住環境居住環境居住環境居住環境    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

買買買買いいいい物等不便物等不便物等不便物等不便    

� 日常の買い物が徒歩で済ませにくい。近くにお茶でも飲みに行くとこなし。 

� 買い物する店がない。近くに店がない。集客する施設がない。 

� 物価が高い。発展性がない。 

 

居住環境居住環境居住環境居住環境がががが悪悪悪悪いいいい    

� 空き家、空き地が増えた。動物などが住みついて畑などに被害を及ぼす。 

� 野良猫が多い。工場の悪臭。不法投棄。狭い生活道路。 

� 用水路にゴミを捨てるのか、空き缶、ペットボトルなどが水流を止めてしまう。 

� 冬になると雪が多く、３年前は年末から正月にかけて停電があった。冬場の除雪

の問題。 

 

自然環境自然環境自然環境自然環境にににに恵恵恵恵まれているまれているまれているまれている    

� 豊かな自然に恵まれているので、守り続けたい。 

＜＜＜＜現状現状現状現状＞＞＞＞    

小学校小学校小学校小学校のののの統廃合問題統廃合問題統廃合問題統廃合問題    

� 小学生の数が減少し、統合が問題になっている。 

� 子どもが少なく、通学距離が遠くなる。役所、学校がだんだん遠くなる。 

 

子育子育子育子育てててて支援支援支援支援、、、、子子子子どものどものどものどもの遊遊遊遊びびびび場場場場    

� 学童保育の利用者数の増加に伴い、指導員数が十分とはいえない。 

� 子どもたちが安全に遊べる場所や交流場所がない。 

� 子どもは多いが、家の中でのゲーム遊びで、外に出る子が少ない。 

� 社会人、大学生、子どもとのつながりが希薄。 

� 子育てママの交流がとりにくい。 

 

就労就労就労就労のののの場場場場がないがないがないがない    

� 地域に働く場が少ない。会社が少ない。若者が都会や他府県へ流出する。 

� 若者で未就労の人がいる。正規で働ける職場が近くにほしい。 

＜＜＜＜現状現状現状現状＞＞＞＞    

 

小学校小学校小学校小学校のののの統廃合統廃合統廃合統廃合によるによるによるによる施設施設施設施設のののの利用利用利用利用    

◇小学校の統廃合後の施設をどうするのか。 

子育子育子育子育てててて支援支援支援支援    

◇子育てが楽しくできる環境づくり。 

◇高校生などの集まりの場づくり。 

＜＜＜＜課題課題課題課題＞＞＞＞    

 

居住環境居住環境居住環境居住環境のののの向上向上向上向上    

◇崩壊寸前の空き家の撤去。公園の管理。町内の住宅整備。下水道早期着工。 

 

＜＜＜＜課題課題課題課題＞＞＞＞    



 

－４８－ 

④④④④    交通移動手段交通移動手段交通移動手段交通移動手段、、、、道路環境道路環境道路環境道路環境    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑤⑤⑤⑤    防災防災防災防災、、、、災害時災害時災害時災害時のののの避難体制避難体制避難体制避難体制のののの確立確立確立確立、、、、緊急時緊急時緊急時緊急時のののの対応対応対応対応 

 

 

 

 

 

 

 

 

交通交通交通交通がががが不便不便不便不便    

� 公共交通が不便。交通手段が少なく不便。自動車がないと生活できない。 

� 交通手段が少なく、通院や買い物などしにくい。 

� 歩いて集まる場所が遠すぎる。もっと小単位で。 

� 地域でのサークルへ行くのも、徒歩では困難。 

� 市バスの運行時間が少ない。小学校まで非常に遠く、また少人数でもあり、親

が送り出している現状。 

� 交通が不便（買い物や通院。市バスは通学が中心、デマンドバスは利便性が悪い） 

歩行歩行歩行歩行がががが危険危険危険危険    

� 旧市街道や国道側道など、身体の不自由な人や子どもにとって歩行が非常に危険。

� 通学路が危険。国道に面しているため、交通面で高齢者が不安。 

� 市道で草が伸びている所があり、歩行などができにくい状況で、交通障害が生

じている。地元との協議会を持ってほしい。 

� 道路のカーブが危険。冬場は雪で滑る。一旦停止の位置の問題。 

� 歩道で危険な所がある。 

 

交通交通交通交通ルールルールルールルールをををを守守守守らないらないらないらない    

� ハザードランプを出さないで曲がる車が多い。道路が狭いのにスピードの出し過ぎ。 

＜＜＜＜現状現状現状現状＞＞＞＞    

 

交通手段交通手段交通手段交通手段のののの確保確保確保確保    

◇高齢者やひとり暮らしの日常生活の買い物。交通手段の確保。 

◇商店など買い物、病院に行きやすいバスが必要。ぐるりんバスの利用。 

◇美山・園部間のバスなどの確保（交通の便の確保）。 

◇小型の移送バスが必要（地域の資源を活用）。 

交通施設交通施設交通施設交通施設ののののババババ

※

リアフリーリアフリーリアフリーリアフリー化化化化    

◇障がいのある人にやさしい歩道や施設を。 

◇ＪＲ駅舎の活用、バリアフリー改築。駅の改善。 

◇交通安全面の整備。小学校周辺の通学路の拡幅 

＜＜＜＜課題課題課題課題＞＞＞＞    

避難避難避難避難体制体制体制体制、、、、避難場所等避難場所等避難場所等避難場所等    

� 災害時の避難がわかりにくい。災害時の避難体制の説明がない。 

� 災害時の対応、ルールが整備できていない。 

� 避難場所が悪い。避難場所が危険（実際のときに集まれない）。避難場所の設備

が整っていない。 

� 歩いて集まる場所が遠すぎる。もっと小単位の避難所を！！ 

� 上木崎では、土砂災害警戒避難連絡網が作成されている（平成23年）。 

� 若者が少ないので、消防団員等に参加する人が少ない。 

 

＜＜＜＜現状現状現状現状＞＞＞＞    
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－４９－ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

⑥⑥⑥⑥    防犯防犯防犯防犯    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

昼間昼間昼間昼間のののの体制体制体制体制    

� 災害時の安全確保ができない。若者は日中、留守である。 

� 昼間何かが起こると人手がないので、心配している。例えば、家事や水害。 

災害時災害時災害時災害時のののの訓練訓練訓練訓練    

� 災害時の訓練ができている。 

環境環境環境環境    

� 水はけが悪い。水害（浸水）の心配。 

 

＜＜＜＜現状現状現状現状＞＞＞＞    

地域地域地域地域のののの環境環境環境環境    

� 隣近所のつき合いや横のつながりが希薄になってきた。 

� 留守中の家に不安がある。 

� 道が暗い。街灯が少ない。街灯が少なく、地域が暗い。 

� 夜道を歩いている時、電灯の明かりが消えていることが多く危ないので、常に

見回りをしてほしい。 

＜＜＜＜現状現状現状現状＞＞＞＞    

 

避難体制避難体制避難体制避難体制のののの確立確立確立確立    

◇災害時の避難マップがほしい。 

◇周辺地域との連携や公共施設の整備。 

◇災害の種類による避難場所の設定。 

◇災害時の高齢者の避難や移動手段。災害時に支援が必要な人の把握や避難方法。 

◇災害時の避難など、地区での話し合いが必要。地域のネットワークづくりが必要。 

防災訓練防災訓練防災訓練防災訓練のののの方法方法方法方法    

◇災害時の訓練の仕方、大規模過ぎると個人へ行き届かない。 

◇災害といってもいろいろある。日常的に細かく区別した取り組みをするには。 

 

水害等対策水害等対策水害等対策水害等対策    

◇大堰川からの雨水と園部からの雨水、水害が不安。 

◇災害時の生活弱者の対応。区・組織（班）は昔ながらの編成で、災害時に動きが

難しい？ 

◇原発の安全・安心の確保。 

 

非常時非常時非常時非常時のののの連絡方法連絡方法連絡方法連絡方法    

◇非常時の連絡方法があればいい。緊急時の昼間対応。 

＜＜＜＜課題課題課題課題＞＞＞＞    

 

地域地域地域地域のののの環境環境環境環境    

◇安心して住める環境がほしい。 

 

＜＜＜＜課題課題課題課題＞＞＞＞    



 

－５０－ 

⑦⑦⑦⑦    交流交流交流交流のののの場場場場・・・・機会機会機会機会、、、、コミュニケーションコミュニケーションコミュニケーションコミュニケーション    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑧⑧⑧⑧    要支援者要支援者要支援者要支援者のののの把握把握把握把握、、、、個人情報保護個人情報保護個人情報保護個人情報保護のののの問題問題問題問題、、、、支援支援支援支援 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

交流交流交流交流のののの場場場場やややや機会機会機会機会    

� 世代間や近所との交流が少ない。高齢者と若い人の交流がない。 

� 地域のイベントがなくなった。親睦行事の取り組み。 

� 婦人会の活動が薄れているように思う。 

� 子ども同士の遊びがない。児童数が減少し、地域での交流が乏しい。 

� 若嫁の集う場所がない。機会がない。 

� 移動が困難なため、ふれあいの機会がつくりにくい。 

� 年代別に食事会や話し会をしているが、まったくできない世代もある。 

� 地域内の各種団体がたくさんあるのに、団体同士の交流が乏しい。 

� 地域に公園がなく、遊び場や憩いの場がほしい。 

� 諸団体の活動は活発（振興会、ボランティアなど）。 

� ラジオ体操で、ＰＴＡの呼びかけが行われ、大人、中学生が今年初めて参加。 

 

コミュニケーションコミュニケーションコミュニケーションコミュニケーション、、、、つながりつながりつながりつながり    

� 高齢化で、ひとり暮らしや夫婦世帯への意思疎通が難しい。耳の不自由な人へ

の連絡ごとに少し困る。 

� 団地、マンションなどが増え、隣近所とのふれあいが少なくなり、つながり方

が難しい。マンションでは、区入されていない人が多い。 

� 近所とのつき合い、つながりが少なくなっている。地域の一体感が感じられない。 

� 地区全体で地区の福祉など、話し合う機会がない。 

� 若年層の挨拶ができにくい。 

� 地域全体で集まることが１～２回。 

� 他市町村からの転入者に対する意識 

 

＜＜＜＜現状現状現状現状＞＞＞＞    

 

交流交流交流交流のののの場場場場やややや機会機会機会機会のののの充実充実充実充実    

◇地域内でサークルをつくるなど交流の機会の充実。スポーツ、趣味活動など。 

◇地域の話し合いの場への女性の参加促進。 

＜＜＜＜課題課題課題課題＞＞＞＞    

実態把握実態把握実態把握実態把握    

� 母子・父子家庭の実態が不明。母子家庭であっても、民生児童委員の見守り活

動はなかなかしにくい面がある。 

� 生活保護受給者の現状が把握できていない。 

� 高齢者は周りの方に迷惑のかからないようにする思いから、困っていても周り

に伝わりにくいということがある。 

� 実態把握が難しい（旧住民と新住民、他地域の人がアパートを管理。区には入

っているが、組には入っていない住民がいるなど）。 

� 誰が要支援者か要介護者かわからない。要介護者のリストはもちろん、区民の

名簿もわからない。 

＜＜＜＜現状現状現状現状＞＞＞＞    
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－５１－ 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑨⑨⑨⑨    健康問題健康問題健康問題健康問題    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

プライバシープライバシープライバシープライバシー、、、、個人情報保護個人情報保護個人情報保護個人情報保護    

� プライバシーの尊重で、各家庭に行ってもなかなか話しにくい。 

� プライバシー保護を強くすると絆が薄れる。 

� 個人情報保護が叫ばれて以降、支援を必要とする方の直近の事情、背景が不明。

以前のように深く入り込んで対応する事は無理。 

障障障障がいがいがいがいのあるのあるのあるのある人人人人へのへのへのへの支援支援支援支援    

� 障がいのある人の入所施設が少ない。入所が難しい。 

 

＜＜＜＜現状現状現状現状＞＞＞＞    

高齢者高齢者高齢者高齢者のののの健康状態健康状態健康状態健康状態等等等等    

� 高齢になり、地区で特に足腰が大変な人が多い。 

� 高齢者で病気の方が多い（認知症など介護保険利用者）。 

� 市民健診の受診者が増えない。 

 

＜＜＜＜現状現状現状現状＞＞＞＞    

 

要支援者要支援者要支援者要支援者のののの把握把握把握把握とととと対応対応対応対応    

◇60代知的障がいのある人と80代認

※

知症の人（要支援２）など複合的な課題を抱

えている世帯への対応。 

◇住んでいる地域の人の困っている事の把握方法。 

◇個人情報保護法とプライバシーを侵害しない方法は・・・。地域の情報不足（個

人情報をもう少しオープンにする）。 

◇行政などとかかわりたくない人への対応。 

◇高齢者の見守り。高齢者や障がいのある人の生活支援。 

◇支援学校卒業生の進路。作業所のほか。 

＜＜＜＜課題課題課題課題＞＞＞＞    

 

生涯生涯生涯生涯にわたるにわたるにわたるにわたる健康健康健康健康づくりづくりづくりづくり    

◇住民の健康増進のための計画を。 

◇元気で長生きする方法を。 

◇身近に乳幼児の健診機会を。 

◇頭と体の健康づくり。健

※

康寿命の延伸。生

※

活習慣病予防。 

◇食生活の改善、食

※

育の必要性。 

 

医療体制医療体制医療体制医療体制のののの充実充実充実充実    

◇緊急時の身近な医療機関の必要性。 

◇医療問題。一時診療をなくさない。病院の確保。 

＜＜＜＜課題課題課題課題＞＞＞＞    



 

－５２－ 

⑩⑩⑩⑩    人材確保人材確保人材確保人材確保、、、、担担担担いいいい手手手手のののの育成育成育成育成    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑪⑪⑪⑪    地域地域地域地域のののの活性化活性化活性化活性化、、、、地域力地域力地域力地域力のののの向上向上向上向上    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

役員役員役員役員ややややリーダーリーダーリーダーリーダー等人材等人材等人材等人材のののの不足不足不足不足    

� 若い地区のリーダーがいない。サークルなどの指導者、リーダー不足。 

� 地区役員のなり手がない。区の担い手が少なく、多忙。 

� 区役員の分担が「たらい回し」の現状で、自分が理解できない事項がある。 

� ボランティアになる人が少ない。 

� 何事にも協力する人が少なく、まとまらない。ばらばら。 

� ふれあい委員の選出が、各地域からされていない。 

� １人の方に多くの役割が集中している例もあり。 

地域地域地域地域組織組織組織組織    

� 女性（婦人会）、若者（青年会）といった組織の消滅が地域活力を減退させた。 

� 婦人会は、サークル的ではあるが、残して続けている。 

� 老人会、婦人会ともに、区の活動を支えられなくなってきている。 

＜＜＜＜現状現状現状現状＞＞＞＞    

共同体共同体共同体共同体のののの維持維持維持維持    

� 共同体の維持が困難。伝統が失われつつある。 

� 地域が封建的で、閉鎖的である。 

� 日役があっても出る人が限られてきている。労働力が少なく、日役などが負担。 

� 地域力の結束が難しくなっている。住民相互の意思疎通がなくなりつつある。 

� どこへ行っても10年、20年後の地域が見えないという悲観的な声がある。 

 

農林業農林業農林業農林業、、、、商業商業商業商業 

� 地域の農作業に出務する人が少なくなった。 

� 農地や山林の管理が困難。耕作放棄により農地が荒廃している。山林が荒廃して

いる。 

� 農業が続けていけない、食べていけない。後継者がいない。 

� 農機具、機械が高い。 

� 森林からの利益がなく、農業収入が低すぎる。 

� 猿や鹿などの出没被害（農作物）。効果ある対策が見つからない。 

� 商店の後継者不足。 

� 地方格差（シャッター通りなど）。 

＜＜＜＜現状現状現状現状＞＞＞＞    

 

人材人材人材人材のののの育成育成育成育成    

◇地域で中心的に活躍している老人（65歳以上）の後に続く人材の育成。 

◇団

※

塊ジュニア（担い手）。 

＜＜＜＜課題課題課題課題＞＞＞＞    
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⑫⑫⑫⑫    連携連携連携連携    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

⑬⑬⑬⑬    市市市市やややや社会福祉協議会社会福祉協議会社会福祉協議会社会福祉協議会へへへへのののの要望要望要望要望    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� 社会福祉協議会、シルバー人材センター、施設などが重複した業務があり、どこ

が窓口か判明しない。 

 

＜＜＜＜現状現状現状現状＞＞＞＞    

� ふれあい委員の果たす役割は大きいが、現状は空白。 

� 活動を計画しても区民が出てこない。どうすれば人が集まるか？ 

� このような市の取り組みが市民にはわかってないと思う。 

� 公共事業に市民の声が反映されにくい。 

� 施設の有効な活用ができていない。 

� 医療の格差が著しい。 

 

＜＜＜＜現状現状現状現状＞＞＞＞    

 

地域地域地域地域のののの活性化活性化活性化活性化    

◇中堅の人たちをつなぐ組織が必要。 

◇伝統文化の継承。 

◇魅力づくりが必要。 

◇風土の問題（根強い風習？慣習？） 

 

農林業農林業農林業農林業、、、、商業商業商業商業のののの活性化活性化活性化活性化    

◇集団営農体制への組織化。 

◇農業の振興策（収益環境の改善）。農業経営に対する見通し。 

◇農村でも住める環境、意欲、喜び、楽しみを。 

◇10年後の地域。高齢化。環境。農業⇒集落の維持。 

◇農家の後継者問題。耕作放棄地の課題⇒担い手育成。 

◇減農薬で安心な農作物づくり。 

◇森林の管理をどうしていくか。 

◇自営業の人の収入安定。地域経済の振興。 

◇廃油の回収をどうするか。 

＜＜＜＜課題課題課題課題＞＞＞＞    

 

連携連携連携連携のののの強化強化強化強化    

◇情報の共有化。各組織の連携。支え合う活動。 

◇役所と社会福祉協議会、シルバー人材センターの指導系統が統一できないか。 

＜＜＜＜課題課題課題課題＞＞＞＞    

 

連携連携連携連携のののの強化強化強化強化    

◇情報の共有化。各組織の連携。支え合う活動。 

◇役所と社会福祉協議会、シルバー人材センターの指導系統の統一化。 

＜＜＜＜課題課題課題課題＞＞＞＞    



 

－５４－ 

    

    

平成19年度から平成24年度までの5年間を計画期間とする第1期計画では、「計画の将

来像」である「誰もが安心して、つながりながら住み続けられるまち」の実現に向け、地

域福祉の推進方策として、「計画の視点」、「計画の基本目標」、「基本施策」のもとに今後の

方向性を示すとともに、「重点プロジェクト」を掲げ、地域福祉の推進を図ってきました。 

 

■■■■基本目標基本目標基本目標基本目標ごとのごとのごとのごとの主主主主なななな取取取取りりりり組組組組みみみみ    

基本目標基本目標基本目標基本目標１１１１    地域福祉地域福祉地域福祉地域福祉をををを推進推進推進推進するするするする人人人人づくりづくりづくりづくり    

○ 福祉は、誰もが受け手であり、担い手でもあることから、福祉に関する意識を幅広い年齢

層に啓発し、普及するため、人権啓発事業、男女共同参画社会を構築するためのワワワワ

※

ークシークシークシークシ

ョップョップョップョップのののの実施実施実施実施、、、、障障障障がいのあるがいのあるがいのあるがいのある人人人人のののの理解理解理解理解をををを促進促進促進促進するためのするためのするためのするための障害者障害者障害者障害者スポーツスポーツスポーツスポーツ大会大会大会大会・・・・福祉福祉福祉福祉のつどのつどのつどのつど

いいいい・・・・障害者福祉大会障害者福祉大会障害者福祉大会障害者福祉大会のののの実施実施実施実施など、福祉意識福祉意識福祉意識福祉意識のののの醸成醸成醸成醸成・・・・高揚高揚高揚高揚に取り組みました。 

○ 地域福祉活動地域福祉活動地域福祉活動地域福祉活動へのへのへのへの市民市民市民市民参加参加参加参加をををを促進促進促進促進するため、広報広報広報広報なんたんやなんたんやなんたんやなんたんやCATVCATVCATVCATVなどでなどでなどでなどで、、、、地域地域地域地域でででで先進的先進的先進的先進的

にににに活動活動活動活動しているしているしているしている団体団体団体団体のののの紹介紹介紹介紹介など、情報提供を行いました。 

○ 地域活動地域活動地域活動地域活動のののの担担担担いいいい手手手手をををを育成育成育成育成するため、ボランティアボランティアボランティアボランティア活動活動活動活動へのへのへのへの金銭的金銭的金銭的金銭的なななな支援支援支援支援やややや、、、、ボランティアボランティアボランティアボランティア

のののの養成講座養成講座養成講座養成講座を行うほか、社会福祉協議会のふれあいふれあいふれあいふれあい委員委員委員委員のののの意識意識意識意識のののの向上向上向上向上を図る取り組みや、

当事者組織育成として介護者家族会介護者家族会介護者家族会介護者家族会がががが各町統一的各町統一的各町統一的各町統一的にににに組織化組織化組織化組織化ができました。 

 

 

 

 

 

 

 

基本目標基本目標基本目標基本目標２２２２    地域地域地域地域でででで支支支支えるえるえるえる協協協協

※

働働働働のののの仕組仕組仕組仕組みづくりみづくりみづくりみづくり    

○ 地域活動地域活動地域活動地域活動をよりをよりをよりをより活発活発活発活発にするにするにするにするため、「「「「市民提案型市民提案型市民提案型市民提案型まちづくりまちづくりまちづくりまちづくり活動支援交付金活動支援交付金活動支援交付金活動支援交付金」」」」創設創設創設創設による支援

や、行政と市民活動団体をつなぐ「「「「まちづくりまちづくりまちづくりまちづくりデザインセンターデザインセンターデザインセンターデザインセンター」」」」がががが設置設置設置設置され、情報収集

と提供、情報発信に向けた支援などを行いました。 

○ 地域地域地域地域のののの高齢者高齢者高齢者高齢者やややや子子子子どものつながりをどものつながりをどものつながりをどものつながりを強化強化強化強化するするするするため、民生民生民生民生児童委員児童委員児童委員児童委員やふれあいやふれあいやふれあいやふれあい委員委員委員委員をををを中心中心中心中心とととと

したしたしたした声声声声かけかけかけかけ運動運動運動運動やややや見守見守見守見守りりりり活動活動活動活動のののの取取取取りりりり組組組組みみみみや、地域で高齢者を支える人材を育成するため生生生生

活介護支援活介護支援活介護支援活介護支援サポーターサポーターサポーターサポーター養成研修養成研修養成研修養成研修をををを実施実施実施実施し、家庭や地域社会のつながりの強化に取り組みま

した。 

○ 身近身近身近身近なななな地域地域地域地域でででで福祉活動福祉活動福祉活動福祉活動をををを進進進進めるめるめるめるため、一部で「「「「地域福祉推進協議会地域福祉推進協議会地域福祉推進協議会地域福祉推進協議会」」」」がががが組織化組織化組織化組織化されたほか、

ササササ

※

ロンロンロンロン活動活動活動活動のののの支援支援支援支援やややや新規新規新規新規サロンサロンサロンサロン立立立立ちちちち上上上上げにげにげにげに対対対対するするするする助成金助成金助成金助成金のののの交付交付交付交付など、小地域のネットワー

クの充実に取り組みました。 

 

第２期に

向けて 

◇福祉意識の醸成・高揚として取り組んだ事業について、地域全体の取り組み

に結びつかないことや、参加者の固定化・高齢化への対応。 

◇地域福祉に関する情報の提供について、さらなる充実に向けて検討が必要。 

◇地域活動の担い手の育成に関して、今後も継続的に活動できる支援の充実。 

４４４４    第第第第１１１１期地域福祉計画期地域福祉計画期地域福祉計画期地域福祉計画のののの主主主主なななな取取取取りりりり組組組組みのみのみのみの到達点到達点到達点到達点とととと第第第第２２２２期計画期計画期計画期計画にににに向向向向けてけてけてけて 
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－５５－ 

○ 地域地域地域地域のののの団体団体団体団体やややや組織間組織間組織間組織間のつながりのつながりのつながりのつながり・・・・連携連携連携連携をををを強化強化強化強化するするするするため、高齢者高齢者高齢者高齢者・・・・障障障障がいがいがいがい者支援者支援者支援者支援にかかにかかにかかにかかわるわるわるわる

ネットワークネットワークネットワークネットワーク会議会議会議会議をををを各町単位各町単位各町単位各町単位でででで定期的定期的定期的定期的にににに開催開催開催開催するほか、認

※

知症高齢者やその家族を支援し

ていくための認知症認知症認知症認知症サポートチームサポートチームサポートチームサポートチームをををを立立立立ちちちち上上上上げげげげ、地域のネットワークづくりに取り組みま

した。 

○ 地域の福祉活動を継続的に発展していくためには、活動拠点の確保が必要であり、障がい

のある人の地域活動支援地域活動支援地域活動支援地域活動支援センターセンターセンターセンターをををを市民市民市民市民がががが広広広広くくくく交流交流交流交流・・・・活用活用活用活用でででできるようにきるようにきるようにきるように場所場所場所場所をををを提供提供提供提供したり、

地域地域地域地域のののの公民館等公民館等公民館等公民館等をををを活用活用活用活用してしてしてして高齢者高齢者高齢者高齢者のののの生生生生きがいきがいきがいきがい活動活動活動活動のののの支援支援支援支援を行うほか、休園休園休園休園したしたしたした保育所保育所保育所保育所をををを障障障障

害者施設害者施設害者施設害者施設（（（（グループホームグループホームグループホームグループホーム））））としてとしてとしてとして活用活用活用活用するなど、地域地域地域地域のののの社会資源社会資源社会資源社会資源をををを活用活用活用活用したしたしたした地域交流地域交流地域交流地域交流やややや

支支支支ええええ合合合合いいいい活動活動活動活動のののの拠点拠点拠点拠点づくりづくりづくりづくりに取り組みました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本目標基本目標基本目標基本目標３３３３    地域地域地域地域でのでのでのでの自立自立自立自立したしたしたした生活生活生活生活をををを支支支支えるためのえるためのえるためのえるための仕組仕組仕組仕組みづくりみづくりみづくりみづくり    

○ 児児児児
※

童童童童をはじめをはじめをはじめをはじめ、、、、高齢者高齢者高齢者高齢者やややや障障障障がいのあるがいのあるがいのあるがいのある人人人人へのへのへのへの虐待虐待虐待虐待は社会的な問題となっており、「高齢者虐

待防止ネットワーク会議」や「要保護児童対策地域協議会」を組織し、関係機関との連携

を図るほか、また「障害者虐待防止法」が施行されたことに伴い、障害者虐待防止窓口を

設置し、地域活動支援センターとの連携を図る体制が整い、未然防止未然防止未然防止未然防止・・・・早期発見早期発見早期発見早期発見・・・・早期対早期対早期対早期対

応応応応にににに向向向向けたけたけたけた連絡連絡連絡連絡・・・・調整体制調整体制調整体制調整体制のののの構築構築構築構築にににに取取取取りりりり組組組組みましたみましたみましたみました。。。。 

○ 地域地域地域地域のののの相談体制相談体制相談体制相談体制とととと必要必要必要必要なななな情報情報情報情報をををを入手入手入手入手できるできるできるできる情報提供体制情報提供体制情報提供体制情報提供体制のののの充実充実充実充実を図るため、地域包括支援地域包括支援地域包括支援地域包括支援

センターセンターセンターセンター3333かかかか所所所所、、、、子育子育子育子育てててて発達支援発達支援発達支援発達支援センターセンターセンターセンター、、、、すこやかすこやかすこやかすこやか子育子育子育子育ててててセンターセンターセンターセンター等等等等におけるにおけるにおけるにおける相談支援相談支援相談支援相談支援

のののの充実充実充実充実を図るほか、高齢者・障がいのある人・子育てのサービス利用のためのガイドブッガイドブッガイドブッガイドブッ

ククククをををを作成作成作成作成し、相談支援に活用しました。また、南丹市や社会福祉協議会のホームページへ

の掲載によって広報啓発を行うほか、なんたんなんたんなんたんなんたんテレビテレビテレビテレビのののの「「「「データデータデータデータ放送放送放送放送」」」」スタートスタートスタートスタートによりによりによりにより、、、、

暮暮暮暮らしにらしにらしにらしに役立役立役立役立つつつつ情報情報情報情報をををを提供提供提供提供しました。 

○ 適切にサービスが提供できるよう、市や関係機関とが連絡調整し相談支援の充実を図りま

した。また、第第第第

※

三者評価制度三者評価制度三者評価制度三者評価制度をををを活用活用活用活用したしたしたした取取取取りりりり組組組組みとしてみとしてみとしてみとして、、、、サービスサービスサービスサービス提供現場提供現場提供現場提供現場へへへへ相談員相談員相談員相談員をををを派派派派

遣遣遣遣し、事業所のサービスの資質向上を図りました。さらに、閉じこもりがちな高齢者が身

近に集える「生きがい活動支援通所事業」、障がいのある人の自立及び社会参加を図るため

「グループワーク事業」「地域活動支援センター事業」、子育て家庭のための「子育てすこ

やかセンター事業」「ファミリー・サポート事業」を実施し、地域地域地域地域でででで気軽気軽気軽気軽にににに利用利用利用利用できるできるできるできるサーサーサーサー

◇市民参加型の日常生活支援サービスは、福祉活動への参加者を増やしたり、

なかなか手の届かない部分を補完するなど、その役割が期待され、地域活動

からコ

※

ミュニティビジネスなどへの発展は地域産業を創出するきっかけと

して期待されるもので、「まちづくりデザインセンター」のさらなる充実と、

企業・まちづくり行政・大学の連携に福祉分野との連携が必要。 

◇関係機関等との連携による地域福祉活動の推進については、多様化している

課題にどう取り組んでいくか、支援の方法や連携手法を研究。 

◇地域の社会資源を活用した拠点づくりに、市の公共施設の有効活用の決定方

針が必要。 

第２期に

向けて 



 

－５６－ 

ビスビスビスビスのののの充実充実充実充実を図りました。 

○ 福祉福祉福祉福祉サービスサービスサービスサービス利用者利用者利用者利用者のののの権利権利権利権利がががが保障保障保障保障されるようされるようされるようされるよう、、、、福祉サービスを効果的に推進するため、ガガガガ

イドブックイドブックイドブックイドブックによるによるによるによる周周周周知知知知、、、、権権権権利利利利擁擁擁擁護制度護制度護制度護制度のののの周知周知周知周知やややや相談相談相談相談を行いました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本目標基本目標基本目標基本目標４４４４    人人人人にやさしくにやさしくにやさしくにやさしく、、、、住住住住みやすいみやすいみやすいみやすい環境環境環境環境づくりづくりづくりづくり    

○ 地域のつながりが希薄となっている中、防災や防犯を切り口として、地域のつながりを強

め、行政との協

※

働による取り組みを進めるため、災害時の迅速な対応ができるように南丹

市総合防災訓練・原子力防災訓練の実施、災害時の備え、平常時から要援護者に関する情

報を把握し情報伝達・避難誘導の支援体制を確立するための要援護者支援要援護者支援要援護者支援要援護者支援台帳台帳台帳台帳のののの整整整整備備備備ととととシシシシ

ステムステムステムステム導導導導入入入入、、、、避難避難避難避難支援支援支援支援プランプランプランプランをををを作成作成作成作成しました。また、高齢者などに対する悪

※

質商法や子ど

もを巻き込んだ事件などを防止するため、関係機関と連携した地域地域地域地域ぐぐぐぐるみのるみのるみのるみの啓啓啓啓発発発発ややややパパパパトロトロトロトロ

ールールールールを行いました。 

○ 高齢者や障がいのある人が住み慣れた地域で生活できるよう、要介護高齢者宅の小規模な

住宅改住宅改住宅改住宅改修修修修にににに対対対対するするするする助成助成助成助成、、、、障害障害障害障害者者者者日常日常日常日常生生生生活用活用活用活用具具具具のののの給給給給付付付付を行いました。 

 

 

 

 

 

 

◇虐待事例が見えにくく、複雑化・困難化してきており、迅速な対応と支援体

制のス

※

キルアップ。 

◇支援の必要性に早く気付き、悩みを一人で抱え込むことなく、早期の対応が

可能となる相談支援体制の整備。 

◇行政の関係課や地域に密着した市内相談支援事業所や地域包括支援センタ

ーと連携し、必要な情報共有と専門性の確保、相談体制の充実が必要。 

◇権利を守るための支援が必要な高齢者や障がいのある人が増加してきてい

るため、地域包括支援センターを含めた支援体制を強化。 

◇災害時における要援護者一人ひとりの避難誘導支援が迅速に実施できるよ

うに、地域が主体となって、地域の実情に即した個別計画の作成ができる地

域や近隣住民の助け合いの必要性と地域防災の意識付け。 

◇災害に備えた防災・防犯の仕組みづくり。 

第２期に

向けて 

第２期に

向けて 



第２章 南丹市の現状と課題 

－５７－ 

■■■■重点重点重点重点プロジェクトプロジェクトプロジェクトプロジェクトのののの主主主主なななな取取取取りりりり組組組組みみみみ    

第１期の地域福祉計画の重点プロジェクトの進捗状況と課題は、次のとおりです。 

（平成24年度の取り組み内容） 

   【進捗状況】Ａ 完了  Ｂ 進行中  Ｃ 遅延  Ｄ 未達成  Ｅ 24年度計画事業なし 

基本

目標 

行政の取り組

み方針・内容 

事業名 所管課 

進捗 

状況 

実施内容 課    題 

要援護者台帳

を作成し、情報

公開の方法な

どを明確にし

ます。 

災害時要配慮者災害時要配慮者災害時要配慮者災害時要配慮者

台帳整備事業台帳整備事業台帳整備事業台帳整備事業    

社会福祉課 Ｂ 

前年度に引続き、対象者の把握に

努めるとともに、新規登録者及び

登録者異動情報を各関係機関に提

供した。 

要援護者台帳への登

録率が６割程度にと

どまっているため、

登録率向上を図る必

要がある。                     

社会福祉協議

会と連携し、防

※

災マップや帰

宅支援マップ、

要援護者避難

支援マニュア

ルなどを作成

し、災害時への

対応の方針を

つくる。 

南丹市南丹市南丹市南丹市災災災災

※

害時要害時要害時要害時要

援護者避難支援援護者避難支援援護者避難支援援護者避難支援

プランプランプランプラン策定業務策定業務策定業務策定業務    

社会福祉課 Ｅ 

本プランは、災害発生時における

災

※

害時要援護者への支援を適切か

つ円滑に実施するため、国の「災

害時要援護者の避難支援ガイドラ

イン」を踏まえ、本市における災

害時要援護者の避難支援対策につ

いて、その基本的な考え方や進め

方を明らかにするものであり、災

害時要援護者の自助と地域におけ

る共助を基本とし、災害時要援護

者への情報伝達体制や避難支援体

制の整備を図ることにより、地域

の安心・安全体制を強化すること

を目的としており、策定を行った。 

各地域への災害時要

援護者避難支援プラ

ン全体計画と個別計

画について周知を図

るとともに、地域に

おいて個別計画の作

成に取り組んでもら

う。                        

１１ １１
．． ．．
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避難訓練の実

施支援や講演

会などを行い、

市民の防災意

識を高める。 

南丹市総合防災南丹市総合防災南丹市総合防災南丹市総合防災

訓練訓練訓練訓練    

総務課 Ｅ 

平成23年度、総合防災訓練の一つ

として、各区単位で避難訓練を実

施し、複数の区において、要援護

者を想定しての訓練は、車イス、

担架等を使用し避難を行った。 

避難の要領は確認で

きても、実際の避難

行動に結びつける日

頃からの取り組みが

必要。 

地域地域地域地域ケアケアケアケア会議会議会議会議    

（（（（医療医療医療医療・・・・保健保健保健保健・・・・福福福福

祉祉祉祉ネットワークネットワークネットワークネットワーク

会議会議会議会議））））    

高齢福祉課 B 

前年度と同様に情報交換や連携強

化を行った。平成24年度は「認

※

知

症を地域で支える」をテーマに掲

げ、情報交換等を行っている（社会

福祉協議会委託）。 

多様化している課題

等にどのように取り

組んでいくのか、情

報の共有化の取り組

みが必要。 

地域包括地域包括地域包括地域包括ケアケアケアケア総総総総

合交付金事業合交付金事業合交付金事業合交付金事業（（（（暮暮暮暮

らしのらしのらしのらしのサポートサポートサポートサポート

コーディネータコーディネータコーディネータコーディネータ

ーーーー設置事業設置事業設置事業設置事業））））    

高齢福祉課 E 

南丹地域包括支援センターを設置

していない八木地域及び美山地域

にコーディネータを配置し、ボラン

ティアサービスや公的サービス等

の調整と連携を図り、高齢者の生活

を支援した。 

  

２２ ２２
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団体・組織間な

どのネットワ

ーク化を図る

よう、支援す

る。 

障害者支援障害者支援障害者支援障害者支援ネッネッネッネッ

トワークトワークトワークトワーク会議会議会議会議    

社会福祉課 B 

前年度に引き続き、障害者支援に

かかわる関係機関との情報交換、

共有化を図り、支援の課題や方向

性の協議を行った。 

・園部地区障害児者ネットワーク

会議 

・障害者支援ネットワーク会議 

（八木管内） 

・障害者支援担当者連絡会議 

（日吉支所管内） 

・障害者支援担当者会議 

（美山管内） 

それぞれの地域での

特色を生かしながら

障害者支援ネットワ

ーク会議が運営され

ている。国の制度改

正の動きとも連動し

ながらネットワーク

化を充実させる。 



 

－５８－ 

基本

目標 

行政の取り組

み方針・内容 

事業名 所管課 

進捗 

状況 

実施内容 課    題 

生活介護支援生活介護支援生活介護支援生活介護支援ササササ

ポーポーポーポーターターターター養成事養成事養成事養成事

業業業業    

高齢福祉課 A 

高齢者を地域で支え合う体制づく

りのため、今年度は八木と美山を

会場に研修会を開催し、人材育成

に努めた。 

研修修了者は「なんたん生活介護

サポートクラブ」会員として登録

していただき、活動の支援を行っ

た。 

養成研修への参加

後、実際に活動して

いただける場面の創

設や紹介が必要。や

る気のある人材を育

成していく必要があ

る。 

団体団体団体団体・組織と

連携し、人材育

成を図る。 

訪問介護員養成訪問介護員養成訪問介護員養成訪問介護員養成

事業事業事業事業    

高齢福祉課 B 

介護事業所の人材不足解消と在宅

介護の充実を図り、地域で安心し

て生活できる体制を整備するた

め、訪問介護員養成研修の受講費

用に対し助成を行なっている（市

内介護事業所に勤務する者に限

る）。 

福祉人材の確保は慢

性的に不足している

状況にあり、市とし

ての人材確保、介護

保険事業者としての

努力等一体となって

取り組んでいかなけ

ればならない。 

他地域の活動

事例などを広

報誌やホーム

ページなどを

通じて、情報提

供する。 

子育子育子育子育てててて情報発信情報発信情報発信情報発信

事業事業事業事業    

子育て支援課 B 

平成22年度に子育てガイド「のび

のびなんたん」の刊行とホームペ

ージへの掲載。ホームページの継

続掲載と必要に応じた内容の修正

の実施。 

子育て支援団体の情

報収集と連携の持ち

方の検討。 

２２ ２２
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各地域におけ

る小地域福祉

活動の活性化

に向け、活動の

支援を図る。 

地域福祉事業地域福祉事業地域福祉事業地域福祉事業    社会福祉課 Ｂ 

社会福祉協議会が主体となって、

◆ふれあい委員の組織化を図り、

民生児童委員との連携を図る◆あ

んぜん・あんしんの日の活動とし

て高齢者等の見守り・声かけ運動

活動等を取り組む、これら小地域

のネットワーク活動を推進する事

業に対し支援を行った。 

旧町によって、ふれ

あい委員の職務や役

割についての認識に

格差があり、民生児

童委員と連携した活

動の定着。 

ボランティア

活動への支援

を行う。 

地域福祉事業地域福祉事業地域福祉事業地域福祉事業    社会福祉課 Ｂ 

社会福祉協議会が主体となって、

ボランティア交流会の開催などに

よりボランティア活動の活性化を

支援した。 

ボランティアの育成。 

市民参加型の

日常生活支援

サービスの実

施に関する先

進事例などを

収集し、地域で

の実施に向け

て研究する。 

３３ ３３
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市民参加型に

よる移送サー

ビスの実施に

向け、民間交通

機関などと協

議を行う。 

デマンドバスデマンドバスデマンドバスデマンドバス運運運運

行事業行事業行事業行事業    

（（（（平成平成平成平成 24242424 年度年度年度年度    

日吉日吉日吉日吉・・・・美山地域美山地域美山地域美山地域））））

（（（（八木地域実証八木地域実証八木地域実証八木地域実証

実験実験実験実験））））    

交通対策室 Ｂ 

高齢者等の交通弱者を対象に予約

制のバス運行を実施。平成２４年

１０月から日吉・美山地域におい

ては、本格運行を行い、八木地域

では、実証実験を行いながら利便

性の向上を図っている。 

公共交通と福祉施策

をどのように整理し

ていくかが課題であ

る。 

また、利用者の確保

が課題。 
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基本

目標 

行政の取り組

み方針・内容 

事業名 所管課 

進捗 

状況 

実施内容 課    題 

休園施設休園施設休園施設休園施設のののの検討検討検討検討    

子育て支援課 

社会福祉課 

A 

関係団体の要望を受け、休園中の

大野保育所を廃止、今年度有償譲

渡し社会福祉施設として活用し障

害者グループホームとして転用し

た。 

市全体の公共施設の

有効活用の具体化が

重要。 

拠点となる施

設を団体・組織

などと協議・調

整し、活用す

る。 

保健福祉保健福祉保健福祉保健福祉センタセンタセンタセンタ

ーーーーのののの活用活用活用活用    

保健医療課 B 

八木保健福祉センター：「京都丹

波 食と森の交流協議会」事業 

美山保健福祉センター：社会福祉

協議会美山支所の事務所が入り、

使用頻度も増加している。平屋地

区地域福祉推進協議会による居場

所づくり事業・ファミリーサポー

ト事業（社会福祉協議会） 

日吉保健福祉センター：ファミリ

ーサポート事業（社会福祉協議会） 

園部保健福祉センター：健康教室

ＯＢ会 

その他給食サービス・地域福祉連

携会議等の開催会場・食生活改善

推進協議会の活動の場、として使

用 

園部保健福祉センタ

ーは２階のみが会場

のため下肢の筋力低

下がある人は利用し

にくい。 

保健事業が年間を通

じて入っ てい る た

め、定例化する日や

希望される日程がと

れないことも多い。 

団体・組織と連

携し、イベント

や講座などを

開催する。 

子育子育子育子育てすこやかてすこやかてすこやかてすこやか

センターセンターセンターセンター事業事業事業事業    

子育て支援課 B 

ふれあい広場の実施（年間６回）。

パパ・ママ講座や子育て広場を実

施。 

子育て支援団体に委託し、広場事

業を開設（八木防災センター週３

回、日吉興風交流センター週２

回）。 

民間活力の導入。市

民ニーズに沿った場

の提供。 

各地区の拠点

施設について、

周知し、利用を

促進する。 

               

子育子育子育子育てすこやかてすこやかてすこやかてすこやか

センターセンターセンターセンター事業事業事業事業    

子育て支援課 B 

八木西地区自治振興会館、日吉興

風交流センター、美山文化ホール

を活用し、子育て広場、サ

※

ロンを

開催した。子育て支援団体に委託

し、八木防災センター・日吉興風

交流センターで広場事業を実施し

た。 

民間活力の導入。市

民ニーズに沿った場

の提供。 

４４ ４４
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集落センター

や公民館、隣保

館などの既存

施設を活用し、

相談などを行

う。 地域包括地域包括地域包括地域包括ケアケアケアケア総総総総

合交付金事業合交付金事業合交付金事業合交付金事業（（（（ふふふふ

れあいのれあいのれあいのれあいの居場所居場所居場所居場所

拠点整備事業拠点整備事業拠点整備事業拠点整備事業））））    

高齢福祉課 B 

地域の空き家等を利用し、地域住

民が身近に気軽に集まれる場を設

置することで、高齢者等の孤立化

や引きこもりを防止し、生きがい

のある生活や介護予防の推進を図

った。 

場所選定で、空き家

はあるものの貸して

いただけなく、調整

に手間取った。地域

からの盛り上がりも

必要。 

今後こういった拠点

を増やしていくには

どのような仕組みが

必 要 か検討を 要 す

る。 

    



 

－６０－ 

    

    

個別計画のうち、高齢者、障がいのある人、子ども、男女における地域福祉関連の課題

を以下に整理します。 

■対象者別の地域福祉関連の主要課題 

対 象 地域福祉関連の主要課題 

高齢者 

� 高齢化の進行に対する対応の検討・・・移動手段の確保、近所づきあいなど

を通した関係の構築が重要。 

� 南丹市の状況に応じた介護保険サービスの充実・・・訪問系サービスの利用

が計画値を上回り、在宅でのサービス利用の意向が高い。また、通所介護の

利用意向も高い。介護を必要とする状態になっても、できる限り住み慣れた

家庭や地域で自立した生活が継続できるよう、サービス基盤の整備が必要。 

� 高齢者が生涯を通じて安心して暮らせる仕組みづくり・・・ひとり暮らしや

夫婦のみの高齢者世帯が増加している中で、地域全体で支えていく基盤の強

化が必要。相談体制の充実や保健・医療・福祉サービスの連携と充実、サー

ビス利用の手続きの簡素化などのニーズが高い。地域包括支援センターの周

知と社会福祉協議会・医療機関・ケアマネジャー等との連携による包括的・

継続的な支援体制の強化が必要。 

� 高齢者がいきいきと暮らせるための支援の充実・・・高齢者が地域社会の一

員として生きがいと役割を持ってその経験や知識を地域のさまざまなニー

ズに活かすことができる仕組みづくりの充実が必要。外出支援サービス等福

祉サービスへのニーズが高いものもあり、必要に応じた福祉サービスの充実

が必要。 

� 重点プロジェクトは、地域包括ケアシステムの構築。 

障がいの 

ある人 

� 障がいのある人のための健康づくり支援が必要。 

� 障がいの種類や程度に応じたきめ細やかな支援が必要。 

� 介助者は50代から60代以上が多く、介助者のケアが必要。 

� 雇用の確保や拡大が必要。精神障がいのある人の職場における受け皿づくり

や、従業員等の意識啓発が必要。仲間とともに働ける環境の確保等。求職と

求人のマッチング機会や場づくりの検討。 

� 当事者とその家族を含めて、相談の拠点や場づくりの推進。本人と家族で対

応できないような相談内容について、施設や専門家、関係機関につなげてい

く仕組みづくり。 

� 災
※

害時要援護者支援制度や登録システムにおける、避難困難者の把握。個々

のケースに応じた災害時の避難誘導、避難支援に関するプラン策定。 

� 障がいに対する正しい理解に向け、市民への一層の普及と啓発。 

� アクセスしやすい経路で得られる情報提供の強化。情報源の多様化を有効に

活用した複合的な発信体制づくり。 

� 交通アクセスへの配慮に向けた具体策の検討。 

子ども 

� 父親の育児参加や楽しみながら養育力を高める機会の提供。 

� 子育てサポーター派遣制度、家庭支援職員の配置、子育てサ

※

ロン活動など、

地域における子育て支援サービスの充実。 

� 放課後の子どもの居場所づくり。 

� 子育てに関する相談体制と情報提供の充実・・・地域における相談体制の充実。 

５５５５    各分野別計画各分野別計画各分野別計画各分野別計画のののの課題課題課題課題 
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対 象 地域福祉関連の主要課題 

子ども 

（つづき） 

� 地域との連携強化による就学前教育の充実。 

� 体験活動等地域との連携による学校教育の充実・・・地域ふれあい体験活動等。 

� いじめ・不登校・非行への対応の充実。 

� 子育て応援の人材の育成・・・子育てサポーター、子育てボランティア、 

Ｎ

※

ＰＯ、地域の指導者。 

� 子育てしやすい生活環境づくり・・・若い世代への就職支援、若者定住施策等。 

� 児童の健全育成。 

� 食
※

育の推進。 

� 子どもの人権の尊重と児

※

童虐待防止。 

� ひとり親家庭への支援。 

� 子
※

育てバリアフリー化、交通安全施策の充実、子どもの安全対策の充実。 

男女 

� Ｄ
※

Ｖ（ドメスティック・バイオレンス）の防止と被害者に対する支援。 

� 地域活動への男女共同参画の推進。 

� 高齢者・障がいのある人などの社会参画に対する支援。高齢者・障がいのあ

る人などの福祉サービスの充実。 

� 生涯を通じた健康づくり支援。 

    

 

 



 

－６２－ 

第３章 計画の基本方向 

 

    

 

社会経済情勢の変化とともに生活様式の多様化、介護保険サービスや障害福祉サービス

の契約による利用など福祉制度の変革は、住民が暮らす地域のつながりを変えていきまし

た。しかし、少

※

子高齢化が進行し、地域のさまざまな活動の担い手の高齢化や減少がみら

れる中で、新たな「地域のつながり」が、ますます求められています。 

第１期計画では、計画の将来像を『誰もが安心して、つながりながら住み続けられるま

ち』としました。本計画においては、第1期計画をさらに前に進めるため、市民とともに

誰もが安心して住み続けられる福祉のまちづくりをめざして、基本理念を次のように掲げ

ます。 

 

 

 

 

 

 

みんなでつくる、誰もが安心して、 

つながりながら住み続けられるまち 

＜基本理念＞ 

１１１１    計画計画計画計画のののの基本理念基本理念基本理念基本理念 
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本計画の基本理念である『みんなでつくる、誰もが安心して、つながりながら住み続け

られるまち』を実現するため、計画の基本目標を次のように設定します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本目標１ 地域福祉を推進する人づくり 

人口減少と少

※

子高齢化が進む本市にあって、地域福祉を推進する上で、地域を担い

支える人づくりが特に重要です。子どもから高齢者まで誰もが、地域の福祉課題に気

づき、自分のこととして捉えられるよう、また、相手を思いやる気持ちやお互いを尊

重する心を育めるよう、福祉、教育、まちづくり、産業等のあらゆる分野が連携し、

多様な機会を通じて福祉の担い手づくりを進めます。 

基本目標２ ふれあい、支え合いの絆づくり 

住み慣れた地域で、誰もが安心して生活できるよう、日頃からのつき合いを基本に、

住民同士がお互いに支え合い、助け合えるよう、世代間交流をはじめ、子育て親子同

士、障がいのある人と地域住民、当事者同士などさまざまな交流の機会、ひとり暮ら

しや高齢夫婦世帯など、支援を必要とする人の地域の見守り活動などを進めます。 

また、支え合いや助け合いの活動などの地域福祉の拡充を図るため、地域団体をは

じめボランティアやＮ

※

ＰＯ法人、社会福祉協議会等の関係機関・団体が協

※

働・連携す

るネットワークづくりを進めます。 

基本目標３ 地域での自立生活を支える仕組みづくり 

支援を必要とする人が地域で孤立することなく、また、必要なサービスを利用し自

分らしくいきいきと生活できるよう、多様な福祉ニーズに対応したきめ細やかなサー

ビスを提供するため、保健・医療・福祉が一体となり、関係機関や団体とが連携して

ネットワークづくりや、地域の福祉ニーズを把握できる体制づくりを進めます。 

今後、さらに知的障がいのある人や精神障がいのある人、認

※

知症高齢者の増加が予

想される中で、財産管理や必要なサービスの利用支援が受けられるよう、権利擁護の

体制づくりを進めます。 

基本目標４ 安心して生活できる環境づくり 

子どもから高齢者まで、身近な地域で誰もが安心・安全に生活できるよう、災害の

防止や減災体制、犯罪の防止などの体制の充実をめざします。 

また、誰もが安心して外出や移動ができるよう、交通環境の整備を進めるとともに、

住みやすい住宅環境づくりを進めます。 

さらに、誰もが健

※

康寿命を延ばし、生活の質を高められるよう、生

※

活習慣病の予防

や病気の悪化の防止、健康づくりを進めます。 

２２２２    計画計画計画計画のののの基本目標基本目標基本目標基本目標 



 

－６４－ 

    

    

本計画の基本理念である『みんなでつくる、誰もが安心して、つながりながら住み続け

られるまち』を実現するため、施策の体系を次のように設定します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本理念 

基本目標 

１ 地域福祉を推進する 

  人づくり 

みんなでつくる、誰もが安心して、つながりながら住み続けられるまち 

((((１１１１) ) ) ) 地域福祉活動地域福祉活動地域福祉活動地域福祉活動へのへのへのへの市民市民市民市民参加参加参加参加のののの促進促進促進促進    

((((２２２２) ) ) ) 地域福祉活動地域福祉活動地域福祉活動地域福祉活動のののの担担担担いいいい手手手手のののの育成育成育成育成    

２ ふれあい、支え合いの 

  絆づくり 

((((１１１１) ) ) ) ＮＮＮＮ

※

ＰＯＰＯＰＯＰＯ・・・・ボランティアボランティアボランティアボランティアなどのなどのなどのなどの活動主体活動主体活動主体活動主体のののの発展発展発展発展    

((((２２２２) ) ) ) 地域地域地域地域でのでのでのでの交流活動交流活動交流活動交流活動のののの充実充実充実充実    

((((３３３３) ) ) ) 身近身近身近身近なななな地域地域地域地域でのでのでのでの福祉活動福祉活動福祉活動福祉活動のののの推推推推進進進進    

((((４４４４) ) ) ) 活動拠点活動拠点活動拠点活動拠点づくりのづくりのづくりのづくりの推進推進推進推進    

３ 地域での自立生活を 

  支える仕組みづくり 

((((１１１１) ) ) ) 地域福祉拡充地域福祉拡充地域福祉拡充地域福祉拡充のためののためののためののためのネットワークネットワークネットワークネットワークのののの構築構築構築構築    

((((２２２２) ) ) ) 相談支援相談支援相談支援相談支援・・・・情報提供体制情報提供体制情報提供体制情報提供体制のののの充実充実充実充実    

((((３３３３) ) ) ) 質質質質がががが高高高高くくくく利用利用利用利用しやすいしやすいしやすいしやすい福祉福祉福祉福祉サービスサービスサービスサービスのののの提供提供提供提供    

((((４４４４) ) ) ) 権利擁護権利擁護権利擁護権利擁護のののの推進推進推進推進    

４ 安心して生活できる 

  環境づくり 

((((１１１１) ) ) ) 防災防災防災防災・・・・防犯等防犯等防犯等防犯等のののの安全安全安全安全なまちづくりなまちづくりなまちづくりなまちづくり    

((((２２２２) ) ) ) 快適快適快適快適でででで安心安心安心安心できるできるできるできる交通交通交通交通・・・・居住環境居住環境居住環境居住環境づくりづくりづくりづくり    

((((３３３３) ) ) ) 生涯生涯生涯生涯をををを通通通通したしたしたした健康健康健康健康づくりづくりづくりづくり    

基本施策 

３３３３    施策施策施策施策のののの体系体系体系体系 

重点プロジェクト① ⑤ 

重点プロジェクト④ 

重点プロジェクト③ 

重点プロジェクト② 

重点プロジェクト⑦ 

重点プロジェクト⑥ 

重点プロジェクト③ 

重点プロジェクト① 

重点プロジェクト④ ⑤ 



 

－６５－ 

第４章 施策の展開 

 

    

 基本施策基本施策基本施策基本施策((((１１１１) ) ) ) 地域福祉活動地域福祉活動地域福祉活動地域福祉活動へのへのへのへの市民市民市民市民参加参加参加参加のののの促進促進促進促進    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

項 目 方策・方法 

地域福祉に関する情報の

提供 

●広報紙やホームページ、CATVなどを活用し、地域福祉に

関する情報提供を積極的に行い、まち全体における地域福

祉の気運を高め、市民の福祉活動への参加を促進します。 

福祉教育・ボランティア

学習の推進 

●小・中学校などを通じて、地域住民や福祉関係者の協力を

得ながら、福祉教育を推進します。 

●市民のすべての生活面において、相手の立場を理解し、思

いやることができる気持ちを育むことをめざし、学習機会

の充実を推進します。 

●ワ

※

ークショップの開催など、市民が学び合える場を通じて、

地域福祉への関心を高めます。 

●地域で活動しているボランティア団体の紹介をはじめ、社

会福祉協議会と連携しながら、ボランティア体験としての

参加の呼びかけと、活動を推進します。 

認知症や障がいのある人

などへの理解の促進 

●当事者団体などと連携しながら、市民の理解を促進します。 

●症例や支援方法などを啓発し、理解を深めます。 

� 少
※

子高齢化の一層の進行、人口減少、ひとり暮らしや夫婦のみの高齢世帯の増加、

障がいのある人の増加など、地域の中で支援を要する人や家庭が増加し、一方で「地

域の担い手」が身近な生活の中での課題のトップになっている中で、子どもから高

齢者までお互いに支え合い、助け合う意識を持つこと。 

� 小さい頃から、家庭や学校、地域でお互いに思いやりの気持ちや、尊重する気持ち

を育むこと。 

� 地域福祉とは何かについて、広く市民に普及すること。 

� 高齢者の機能低下や認

※

知症、障がいについての正しい知識を市民に普及すること。 

� 市民アンケート調査から、行政と地域住民のあるべき関係について、「福祉の問題につ

いても、行政と住民が協

※

働して、取り組むべきである」が 65％で最も多く、市民参

加の必要性の認識は高いといえるが、その一方で、地域活動やボランティア活動への

参加者は壮年層や熟年層が多く、青年層あるいは子どもなどの参加を促進すること。 

� 市民の主体的な活動の取り組みを継続して行うためにも、研修等に参加した人の知

識や経験等を生かせる機会づくりも併せて行うこと。 

＜＜＜＜今後今後今後今後のののの取取取取りりりり組組組組みみみみ＞＞＞＞    

＜＜＜＜取取取取りりりり組組組組みのみのみのみの方策方策方策方策・・・・方法方法方法方法＞＞＞＞    

１１１１    地域福祉地域福祉地域福祉地域福祉をををを推進推進推進推進するするするする人人人人づくりづくりづくりづくり 基本目標基本目標基本目標基本目標 



 

－６６－ 

基本施策基本施策基本施策基本施策((((２２２２) ) ) ) 地域地域地域地域福祉福祉福祉福祉活動活動活動活動のののの担担担担いいいい手手手手のののの育成育成育成育成    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

項 目 方策・方法 

地域福祉人材の育成 

●各種講座を開催し、高齢者福祉、障害者福祉、児童福祉な

どにかかわるN

※

PO・ボランティアを育成します。 

●次世代におけるボランティアの育成をめざし、社会福祉協

議会をはじめとする各種団体などと連携し、青少年のボラ

ンティア活動への参加のきっかけづくりを推進します。 

●高齢者が知識や経験をいかし、かつ生きがいづくりにもつ

なげられるよう、地域活動への参加を促進するとともに、

高齢者を担い手として育成し、活躍できるような仕組みづ

くりを推進します。 

●地域におけるふれあい委員の活動を活性化できるよう、活

動を強化します。 

地域福祉推進リーダーの

育成 

●地域福祉に関する講座や研究などを通じて、地域福祉を継

続的に推進するためのリーダーの育成を推進します。 

当事者組織の積極的な育

成 

●当事者組織が積極的に活動していけるよう、活動を支援し

ます。 

コーディネータの育成 

●地域の団体同士、行政と地域など、地域福祉を協

※

働で進め

ることが重要であり、そのため、それぞれを「つなぐ」力

を持った人材の育成を推進します。 

 

 

� 市民アンケート調査から、地域活動やボランティア活動について、参加経験はない

が、今後参加したいと思っている人は、どちらも青年層の割合が高く、福祉は生活

に即した身近な課題と密接に結びついていることの理解啓発とともに、意欲を実践

に結びつけるようなきっかけづくりや、既存の活動についての情報提供、活動への

実践プログラムなどの具体的な取り組み。 

� 地域で積極的に福祉活動等を進める指導者的存在になるリーダーの育成。 

＜＜＜＜今後今後今後今後のののの取取取取りりりり組組組組みみみみ＞＞＞＞    

＜＜＜＜取取取取りりりり組組組組みのみのみのみの方策方策方策方策・・・・方法方法方法方法＞＞＞＞ 



第４章 施策の展開 

－６７－ 

 

 

基本施策基本施策基本施策基本施策((((１１１１) ) ) ) ＮＮＮＮ

※

ＰＯＰＯＰＯＰＯ・・・・ボランティアボランティアボランティアボランティアなどのなどのなどのなどの活動主体活動主体活動主体活動主体のののの発展発展発展発展    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

項 目 方策・方法 

NPO・ボランティアの活

動支援 

●各地区において、NPOやボランティアを育成し、活動の活

性化を図れるよう、社会福祉協議会と連携しながら、市民

活動の拠点の整備に努めます。 

●活動の課題別、テーマ別のNPO・ボランティアなどの活動

主体に対する支援を強化します。 

コ

※

ミュニティビジネスな

どに関する情報提供や研

究の推進 

●地域活動からコミュニティビジネスなどに発展した事例な

どを収集し、情報提供を推進します。 

●地域の生活課題や福祉課題を把握し、地域の活動での対応

方法や活動から事業化を進めるための方法などの研究を推

進します。 

●ボランティアなどの活動を活性化するため、先進事例など

を収集し、研究を推進します。 

 

 

� 市民アンケート調査から、ボランティア活動を発展させるために必要な基盤整備や

活動として、「財政的な支援の充実」のほか、「活動拠点の確保」や「専門的な職員

の配置」「ボランティア養成講座の充実」などが、上位にあげられ、社会福祉協議

会との連携のもとに、ボランティア活動団体等の活動支援の充実。 

� 市民の多様な福祉等のニーズに対応し、地縁によらないテーマ別等のＮＰＯやボラ

ンティア活動の育成・支援。 

＜＜＜＜今後今後今後今後のののの取取取取りりりり組組組組みみみみ＞＞＞＞    

＜＜＜＜取取取取りりりり組組組組みのみのみのみの方策方策方策方策・・・・方法方法方法方法＞＞＞＞ 

２２２２    ふれあいふれあいふれあいふれあい、、、、支支支支ええええ合合合合いのいのいのいの絆絆絆絆づくりづくりづくりづくり 基本目標基本目標基本目標基本目標 



 

－６８－ 

基本施策基本施策基本施策基本施策((((２２２２) ) ) ) 地域地域地域地域でのでのでのでの交流活動交流活動交流活動交流活動のののの充実充実充実充実    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

項 目 方策・方法 

市民の交流の促進 

●地域のつながりづくりに向けて、地域の行事や世代間交流

の行える場を活用し、市民の交流を促進します。 

●地域活動支援センターを活用して、障がいのある人の社会

参加や交流を促進します。 

団体・組織の交流の促進 

●集会場や公共施設などを活用し、地域の団体・組織、N

※

PO

などが集まり、交流する機会をつくります。 

地域サロンの活性化 

●地域サロンを活性化し、子育て家庭や高齢者の閉じこもり

を防止するとともに、世代間交流や親同士の交流などを推

進します。 

地域資源と人材の活用に

よる学習機会づくりの推

進 

●地域の資源・人材を活用した学習の機会づくりを推進し、

家庭や地域社会のつながりを強化します。 

市外の人との交流の促進 

●集落活動や農業体験などを通じて市外の人との交流を促進

し、地域の活性化を推進します。 

 

 

� 地域福祉懇談会（市民ワ

※

ークショップ）から、世代間交流や子ども同士の遊び、地

域の各種団体同士の交流など、交流の機会が少ないとの声があり、地域での住民同

士の支え合いや助け合いなどの関係を築いていく上での、多様な交流の場づくり。 

� 高齢者のサ

※

ロン活動等を行っているが、対象を限定せずに、子どもから高齢者、障

がいのある人などが気軽にいつでも集まれる場づくり。 

� スポーツや趣味活動など、地域で世代を超えたサークル活動などの推進。 

� 地域の活性化が求められている中で、地域住民のみならず、市外の人との交流を促

進するため、地域の資源を活用した交流を進める。 

＜＜＜＜今後今後今後今後のののの取取取取りりりり組組組組みみみみ＞＞＞＞    

＜＜＜＜取取取取りりりり組組組組みのみのみのみの方策方策方策方策・・・・方法方法方法方法＞＞＞＞ 



第４章 施策の展開 

－６９－ 

基本施策基本施策基本施策基本施策((((３３３３) ) ) ) 身近身近身近身近なななな地域地域地域地域でのでのでのでの福祉活動福祉活動福祉活動福祉活動のののの推進推進推進推進    

 

 

 

 

 

 

 

 

項 目 方策・方法 

声かけ運動の推進 

●地域の高齢者や地域のおとなと子どものつながりを強化す

るため、身近なところからあいさつや声かけに努め、近所

づき合いや助け合いを大切にするまちづくりを推進しま

す。 

見守り活動の推進 

●子どもを犯罪や交通事故などから守るため、子どもの登下

校時における見守り活動をはじめ、ひとり暮らし高齢者や

障がいのある人のいる世帯などへの見守り活動などを推進

します。 

住民福祉活動の推進 

●高齢者や障がいのある人など、すべての人がわけ隔てなく、

身近な地域で安心して生活できるよう、地域での見守り活

動をはじめ、地域サ

※

ロンなどでの介護予防や子育て支援な

どの活動を充実するため、住民福祉活動を推進します。 

 

� 地域活動やボランティア活動などが、より地域の課題に合った活動となるよう、地

域の課題を踏まえ、地域の実情に合った活動を地域住民が主体的に検討し、実践す

る仕組みを地域で展開する。 

＜＜＜＜今後今後今後今後のののの取取取取りりりり組組組組みみみみ＞＞＞＞    

＜＜＜＜取取取取りりりり組組組組みのみのみのみの方策方策方策方策・・・・方法方法方法方法＞＞＞＞ 



 

－７０－ 

基本施策基本施策基本施策基本施策((((４４４４) ) ) ) 活動拠点活動拠点活動拠点活動拠点づくりのづくりのづくりのづくりの推進推進推進推進    

 

 

 

 

 

 

 

 

項 目 方策・方法 

社会資源の活用による地

域の拠点づくり 

●交流拠点施設として、障がいのある人の地域活動支援セン

ターなどの施設を市民が広く活用できるよう、交流の場づ

くりを推進します。 

●使用されていない公共施設を活用し、各地区での交流の場

づくりを推進します。 

既存施設の有効活用 

●地域にある公民館、隣保館などの既存施設を活用し、サ

※

ロ

ン活動やサークル活動などを行えるよう、地域の交流や市

民が集える場の確保を推進します。 

空き店舗や空き家の有効

活用 

●空き店舗や空き家を活用した、地域密着の福祉拠点づくり

を推進します。 

 

 

� 誰もが身近な所で気軽に集まることができる場所の確保。 

� 空き店舗や空き家の活用を進める。 

� 公共施設の活用。 

＜＜＜＜今後今後今後今後のののの取取取取りりりり組組組組みみみみ＞＞＞＞    

＜＜＜＜取取取取りりりり組組組組みのみのみのみの方策方策方策方策・・・・方法方法方法方法＞＞＞＞ 



第４章 施策の展開 

－７１－ 

 

 

基本施策基本施策基本施策基本施策((((１１１１) ) ) ) 地域福祉拡充地域福祉拡充地域福祉拡充地域福祉拡充のためののためののためののためのネットワークネットワークネットワークネットワークのののの構築構築構築構築    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

項 目 方策・方法 

地域福祉推進ネットワー

クづくり 

●自治会や民生児童委員、ふれあい委員、ボランティアなど

の地域の団体・組織と、行政、社会福祉協議会などが地域

の課題や問題を話し合い、情報交換ができるよう、地域福

祉推進ネットワークの組織化を図ります。 

地域の福祉ニーズの把握 

●地域福祉推進ネットワークを通じた情報交換により、地域

の福祉ニーズや社会資源を把握するとともに、福祉マップ

などの作成により課題の共有を強化します。 

虐待防止ネットワークの

充実・強化 

●児童や高齢者、障がいのある人への虐待や、配偶者等によ

る女性への暴力を未然に防止し、また、虐待等があった場

合には速やかに専門機関へとつないでいけるよう、虐待防

止ネットワークを充実・強化します。 

●問題をかかえる人たちの社会的孤立を防止するネットワー

クを充実・強化します。 

関係団体・組織のネット

ワークづくり 

●地域の団体・組織やN

※

PO間での情報共有を図り、活動の充

実を図れるよう、地域のネットワークをつくります。 

福祉施設間のネットワー

クによる地域福祉の推進 

●施設連絡会などを活用し、福祉施設間での連携を強化し、

地域福祉を推進します。 

 

 

 

� 支援を必要とする人に対する地域での支援を提供するため、行政をはじめ社会福祉

協議会や地域団体等との連携。 

� 児
※

童や高齢者、障がいのある人の虐待や、配偶者等による女性への暴力を未然に防

止するとともに、虐待等に速やかに対応できる体制の充実。 

� 社会福祉協議会との連携・協

※

働の一層の推進。 

� 多様な福祉ニーズに対応した地域福祉活動を展開するため、関係機関や地域の団体

などが連携し、情報の共有化や協働による活動を進める。 

� 地域福祉活動団体と福祉サービス事業所等の協働のための調整などの支援。 

＜＜＜＜今後今後今後今後のののの取取取取りりりり組組組組みみみみ＞＞＞＞    

＜＜＜＜取取取取りりりり組組組組みのみのみのみの方策方策方策方策・・・・方法方法方法方法＞＞＞＞    

３３３３    地域地域地域地域でのでのでのでの自立生活自立生活自立生活自立生活をををを支支支支えるえるえるえる仕組仕組仕組仕組みづくりみづくりみづくりみづくり 基本目標基本目標基本目標基本目標 



 

－７２－ 

基本施策基本施策基本施策基本施策((((２２２２) ) ) ) 相談支援相談支援相談支援相談支援・・・・情報提供体制情報提供体制情報提供体制情報提供体制のののの充実充実充実充実    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

項 目 方策・方法 

総合相談体制の確立 

●支援を必要とする人のニーズをもれなく把握し支援するた

めに、縦割りでない包括的な総合相談体制を確立します。 

相談支援体制の充実 

●各相談窓口の周知を図るとともに、身近な相談から専門的

な相談へとつなげられるよう、相談体制を充実します。 

●地域の身近な相談役として、民生児童委員をはじめ、ふれ

あい委員や各種相談員の役割を明確にしながら、それぞれ

の連携を強化し、身近な相談体制を充実します。 

●市役所の窓口をはじめ、すこやか子育てセンターや子育て

発達支援センター、地域包括支援センター、地域活動支援

センター、社会福祉協議会、保育所、幼稚園、学校、福祉

施設などの相談支援を充実します。 

さまざまな媒体を活用し

た福祉サービスの情報の

提供 

●誰もが必要なサービスを利用できるよう、ハンドブックの

配付により、福祉サービスの情報提供を推進します。 

●福祉サービスを広く一般的に周知するため、さまざまな媒

体を活用し、情報を必要とする人にわかりやすく配慮して、

情報を提供します。 

 

� 困った時の相談先で家族以外に多いのが「知人・友人」で、「病院の医師・看護師」

や「市役所」等の相談機関や専門職などは10％を割って低く、身近な地域での相

談員としての役割を果たす民生児童委員をはじめ、困った時の相談先とその役割や

内容について、市民に対する周知を行う。 

� ひとり暮らしや夫婦のみの高齢者世帯が増加している中で、身近な地域で「困って

いる」と言えるような人間関係を築くことや、また、支えられ上手になることの啓

発。 

� 気軽に相談できる場所、安心して悩みを話し、聞いて指導してくれる場所、また、

地域住民が気楽に使えて、交流する中で情報交換ができる場所などの確保。 

� 市民アンケート調査から、福祉のまちづくりに必要なことのトップに「わかりやす

い福祉情報の提供」があげられていますが、実際に必要とする時に入手しやすくな

っているかが求められ、どこに問い合わせをすればよいのかの情報の提供と周知。 

� 総合的なケ

※

アマネジメント体制の確立。 

＜＜＜＜今後今後今後今後のののの取取取取りりりり組組組組みみみみ＞＞＞＞    

＜＜＜＜取取取取りりりり組組組組みのみのみのみの方策方策方策方策・・・・方法方法方法方法＞＞＞＞ 



第４章 施策の展開 

－７３－ 

基本施策基本施策基本施策基本施策((((３３３３) ) ) ) 質質質質がががが高高高高くくくく利用利用利用利用しやすしやすしやすしやすいいいい福祉福祉福祉福祉サービスサービスサービスサービスのののの提供提供提供提供    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

項 目 方策・方法 

福祉サービスの充実 

●「南丹市高齢者保健福祉計画及び介護保険事業計画」「南丹

市障害者計画及び障害福祉計画」「南丹市次世代育成支援行

動計画」などに基づき、サービスの必要な人に対して、適

切にサービスが提供できるよう、支援体制を整備します。 

●既存の制度で対応できない問題に対する新たなサービスの

開発などを検討します。 

第

※

三者評価制度の活用 

●サービス利用者や事業者の理解を得るとともに、サービス

の第三者評価制度を活用し、サービスの質的向上を強化し

ます。 

苦情解決のための取り組

み 

●福祉サービスに対する利用者の苦情や意見を幅広く聞き、

質の高いサービスを提供できるよう、苦情相談窓口の設置

をはじめ、苦情相談や問題解決の仕組みについて情報を提

供します。 

福祉専門職の資質の向上 

●適切なサービスの提供や相談が行えるよう、研修や講習会

への情報提供などにより、参加を促進し、福祉専門職の資

質の向上を強化します。 

地域で気軽に利用できる

サービスの充実 

●高齢者や障がいのある人、子育て中の保護者や子どもが、

気軽に集えるサ

※

ロン活動をはじめ、健康づくりや生きがい

づくりに関する活動など、気軽に利用できるサービスの充

実を推進します。 

 

� サービスの必要な人が適切にサービスを提供できるよう、対象者別の個別計画に基

づくサービスの確保。 

� 今後、サービスの充実が必要となる人や、制度の狭間にあり、利用サービスが不十

分な人などに対応した、新たなサービスの検討や提供体制の確保。 

� 介護保険をはじめ障害福祉サービス等のサービス利用のための手続きの簡素化な

どのニーズへの対応。 

� サービス提供事業者等によるサービスの質の向上を図るため、従事者の研修の充実

やサービスの評価。 

＜＜＜＜今後今後今後今後のののの取取取取りりりり組組組組みみみみ＞＞＞＞    

＜＜＜＜取取取取りりりり組組組組みのみのみのみの方策方策方策方策・・・・方法方法方法方法＞＞＞＞ 



 

－７４－ 

基本施策基本施策基本施策基本施策((((４４４４) ) ) ) 権利擁護権利擁護権利擁護権利擁護のののの推進推進推進推進    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

項 目 方策・方法 

日常生活自立支援事業の

充実・強化 

●福祉サービスの利用・日常的金銭管理などに関する援助を

行う日常生活自立支援事業について、社会福祉協議会と連

携しながら充実・強化します。 

成年後見制度の充実・体

制強化 

●成年後見制度の周知を通して、普及・啓発活動を行うとと

もに、市

※

民後見人の養成に努め、成年後見制度の充実と、

体制を強化します。 

個人情報保護への取り組

み 

●福祉サービス利用者などに関する個人情報の取り扱いやプ

ライバシーに十分な注意を図りながら、サービスを提供し

ます。 

●適切な個人情報の取り扱いについての研修などを行うとと

もに、「南丹市個人情報保護条例」に基づき、情報の保護・

管理を行います。 

 

� 高齢化の進行が一層進む中で、認

※

知症高齢者の増加が見込まれ、また、知的障がい

のある人や精神障がいのある人も増加している中で、サービスの利用支援や財産管

理などの権利擁護対策を進めること。 

� 判断能力が十分ではない高齢者や障がいのある人等の権利擁護を推進するため、日

常生活自立支援事業や成

※

年後見制度の普及・促進を図るとともに、民生児童委員や

ふれあい委員等が、地域の身近な相談者として情報提供ができるよう研修を充実す

ること。 

� 身近な地域で支援を必要とする人の把握や相談支援に際して、個人情報保護に留意

すること。 

＜＜＜＜今後今後今後今後のののの取取取取りりりり組組組組みみみみ＞＞＞＞    

＜＜＜＜取取取取りりりり組組組組みのみのみのみの方策方策方策方策・・・・方法方法方法方法＞＞＞＞    



第４章 施策の展開 

－７５－ 

 

 

基本施策基本施策基本施策基本施策((((１１１１) ) ) ) 防災防災防災防災・・・・防犯等防犯等防犯等防犯等のののの安全安全安全安全なまちづくりなまちづくりなまちづくりなまちづくり    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

項 目 方策・方法 

地域における防災意識の

向上 

●講習会などを通じて、市民の防災意識の向上を図ります。 

●普段から防災に関する情報を提供し、災害時の行動規範の

徹底や防災意識の向上を図ります。 

防災・防犯に関する情報

提供 

●災害や、地域での犯罪に関する緊急情報を、迅速に地域に

知らせられるよう、体制づくりに努め、避難場所などに関

する情報を提供します。 

地域の防災活動への支援 

●自治会を中心とした緊急時のネットワークづくりや災害マ

ップの作成など、防災体制の整備に向け、支援します。 

●災害時に迅速に対応できるよう、避難訓練の実施、避難マ

ニュアルの作成など、地域での活動を支援します。 

災

※

害時要援護者の安否確

認・避難支援体制の強化 

●災害時要援護者に対する安否確認や避難誘導がスムーズに

行えるよう、要援護者台帳・マップの作成・更新・関係機

関との情報を共有します。 

●災

※

害時要援護者避難支援プランに基づいた個別支援体制を

確立します。 

災

※

害ボランティア活動へ 

の支援 

●協定に基づき、社会福祉協議会と連携し、有事の災害ボラ

ンティア活動を支援します。 

●平常時には、支援ボランティアの養成など、有事に備えた

活動を支援します。 

 

� 市民アンケート調査から、身近な地域で住民が取り組むべき課題として、「防犯や

防災など地域の安全を守ること」が第２位にあげられ、防犯・防災対策を推進する。 

� 地域福祉懇談会（市民ワ

※

ークショップ）から、避難体制や避難場所の確保、災害が

起こった時のための避難訓練の必要性があげられ、地域の実情に即した避難場所の

確保や、障がいのある人も参加した避難訓練などの取り組み。 

� ひとり暮らし高齢者が増加するとともに、昼間のひとり暮らし高齢者も増加してい

る中での緊急時の対応。 

� 高齢者や障がいのある人などの消

※

費者被害の防止や、子どもの連れ去り等犯罪の防

止を地域との連携により進める。 

＜＜＜＜今後今後今後今後のののの取取取取りりりり組組組組みみみみ＞＞＞＞    

＜＜＜＜取取取取りりりり組組組組みのみのみのみの方策方策方策方策・・・・方法方法方法方法＞＞＞＞    

４４４４    安心安心安心安心してしてしてして生活生活生活生活できるできるできるできる環境環境環境環境づくりづくりづくりづくり 基本目標基本目標基本目標基本目標 



 

－７６－ 

項 目 方策・方法 

地域防犯体制の充実 

●高齢者などに対する悪

※

質商法・詐欺行為や、子どもを巻き

込む事件などを防止するため、啓発や情報提供を行います。 

●団体・組織との連携を強化しながら、子どもの登下校時の

声かけや見守り活動をはじめ、地域の協力により設置され

ている「子ども110番の家」のネットワーク化と、防犯体

制を充実します。 

 

 



第４章 施策の展開 

－７７－ 

基本施策基本施策基本施策基本施策((((２２２２) ) ) ) 快適快適快適快適でででで安心安心安心安心できるできるできるできる交通交通交通交通・・・・居住環境居住環境居住環境居住環境づくりづくりづくりづくり    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

項 目 方策・方法 

交通バリアフリーのまち

づくり 

●歩道の拡幅や段差・傾斜の解消など、すべての人にとって

安全な道路・交通環境の整備を推進します。 

ユ

※

ニバーサルデザインに

基づく、公共施設などの

改善 

●市民や企業などに対して、ユニバーサルデザインについて

の啓発を推進します。 

●市の公共施設をはじめ、民間の建築物などに対しても、事

業主の理解と協力を得ながら、ユニバーサルデザインに基

づいた改善を推進します。 

住宅改修などの支援 

●高齢者や障がいのある人が住み慣れた地域で生活できるよ

う、住宅改修をはじめ、情報提供や相談などによる支援を

行い、住みやすい住環境の提供を推進します。 

交通手段の確保と移動支

援の充実 

●高齢者や障がいのある人など、自力で移動がしにくい人に

対し、外出支援の充実と利便性の向上を推進します。 

冬場の除雪対策 

●高齢者や障がいのある人など、自力で除雪ができない人に

対し、宅内通路の除雪や屋根の雪下ろしなどの支援を充実

します。 

 

� 市民アンケート調査から、身近な生活の中での課題として「公共交通の利便性」

や「買い物の利便性」が第２位、第３位にあげられるとともに、地域福祉懇談会

（市民ワ

※

ークショップ）でも、買い物や通院などの交通の不便さや、駅の階段等

の昇り降りが不自由という声が多く、移動手段の確保や道路、駅舎のバ

※

リアフリ

ー化の推進。 

� 高齢者や障がいのある人などが日常生活を安心に安全に過ごすことができるよ

う、住宅のバリアフリー化の支援。 

� 高齢者世帯が多くなる中での冬場の除雪対策。 

＜＜＜＜今後今後今後今後のののの取取取取りりりり組組組組みみみみ＞＞＞＞    

＜＜＜＜取取取取りりりり組組組組みのみのみのみの方策方策方策方策・・・・方法方法方法方法＞＞＞＞    



 

－７８－ 

基本施策基本施策基本施策基本施策((((３３３３) ) ) ) 生涯生涯生涯生涯をををを通通通通したしたしたした健康健康健康健康づくりづくりづくりづくり    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

項 目 方策・方法 

地域の関係機関・団体と

連携した健康づくりの推

進 

●地域の関係機関や団体などと連携し、地域のニーズに応じ

た健康づくり活動を展開することで、乳幼児期から高齢期

までの生涯を通した健康づくりを推進します。 

健康づくり活動への参加

機会の提供 

●地域の関係団体と連携し、世代間交流ができる健康づくり

の機会を提供し、健康づくりの輪が地域に広がるよう支援

します。 

公共施設を活用した健康

づくりの場の提供 

●公共施設を活用し、健康づくりに関する学習の機会や活動

の場を提供します。 

受診しやすい健診の推進

と事後指導の充実 

●市民健診など、受診しやすい体制づくりと、受診率の向上

と、受診結果から生活習慣病の改善に向けた取り組みがで

きるよう、個人に応じた支援を強化します。 

 

 

� 内
※

部障害のある人が、身体障がいのある人のおよそ30％を占め、生

※

活習慣病等の

予防や重症化の予防を進める。 

� 要介護認定者が増加している中で、原因疾病の予防など、介護予防を進めること。 

� 市民アンケート調査からも、毎日の暮らしの中で不安に感じることのトップが「自

分の健康に関すること」となっているが、長寿化が進む中で、単に長生きをするの

ではなく、介護を必要とする期間を短くし、生活の質を高める健

※

康寿命を延ばす。 

� 健康は生活の基盤であり、子どもの頃からの正しい食生活や運動、休養といった基

礎的な健康習慣を確立するための健康づくり対策や、地域ぐるみの取り組みを進め

る。 

＜＜＜＜今後今後今後今後のののの取取取取りりりり組組組組みみみみ＞＞＞＞    

＜＜＜＜取取取取りりりり組組組組みのみのみのみの方策方策方策方策・・・・方法方法方法方法＞＞＞＞    



 

－７９－ 

第５章 重点プロジェクト 

 

統計資料等から抽出した課題及び地域福祉懇談会（市民ワ

※

ークショップ）、アンケート

調査の結果から出された課題を整理し、「第4章 施策の展開」において取り組むべき施

策の方向性を示しましたが、その中でも、今後の福祉活動を活発化させる先導的な取り組

みや、重要性の高い取り組みを「重点プロジェクト」として位置づけ、平成29年度までの

目標達成に向けて次の7項目を、市民と一体となって推進します。 

    

    

重点重点重点重点プロジェクトプロジェクトプロジェクトプロジェクト①①①①    地域福祉地域福祉地域福祉地域福祉をををを推進推進推進推進するためのするためのするためのするための住民主体住民主体住民主体住民主体のののの組織組織組織組織づくりづくりづくりづくり    

 

新たな支え合いの仕組みづくりを進めるため、住民主体で、福祉を推進する地域の組

織づくりを行います。組織の単位は、活動の意義や必要性を理解した上で、すでに地域

にある組織を活かしながら、地域の実情に合わせた組織づくりを行います。 

また、継続性のある地域リーダーが必要であり、自治会組織、民生児童委員、ふれあ

い委員など福祉人材を核として、社会福祉協議会と連携し育成をめざします。 

 

 

    

    

    

    

    

    

基本目標基本目標基本目標基本目標・・・・基本施策基本施策基本施策基本施策【【【【１１１１――――（（（（２２２２）】）】）】）】    

                                    【【【【３３３３－（－（－（－（１１１１）】）】）】）】    

 

� 地域で積極的に継続的に福祉活動等を進める指導者的存在になるリーダーの育成。 

� 地域の住民同士が、地域の福祉・生活の課題や困りごとを自分たち自身の問題と受

け止めて、関係機関などと連携・協

※

働しながら解決するため、定期的な話し合いの

場づくり。 

� 地域の実情に合った福祉活動を進めるため、地域毎の福祉活動の目標設定や取り組

みの促進（地域毎の福祉活動計画策定の促進）。 

＜＜＜＜取取取取りりりり組組組組みみみみ＞＞＞＞    



 

－８０－ 

重点重点重点重点プロジェクトプロジェクトプロジェクトプロジェクト②②②②    地域地域地域地域におけるにおけるにおけるにおける見守見守見守見守りりりり体制体制体制体制のののの充実充実充実充実    

 

今後も、高齢化が進行するとともに、ひとり暮らし高齢者、認

※

知症高齢者等が増加す

ると予想されます。その中で、ひとり暮らし高齢者や障がいのある人の孤

※

独死につなが

るような孤立化の防止と、児

※

童・高齢者・障がいのある人への虐待防止、閉じこもりの

防止、徘徊の見守り等を目的として、地域ぐるみの見守りネットワークづくりを強化し

ます。 

    

    

    

    

    

    

    

    

基本目標基本目標基本目標基本目標・・・・基本施策基本施策基本施策基本施策【【【【２２２２――――（（（（３３３３）】）】）】）】    

 

� 地域住民、民生児童委員、ふれあい委員、団体等による日常の安否確認や友愛訪問、

サ

※

ロン活動の推進。 

� 企業や商店、郵便局員、宅配事業者、ガス・水道検針員などによるゆるやかな見守

り活動の検討。 

� Ｎ
※

ＰＯ・ボランティア団体、介護保険事業者、障害福祉サービス事業者、ケアマネ

ジャー、社会福祉協議会等による積極的な見守り活動の推進。 

＜＜＜＜取取取取りりりり組組組組みみみみ＞＞＞＞    

・民生児童委員 

・友人・知人 

 

・企業・商店 

 

・郵便局員 

 

・宅配事業者 

 

・電気・ガス 

・水道検針員 

 

・区・自治会・振興会 

 

・民生児童委員 

 

・友人・知人 

地域地域地域地域ぐるみのぐるみのぐるみのぐるみの見守見守見守見守りりりりネットワークネットワークネットワークネットワークづくりづくりづくりづくり    

情報提供 

■■■■重層的重層的重層的重層的なななな見守見守見守見守りりりりネットネットネットネットのののの構築構築構築構築    

■■■■積極的関与積極的関与積極的関与積極的関与によるによるによるによる孤立防止支援孤立防止支援孤立防止支援孤立防止支援    

ゆるやかな見守りネット 積極的な見守りネット 

社会的援助社会的援助社会的援助社会的援助をををを

必要必要必要必要とするとするとするとする人人人人

〔〔〔〔孤立孤立孤立孤立、、、、虐待虐待虐待虐待、、、、

徘徊徘徊徘徊徘徊などなどなどなど〕〕〕〕    

 

・介護保険事業者 

 

・障害福祉サービス 

事業者 

 

・ケアマネジャー 

 

・社会福祉協議会 

・区、自治会 

・民生児童委員 

・警察等 

・南丹市福祉事務所 

・地域包括支援 

センター 

連携・協働 戸別訪問 

安否確認 

緊急立ち入り 



 

－８１－ 

重点重点重点重点プロジェクトプロジェクトプロジェクトプロジェクト③③③③    地域地域地域地域のののの福祉活動福祉活動福祉活動福祉活動のののの拠点拠点拠点拠点づくりづくりづくりづくり    

 

 

公共施設や空き家を有効利用した、高齢者・障がいのある人・子ども等の活動、及び 

Ｎ

※

ＰＯ・ボランティア団体など市民活動の拠点施設の充実をめざします。 

また、地域の公民館等を活用した活動拠点の確保と、子どもから高齢者まで、皆が気

軽に参加できる地域交流の場づくりを進めます。 

さらに、身近な相談や情報提供の場、専門的な出前相談や出前講座の開催の場として

の活用も進めます。 

 

    

    

    

    

    

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本目標基本目標基本目標基本目標・・・・基本施策基本施策基本施策基本施策【【【【２２２２――――（（（（４４４４）】）】）】）】    

                                    【【【【４４４４――――（（（（３３３３）】）】）】）】    

 

� 身近な地域で仲間と気軽に話せ、誰もが自由に集まれる居場所の確保。 

� 地域活動を行う場として、公民館や地域の集会場、空き家の活用。 

� 身近な地域の相談や情報提供の場として、また、保健や福祉等の専門家による出前

相談や出前講座の場としての活用。 

� 介護予防や健康づくりの拠点として活用。 

＜＜＜＜取取取取りりりり組組組組みみみみ＞＞＞＞    

 

 

地域地域地域地域のののの福祉活動組織福祉活動組織福祉活動組織福祉活動組織のののの拠点拠点拠点拠点

【高齢者】 

閉じこもりや虚弱な 

人の活動の場 

健康づくりの場 

【子ども・親】 

休日や緊急時の託 

児など 

【障がい者】 

生活訓練の場 

日中活動の場 

【若者】 

支援を必要とす 

る人の活動の場 

地域住民地域住民地域住民地域住民のののの参加参加参加参加によるによるによるによる運営体制運営体制運営体制運営体制 

社会福祉協議会 

区・自治会・振興会 
民生児童委員 

NPO・ボランティア団体 

【相 談】



 

－８２－ 

重点重点重点重点プロジェクトプロジェクトプロジェクトプロジェクト④④④④    福祉福祉福祉福祉ののののワンストップサービスワンストップサービスワンストップサービスワンストップサービス（（（（総合相談窓口総合相談窓口総合相談窓口総合相談窓口））））のののの推進推進推進推進    

 

福祉ニーズを把握し、制度やサービス情報などを包括的に提供し、地域の社会資源や

専門機関などにつなぐ調整をする総合相談窓口の設置に向けた仕組みをつくります。 

また、重点プロジェクト①や重点プロジェクト③、重点プロジェクト⑤とも連動して、

身近な地域での相談窓口機能を果たす人材の育成・配置を進めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

    

    

 

 

 

 

 

基本目標基本目標基本目標基本目標・・・・基本施策基本施策基本施策基本施策【【【【３３３３――――（（（（２２２２）】）】）】）】    

                                    【【【【３３３３――――（（（（３３３３）】）】）】）】    

 

� 相談内容、相談状況、相談機関等は多種多様であり、その多様な状況に的確に対応

していくため、適切な専門機関やサービスにつなげていく機能を果たす人材あるい

は窓口の設置の推進。 

� 適切な機関につながらない、いくつもの機関をたらい回しにされるといったことが

起こらないように、総合的に相談できる仕組みづくり。 

＜＜＜＜取取取取りりりり組組組組みみみみ＞＞＞＞    

保健所

障害者相

談支援事

業所

介護保険

事業所

福祉サー

ビス事業

所

専門職のネットワーク

総合相談窓口総合相談窓口総合相談窓口総合相談窓口

地域包括地域包括地域包括地域包括

支援支援支援支援センターセンターセンターセンター

市市市市

福祉事務所福祉事務所福祉事務所福祉事務所

ボランティア

近隣住民

区・自治

会・振興

会

社会福祉社会福祉社会福祉社会福祉

協議会協議会協議会協議会

民生児童委員

ふれあい委員

連携

相談

見守り

見守り

見守り

見守り

民生児童委員

ふれあい委員

総合相談支援体制総合相談支援体制総合相談支援体制総合相談支援体制

ＣＳＷＣＳＷＣＳＷＣＳＷ

相談者相談者相談者相談者（（（（支援対象支援対象支援対象支援対象））））



 

－８３－ 

重点重点重点重点プロジェクトプロジェクトプロジェクトプロジェクト⑤⑤⑤⑤    コミュニティソーシャルワークコミュニティソーシャルワークコミュニティソーシャルワークコミュニティソーシャルワークのののの推進推進推進推進    

    

制度の狭間にあったり、潜在化しているニーズを発見し、公的サービスと地域におけ

る支え合いの活動の組み合わせによる支援を実施します。 

複数の福祉課題を抱えるなど、既存の福祉サービスだけでは対応困難な事案の解決に

取り組み、地域における見守り・発見・つなぎ機能の強化を図ります。 

また、そのためのコ

※

ミュニティソーシャルワーカー（ＣＳＷ）の配置をめざします。    

    

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本目標基本目標基本目標基本目標・・・・基本施策基本施策基本施策基本施策【【【【１１１１――――（（（（２２２２）】）】）】）】    

                                    【【【【３３３３－（－（－（－（３３３３）】）】）】）】    

 

� 児
※

童虐待や、孤

※

立死、ひきこもりなど「無縁社会」といわれる状況が生まれている

中、地域において支援を必要とする人を発見し、就労や福祉・医療機関につなぐこ

とが必要である。そのため、行政や関係機関と地域をつなぐ役割を果たす人材の配

置。 

� 福
※

祉コミュニティづくりについての地域組織等への助言。 

 

＜＜＜＜取取取取りりりり組組組組みみみみ＞＞＞＞    

コミュニティコミュニティコミュニティコミュニティ・・・・ソーシャルワーカーソーシャルワーカーソーシャルワーカーソーシャルワーカーはははは、、、、皆皆皆皆さんのさんのさんのさんの困困困困りごとりごとりごとりごと・・・・おおおお悩悩悩悩みごとのみごとのみごとのみごとの相談相談相談相談にのりますにのりますにのりますにのります。。。。    

コミュニティコミュニティコミュニティコミュニティ・・・・ソーシャルソーシャルソーシャルソーシャルワーカーワーカーワーカーワーカーとはとはとはとは？？？？    

旧町単位 

・行政や関係機関との連携による

支援のコーディネート 

・行政の制度でサポート 

・ボランティアによる支援 

・地域活動による支援 

・困難事例については、ケース検討 

問題解決問題解決問題解決問題解決    

本人本人本人本人    

地域住民地域住民地域住民地域住民    

民生児童委員民生児童委員民生児童委員民生児童委員    

ふれあいふれあいふれあいふれあい委員委員委員委員などなどなどなど    

相談者相談者相談者相談者    

調 整 相 談 

ＣＳＷＣＳＷＣＳＷＣＳＷ    

地域地域地域地域にににに出向出向出向出向いていていていて様様様様々々々々なななな悩悩悩悩

みごとみごとみごとみごと・・・・困困困困りごとのりごとのりごとのりごとの相談相談相談相談にににに

のりますのりますのりますのります。。。。    

急急急急にににに夫夫夫夫がががが病気病気病気病気にににに・・・・・・・・・・・・    

生活生活生活生活をどうしたらいいのをどうしたらいいのをどうしたらいいのをどうしたらいいの？？？？    

１．地域に出向いてお話を伺い、解決する方法を

一緒に考えます。 

２．ご近所さんの協力を得たり、制度・サービスを

活用して解決に努めます。 

３．悩みを抱えたご本人さんと、相談窓口との間

でコーディネートします。 

ひとりひとりひとりひとり暮暮暮暮らしのおじいさんらしのおじいさんらしのおじいさんらしのおじいさん、、、、    

最近見最近見最近見最近見かけなくなったかけなくなったかけなくなったかけなくなった・・・・・・・・・・・・    

最近物忘最近物忘最近物忘最近物忘れがひどくてれがひどくてれがひどくてれがひどくて 子育子育子育子育てにてにてにてに不安不安不安不安・・・・・・・・・・・・ 

虐待虐待虐待虐待なのではなのではなのではなのでは？？？？ 高価高価高価高価なななな物物物物をををを買買買買わされたわされたわされたわされた・・・・・・・・・・・・ コミュニティコミュニティコミュニティコミュニティ・・・・ソーシャルワーカーソーシャルワーカーソーシャルワーカーソーシャルワーカー（ＣＳＷ）（ＣＳＷ）（ＣＳＷ）（ＣＳＷ）ってってってって

どんなことをするどんなことをするどんなことをするどんなことをする人人人人？？？？ 



 

－８４－ 

重点重点重点重点プロジェクトプロジェクトプロジェクトプロジェクト⑥⑥⑥⑥    災害時災害時災害時災害時のののの住民支住民支住民支住民支ええええ合合合合いによるいによるいによるいによる避難体制避難体制避難体制避難体制づくりづくりづくりづくり    

 

平成7年の阪神・淡路大震災等では、近隣の方たちが互いに安否確認や救出活動を行

ったことにより、死傷者を最低限に食い止めた例もあり、災害時の地域での支え合いの

重要性が再認識されています。地域福祉懇談会（市民ワ

※

ークショップ）から、避難体制

や避難場所の確保、災害が起こった時のための避難訓練の必要性があげられました。 

災

※

害時要援護者支援台帳の整備、避難支援プランの作成が完了しましたので、地域に

おける個別計画作成への支援を図ります。 

また、区・自治会、自主防災組織・消防団や消防署・警察署などと連携し、地域にお

ける避難支援体制の確立を図ります。 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本目標基本目標基本目標基本目標・・・・基本施策基本施策基本施策基本施策【【【【４４４４――――（（（（１１１１）】）】）】）】    

 

� 災害時要援護者の避難支援のための個別計画の作成の推進。 

� 地域の実情に即した避難場所の確保や、要援護者も参加した避難訓練などの取り組

み。 

＜＜＜＜取取取取りりりり組組組組みみみみ＞＞＞＞    

登録対象者 

【区・自治会・振興会】 

避難支援計画（個別計画）の作成 

台帳登録者 

登録の申請 

同意 

南丹市 

台帳作成 

○ 地域支援者 

○ ふれあい委員 

○ 近所 

連携  

○ 区  長 

 

連携  

○ 民生児童委員 

 

日頃の見守り 

災害時の避難支援 

台帳・個別計画の開示 

日頃の見守り 

災害時の避難支援 
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重点重点重点重点プロジェクトプロジェクトプロジェクトプロジェクト⑦⑦⑦⑦    交通手段交通手段交通手段交通手段のののの確保確保確保確保とととと移動支援移動支援移動支援移動支援のののの充実充実充実充実    

 

市民アンケート調査から、身近な生活の中での課題として「公共交通の利便性」や「買

い物の利便性」が第2位、第3位にあげられるとともに、地域福祉懇談会（市民ワ

※

ークシ

ョップ）でも、買い物や通院などの交通の不便さがあげられました。 

高齢者・障がいのある人等が安心・安全に外出ができるよう、支援の充実と利便性の

向上を図ります。 

特に、市民参加型の日常生活支援サービスの実施に向け、先進事例などを収集し、地

域での実施に向けて検討します。 

 

 

 

 

 

 

 

基本目標基本目標基本目標基本目標・・・・基本施策基本施策基本施策基本施策【【【【４４４４――――（（（（２２２２）】）】）】）】    

 

� 買い物や通院などの交通手段の確保。 

� 公共交通機関や福祉サービスだけでは、地域住民の生活に必要な移動手段が十分に

確保できない現状があることから、それらを補完するための新たな移動手段を検討。 

＜＜＜＜取取取取りりりり組組組組みみみみ＞＞＞＞    
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■重点プロジェクトの全体イメージ図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

社会福祉協議会 

  

ｺﾐｭﾆﾃｨｿｰｼｬﾙｺﾐｭﾆﾃｨｿｰｼｬﾙｺﾐｭﾆﾃｨｿｰｼｬﾙｺﾐｭﾆﾃｨｿｰｼｬﾙ 

ﾜｰｶｰﾜｰｶｰﾜｰｶｰﾜｰｶｰ（ＣＳＷ）（ＣＳＷ）（ＣＳＷ）（ＣＳＷ）

地域地域地域地域ぐるみのぐるみのぐるみのぐるみのネットワークネットワークネットワークネットワーク 

ＮＰＯ 

ボランティア 

ひとり暮らし高齢者、 

障がいのある人など 

支援を必要とする人 

商店、郵便 

局員、宅配 

事業者、電 

気・ガス・水

道検針員な

ど

ケアマネジャー 

事業者 

医療機関 

  

  
連携

消防署 

 

警察署 

  

保健所 

 

関係協力機関 

継続性のある地域リーダ－

連携 

連携

相談 

発見 

つなぐ 

連絡･調整 

 
ワンストップサービス 

（総合相談窓口） 

ｺﾐｭﾆﾃｨｿｰｼｬﾙﾜｰｸ 

の推進 

� 総合的に相談できる窓口 

� 市民や地域からの相談を適

切な専門機関へつなぐ調整 

� 制度やサービス情報などを

包括的に提供 

ご近所 

ふれあい委員 民生児童委員 

各種団体 

区・自治会 

福祉活動の拠点づくり 

� 孤立や引きこもりの防止の場 

� 地域での生きがいづくりの場 

� 介護予防や健康づくりの場 

� 生活訓練や日中活動の場 

見守り体制の充実 

� 見守り活動、友愛訪問 

� サ
※

ロン活動 

� 孤立、閉じこもり、虐待、徘

徊などの防止、早期発見 

避難体制づくり 

� 災害時の避難支援個別計画の作成 

� 地域の実情にあった避難場所の確保 

� 避難訓練の実施 

共  助 

� 支援が必要な人と地域住民が、交流・ふれ

あいを通じて、相互の理解を深めるための

活動 

� 支援が必要な人の福祉ニーズ（必要）に対

する個別的なサービスを行う活動 

� ボランティアの育成活動 

� 福祉団体、当事者団体の育成強化 

� 福祉意識の高揚を図るための広報・啓発

活動                    など 

地域福祉推進の住民主体の組織づくり 

仮称（○○地域福祉推進協議会） 

家族や親族 

の協力 

自 助 

公的サービス 

の提供 

南丹市 

南丹地域包括支援センター

公 助
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   第６章 計画の推進体制 

    

    

    

  地域福祉は、市民をはじめ、地域の団体・組織、N

※

PO・ボランティア団体、社会福祉事

業者、企業、社会福祉協議会、市や府といった各行政機関などのさまざまな主体が協

※

働し

ながら、進めていくことが重要です。こうした、地域福祉活動の主体がそれぞれの役割を

認識し、市民を中心としながら、協働による活動を推進することが求められています。 

本計画を着実に進めていくため、取り組みを実施していく地域の組織や関係団体と、活

動をサポートする市や社会福祉協議会との連携・協働を強化します。 

 

Ｐ（計画：plan）⇒Ｄ（実行：do）⇒Ｃ（評価：check）⇒Ａ（見直し：action） 

 

計画の推進にあたっては、市民や関係団体・組織、社会福祉事業者、社会福祉協議会な

どの地域福祉の推進にかかわる活動主体の代表で構成する「南丹市地域福祉計画推進委員

会」において、計画の進捗状況の点検・評価を行うとともに、国の社会福祉制度改革の動

向も十分に見極めながら、見直しを含めて協議していきます。 

また、庁内関係各部課で構成する「南丹市地域福祉計画庁内推進委員会」において、計

画に基づいた実施事業の検討と進行管理を行います。併せて、社会福祉協議会の地域活動

の取り組み状況の把握も同時に行います。 

５年後の計画の評価に際しては、ワ

※

ークショップやアンケート調査による市民の意識や

行動変容の把握を行います。 

また、関係各課や地域の団体・組織へのヒアリング調査等を通じて、事業の進捗状況や

団体間の連携の進捗状況など、地域福祉計画による施策評価を行い、その結果を次期計画

へと反映します。 

 

①①①①    市民市民市民市民のののの役割役割役割役割    

市民一人ひとりが福祉に対する意識を高め、この地域社会の一員であることの自覚

を持つことが大切です。そして、地域福祉の担い手として、自らがボランティアなど

の社会活動に積極的に参加するなどの役割が期待されます。 

 

②②②②    団体団体団体団体・・・・組織組織組織組織、、、、NPONPONPONPO及及及及びびびび社会福祉事業者社会福祉事業者社会福祉事業者社会福祉事業者などのなどのなどのなどの役割役割役割役割    

民生児童委員をはじめとする団体・組織は、市民が安心して暮らせるためのさまざ

まな支援を行う役割を担っています。 

また、NPOやボランティアには、地域でさまざまな福祉活動を行っている団体と連

携を図り、多様化する地域の福祉ニーズの対応を図る活動団体としての役割が求めら

れます。

１１１１    計画計画計画計画のののの推進体制推進体制推進体制推進体制とととと進行管理進行管理進行管理進行管理 

・
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社会福祉事業者は、福祉サービスの提供者として、利用者の自立支援、サービスの

質の確保、事業内容やサービス内容の情報、また、その他サービスとの連携などに取

り組むことが求められています。さらに、多様な福祉ニーズに対応するため、新しい

サービスの創出や市民の福祉への参加支援、地域の一員として社会貢献活動などの実

践による福祉のまちづくりへの参画に努めることが求められています。 

 

③③③③    社会福祉協議会社会福祉協議会社会福祉協議会社会福祉協議会のののの役割役割役割役割    

社会福祉協議会は、計画の根拠法である社会福祉法において、地域福祉の推進を図

る中核として位置づけられ、地域福祉を進めることを使命とし、誰もが安心して暮ら

せる福祉のまちづくりを推進することを目的とした組織です。 

そのため、行政と協

※

働して本計画の推進を図るとともに、その推進においては市民

や各団体・組織との調整役として大きな役割を担うことが期待されます。 

そこで、社会福祉協議会は今後、誰がどのような取り組みを進めていくのか話し合

ったり、市民や地域の団体・組織を交えて、意見交換などを行い、今後の計画での推

進を検討するなど、地域福祉推進の先導役を果たすことが求められています。 

 

④④④④    行政行政行政行政のののの役割役割役割役割    

行政では、社会福祉協議会や民生児童委員、自治会、N

※

PO・ボランティア団体、当

事者団体などの役割をふまえながら、相互に連携・協力を図り、地域の福祉活動を促

進するための支援を行います。 

行政の内部においては、保健・医療・福祉分野をはじめ、教育・防災・防犯・交通・

住宅・環境などの他の分野に関係する各部課の連携を図りながら、横断的な施策の推

進に取り組みます。 



第６章 計画の推進体制 
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  本計画を推進していく上では、計画のめざす地域福祉の方向性や取り組みについて、市

民をはじめとする計画にかかわるすべての人が共通認識を持つことが必要です。 

そのため、広報紙やホームページなどを活用し、広く市民に周知し、計画や地域での福

祉活動を普及・啓発します。 

    

    

    

    

    

    

    

  平成17年に「個人情報の保護に関する法律」が施行され、市民の個人情報に関する意識

は非常に高まっています。これにより個人情報保護の観点から、地域や関係機関等におい

て必要な個人情報が十分に共有されず、活動がしにくいという状況があります。 

しかし、地域における生活課題を発見し、解決につなげていくためには、関係者間で情

報を共有することが必要になっていることから、本計画の推進にあたっても、より実効性

を高めるために、支援を必要とする人などの情報を正確に把握し、地域で共有を図るため

のガイドラインを作成します。 

本計画を推進する上で集められた個人情報は、「個人情報の保護に関する法律」や「南丹

市個人情報保護条例」等の趣旨を踏まえた上で、適正に管理していきます。 

 

 

 

 

 

 

 

２２２２    計画計画計画計画のののの普及啓発普及啓発普及啓発普及啓発とととと実践実践実践実践 

３３３３    個人情報保護個人情報保護個人情報保護個人情報保護のののの徹底徹底徹底徹底とととと適正適正適正適正なななな取取取取りりりり扱扱扱扱いいいい 
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資料編 

 

    

    

ⅠⅠⅠⅠ    あなたごあなたごあなたごあなたご自身自身自身自身についてについてについてについて    

問問問問１１１１    あなたのあなたのあなたのあなたの性別性別性別性別についておについておについておについてお答答答答えくださいえくださいえくださいえください。（。（。（。（どちらかにどちらかにどちらかにどちらかに○○○○））））    

  １ 男性   ２ 女性 

問問問問２２２２    あなたのあなたのあなたのあなたの年齢年齢年齢年齢についておについておについておについてお答答答答えくださいえくださいえくださいえください。（。（。（。（ひとつだけひとつだけひとつだけひとつだけ○○○○））））    

  １ １８歳～２０歳代   ２ ３０歳代   ３ ４０歳代  ４ ５０歳代 

  ５ ６０歳代   ６ ７０歳代   ７ ８０歳代以上 

問問問問３３３３    あなたのおあなたのおあなたのおあなたのお住住住住まいのまいのまいのまいの地区地区地区地区についておについておについておについてお答答答答えくださいえくださいえくださいえください。（。（。（。（ひとつだけひとつだけひとつだけひとつだけ○○○○））））    

  １ 園部地区   ２ 八木地区   ３ 日吉地区   ４ 美山地区 

問問問問４４４４    あなたのあなたのあなたのあなたの現在現在現在現在のののの地区地区地区地区におけるにおけるにおけるにおける居住年数居住年数居住年数居住年数についておについておについておについてお答答答答えくださいえくださいえくださいえください。。。。    

（（（（ひとつだけひとつだけひとつだけひとつだけ○○○○））））    

  １ ５年未満   ２ ５～１０年未満   ３ １０～１５年未満 

  ４ １５～２０年未満   ５ ２０年以上 

問問問問５５５５    あなたのあなたのあなたのあなたの職業職業職業職業についておについておについておについてお答答答答えくださいえくださいえくださいえください。（。（。（。（ひとつだけひとつだけひとつだけひとつだけ○○○○））））    

  １ 会社員   ２ 公務員   ３ 経営者・役員   ４ 自営業  

  ５ 農林業   ６ パート、アルバイト   ７ 専業主婦   ８ 学生 

  ９ 無職（年金等生活者含む）    

10 その他（                            ） 

問問問問６６６６    あなたのあなたのあなたのあなたの家族構成家族構成家族構成家族構成についておについておについておについてお答答答答えくださいえくださいえくださいえください。（。（。（。（ひとつだけひとつだけひとつだけひとつだけ○○○○））））    

  １ ひとり世帯  ２ 夫婦のみの世帯  ３ ２世代の世帯（親と子、兄弟含む） 

  ４ ３世代以上の世帯（親と子と孫）   ５ 兄弟や親戚と同居   

  ６ その他（                            ） 

 

ⅡⅡⅡⅡ    「「「「地域地域地域地域」」」」とのとのとのとの関関関関わりについてわりについてわりについてわりについて    

問問問問７７７７    日常生活上日常生活上日常生活上日常生活上、「、「、「、「地域地域地域地域でででで助助助助けけけけ合合合合うううう」」」」ということをということをということをということを意識意識意識意識したしたしたした場合場合場合場合、、、、あなたのあなたのあなたのあなたの考考考考えるえるえるえる「「「「地域地域地域地域」」」」

のののの範囲範囲範囲範囲をおをおをおをお答答答答えくださいえくださいえくださいえください。（。（。（。（ひとつだけひとつだけひとつだけひとつだけ○○○○））））    

  １ 南丹市全体     ２ 中学校区（旧町）   ３ 小学校区（ブロック） 

  ４ 区、自治会     ５ 隣近所        ６ わからない 

問問問問８８８８    あなたはあなたはあなたはあなたは、、、、今住今住今住今住んでいるんでいるんでいるんでいる地域地域地域地域にににに、、、、今後今後今後今後もももも住住住住みみみみ続続続続けたいですかけたいですかけたいですかけたいですか。（。（。（。（ひとつだけひとつだけひとつだけひとつだけ○○○○））））    

  １ ずっと住み続けたい      

２ 引っ越したい         

３ わからない          

４ その他（                            ） 

１１１１    市民市民市民市民アンケートアンケートアンケートアンケート調査調査調査調査についてについてについてについて 



資料編 

－９１－ 

（（（（問問問問８８８８でででで「「「「１１１１」」」」をををを選選選選んだんだんだんだ方方方方におにおにおにお聞聞聞聞きしますきしますきしますきします）））） 

問問問問９９９９    住住住住みみみみ続続続続けたいけたいけたいけたい理由理由理由理由はははは何何何何ですかですかですかですか。（。（。（。（ひとつだけひとつだけひとつだけひとつだけ○○○○））））    

  １ 生まれ育ったまちだから          ２ 親・兄弟など家族がいるから 

  ３ 地域の人と親しくしているから    ４ 自然や環境が良いから 

  ５ 安心して住めるから              ６ その他（              ） 

（（（（問問問問８８８８でででで「「「「２２２２」」」」をををを選選選選んだんだんだんだ方方方方におにおにおにお聞聞聞聞きしますきしますきしますきします）））） 

問問問問 10101010    引引引引っっっっ越越越越したいしたいしたいしたい理由理由理由理由はははは何何何何ですかですかですかですか。（。（。（。（○○○○はははは３３３３つまでつまでつまでつまで））））    

  １ 近所の人間関係がよくないから 

２ 買い物等生活に不便だから 

３ 通勤・通学に不便だから 

４ 健康・医療サービスが整っていないから 

５ 高齢者や障がい者などへのサービスが充実していないから 

６ 防災・防火対策が遅れているから 

７ 商売や事業に不利だから 

８ 子育てや子どもの教育環境が整っていないから 

９ 文化・スポーツなどのサービスが整っていないから 

10 段差解消など、高齢者や障がい者にやさしいまちづくりになっていないから 

11  ふるさとに帰りたいから 

12 自然が少ないから 

13 家賃が高いから 

14 その他（                           ） 

問問問問 11111111    あなたはあなたはあなたはあなたは、、、、ふだんふだんふだんふだん隣近所隣近所隣近所隣近所とどのとどのとどのとどの程度程度程度程度のののの付付付付きききき合合合合いをされていますかいをされていますかいをされていますかいをされていますか。（。（。（。（ひとつだけひとつだけひとつだけひとつだけ○○○○））））    

  １ 家族ぐるみで付き合っている    

２ 困っているときに、相談したり助け合ったりする 

３ 自治会などの行事・会議に行く程度 

４ 会えばあいさつする程度 

５ 近所づきあいはほとんどない 

問問問問 12121212    あなたはあなたはあなたはあなたは、、、、毎日毎日毎日毎日のののの暮暮暮暮らしのらしのらしのらしの中中中中でででで、、、、どのようなことにどのようなことにどのようなことにどのようなことに不安不安不安不安をををを感感感感じることがありますかじることがありますかじることがありますかじることがありますか。。。。

（（（（あてはまるものすべてにあてはまるものすべてにあてはまるものすべてにあてはまるものすべてに○○○○））））    

  １ 自分の健康に関すること       ２ 介護に関すること 

  ３ 仕事に関すること          ４ 近所の人との関係について 

  ５ 収入・家計に関すること       ６ 育児・子育てに関すること 

  ７ 家族間の問題            ８ 特にない 

  ９ その他（                            ） 

問問問問 13131313    あなたはあなたはあなたはあなたは困困困困ったったったった時時時時、、、、誰誰誰誰にににに、、、、又又又又はどこにはどこにはどこにはどこに相談相談相談相談しますかしますかしますかしますか。（。（。（。（あてはまるものすべてにあてはまるものすべてにあてはまるものすべてにあてはまるものすべてに○○○○））））    

  １ 家族   ２ 親戚   ３ 知人・友人   ４ 隣近所   ５ 区の役員 

  ６ 民生児童委員     ７ 社会福祉協議会のふれあい委員 

  ８ 保育所・幼稚園、学校 ９ 病院の医師・看護師  10 市役所 

  11 社会福祉協議会   12 地域包括支援センター  13 相談していない 

14 その他（                           ） 



 

－９２－ 

（（（（問問問問 13131313 でででで「「「「13131313」」」」をををを選選選選んだんだんだんだ方方方方におにおにおにお聞聞聞聞きしますきしますきしますきします））））    

問問問問 14141414    なぜなぜなぜなぜ相談相談相談相談していないのですかしていないのですかしていないのですかしていないのですか。（。（。（。（ひとつだけひとつだけひとつだけひとつだけ○○○○））））    

  １ 他人に頼らず、自分で解決したい 

２ 信頼できる、相談できる人がいない 

３ 顔見知りの人に相談するのは気まずい 

４ なんとなく相談しづらい 

５ どこに相談したらいいのかわからない 

６ 今までに困ったことがない 

７ 他人とかかわりたくない 

８ その他（                           ） 

 

ⅢⅢⅢⅢ    地域活動地域活動地域活動地域活動、、、、ボランティアボランティアボランティアボランティア活動活動活動活動についてについてについてについて    

問問問問 15151515    あなたはあなたはあなたはあなたは、、、、現在現在現在現在、、、、自治会自治会自治会自治会やややや老人老人老人老人クラブクラブクラブクラブ、、、、婦人会婦人会婦人会婦人会、ＰＴＡ、ＰＴＡ、ＰＴＡ、ＰＴＡなどのなどのなどのなどの地域活動地域活動地域活動地域活動をしていまをしていまをしていまをしていま

すかすかすかすか。（。（。（。（ひとつだけひとつだけひとつだけひとつだけ○○○○））））    

  １ 現在、活動している 

  ２ 活動したことはないが、今後は活動したい 

  ３ 過去に活動したことはあるが、現在は活動していない 

  ４ 活動したことがなく、今後も活動したいとは思わない 

（（（（問問問問 15151515 でででで「「「「１１１１」「」「」「」「２２２２」」」」をををを選選選選んだんだんだんだ方方方方におにおにおにお聞聞聞聞きしますきしますきしますきします））））    

問問問問 16161616    あなたはあなたはあなたはあなたは、、、、地域活動地域活動地域活動地域活動にどのようなにどのようなにどのようなにどのような目的目的目的目的でででで参加参加参加参加されていますかされていますかされていますかされていますか、、、、またはまたはまたはまたは参加参加参加参加したいでしたいでしたいでしたいで

すかすかすかすか。（。（。（。（ひとつだけひとつだけひとつだけひとつだけ○○○○））））    

  １ 隣近所とのふれあいを求めて 

  ２ 支え合いの町づくりをめざして 

  ３ 役回りなどで仕方なく 

  ４ 自分自身の勉強や意識の向上 

  ５ 仲間づくり 

  ６ ただなんとなく 

  ７ その他（                          ） 

（（（（問問問問 15151515 でででで「「「「３３３３」「」「」「」「４４４４」」」」をををを選選選選んだんだんだんだ方方方方におにおにおにお聞聞聞聞きしますきしますきしますきします））））    

問問問問 17171717    あなたはあなたはあなたはあなたは、、、、現在現在現在現在、、、、活動活動活動活動していないしていないしていないしていない理由理由理由理由はははは何何何何ですかですかですかですか。（。（。（。（○○○○はははは３３３３つまでつまでつまでつまで））））    

  １ 忙しくて時間がないから 

  ２ 役回りが終わったから 

  ３ 勤務の都合で地域とかかわることができない 

  ４ 体調がすぐれない 

  ５ 必要性を感じない 

  ６ 付き合いがわずらわしいから 

  ７ 家族の理解がない 

  ８ 参加方法がわからない 

  ９ 知り合いがいない 

  10 その他（                         ） 
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問問問問 18181818    あなたはあなたはあなたはあなたは、、、、ボランティアボランティアボランティアボランティア活動活動活動活動にににに参加参加参加参加されたことはありますかされたことはありますかされたことはありますかされたことはありますか。（。（。（。（ひとつだけひとつだけひとつだけひとつだけ○○○○））））    

  １ 参加している   

  ２ 以前に参加したことがあるが、現在は参加していない 

  ３ 参加したことはないが、今後参加したい 

  ４ 参加したことがなく、今後も参加したいとは思わない 

  ５ その他（                         ） 

（（（（問問問問 18181818 でででで「「「「１１１１」「」「」「」「２２２２」」」」をををを選選選選んだんだんだんだ方方方方におにおにおにお聞聞聞聞きしますきしますきしますきします））））    

問問問問 19191919    あなたはあなたはあなたはあなたは、、、、どのようなどのようなどのようなどのようなボランティアボランティアボランティアボランティア活動活動活動活動をしていますかをしていますかをしていますかをしていますか、、、、またはまたはまたはまたは活動活動活動活動をしてきましをしてきましをしてきましをしてきまし

たかたかたかたか。（。（。（。（○○○○はははは主主主主なものをなものをなものをなものを３３３３つまでつまでつまでつまで））））    

  １ 高齢者を支援する活動（家事援助、話し相手、見守り・声かけ、外出付き添いなど） 

  ２ 子育てを支援する活動（子育てサロン、児童の一時預かりなど） 

  ３ 障がい者を支援する活動（手話、点字、要約筆記、軽介助、外出付き添いなど） 

  ４ 母子・父子家庭を支援する活動 

  ５ 児童・青少年の健全育成の活動（子ども会の援助・指導、レクリェーション指導な

ど） 

  ６ 健康づくりに関する活動 

  ７ 自然や環境を守るための活動（道路・公園などの清掃、美化活動、リサイクルなど） 

  ８ 地域の安全を守る活動（防犯パトロール、子どもの見守りなど） 

  ９ 災害時の支援などの活動（物資の寄付、復興支援、災害弱者の見守りなど） 

  10 まちづくりのための活動（都市と農村の交流、村おこし・地域おこしの活動など） 

  11 スポーツ・文化・芸術に関係した活動（スポーツ教室の指導、伝統文化の継承と普

及など） 

  12 国際交流に関する活動（通訳、難民救援、海外への食料支援、留学生支援など） 

13 その他（                         ） 

（（（（問問問問 18181818 でででで「「「「１１１１」「」「」「」「２２２２」」」」をををを選選選選んだんだんだんだ方方方方におにおにおにお聞聞聞聞きしますきしますきしますきします））））    

問問問問 20202020    どのようなどのようなどのようなどのような理由理由理由理由でででで参加参加参加参加してきましたかしてきましたかしてきましたかしてきましたか。（。（。（。（○○○○はははは３３３３つまでつまでつまでつまで））））    

  １ 自分自身の向上になるから    ２ 支え合いのあるまちをつくるため 

  ３ 活動自体が楽しいから      ４ 仲間が増えるから 

  ５ 生きがいが感じられるから    ６ 福祉に関心があるから 

  ７ 学校での授業や会社での奉仕活動のため 

  ８ まわりの人がやっているから   ９ 人の役に立ちたいから 

10 その他（                         ） 

（（（（問問問問 18181818 でででで「「「「１１１１」「」「」「」「２２２２」「」「」「」「３３３３」」」」をををを選選選選んだんだんだんだ方方方方におにおにおにお聞聞聞聞きしますきしますきしますきします））））    

問問問問 21212121    あなたはあなたはあなたはあなたは、、、、今後今後今後今後どのようなどのようなどのようなどのようなボランティアボランティアボランティアボランティア活動活動活動活動にににに参加参加参加参加したいですかしたいですかしたいですかしたいですか。（。（。（。（○○○○はははは３３３３つまでつまでつまでつまで））））    

  １ 高齢者を支援する活動（家事援助、話し相手、見守り・声かけ、外出付き添いなど） 

  ２ 子育てを支援する活動（子育てサロン、児童の一時預かりなど） 

  ３ 障がい者を支援する活動（手話、点字、要約筆記、軽介助、外出付き添いなど） 

  ４ 母子・父子家庭を支援する活動 

  ５ 児童・青少年の健全育成の活動（子ども会の援助・指導、レクリェーション指導な

ど） 
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  ６ 健康づくりに関する活動 

  ７ 自然や環境を守るための活動（道路・公園などの清掃、美化活動、リサイクルなど） 

  ８ 地域の安全を守る活動（防犯パトロール、子どもの見守りなど） 

  ９ 災害時の支援などの活動（物資の寄付、復興支援、災害弱者の見守りなど） 

  10 まちづくりのための活動（都市と農村の交流、村おこし・地域おこしの活動など） 

  11 スポーツ・文化・芸術に関係した活動（スポーツ教室の指導、伝統文化の継承と普

及など） 

  12 国際交流に関する活動（通訳、難民救援、海外への食料支援、留学生支援など） 

13 その他（                         ） 

問問問問 22222222    どのようなどのようなどのようなどのような条件条件条件条件がががが整整整整えばえばえばえば、、、、ボランティアボランティアボランティアボランティア活動活動活動活動にににに参加参加参加参加しやすくなるとしやすくなるとしやすくなるとしやすくなると思思思思いますかいますかいますかいますか。。。。    

（（（（○○○○はははは３３３３つまでつまでつまでつまで））））    

  １ 時間にゆとりがあること     ２ 経済的にゆとりがあること 

  ３ 自分が健康であること      ４ 友人や仲間と一緒にできること 

  ５ 趣味や特技が生かされること    

６ その他（                         ） 

問問問問 23232323    ボランティアボランティアボランティアボランティア活動活動活動活動をををを発展発展発展発展させるためにさせるためにさせるためにさせるために、、、、どのようなどのようなどのようなどのような基盤整備基盤整備基盤整備基盤整備やややや活動活動活動活動がががが必要必要必要必要だとだとだとだと思思思思いいいい

ますかますかますかますか。（。（。（。（○○○○はははは３３３３つまでつまでつまでつまで））））    

  １ ボランティア養成講座の充実   ２ 専門的な職員の配置 

  ３ 財政的な支援の充実       ４ 広報・啓発の充実 

  ５ 活動拠点の確保         ６ 学校での福祉教育の充実 

  ７ その他（                         ） 

 

ⅣⅣⅣⅣ    福祉福祉福祉福祉施策施策施策施策についてについてについてについて    

問問問問 24242424    南丹市南丹市南丹市南丹市にはさまざまなにはさまざまなにはさまざまなにはさまざまな福祉福祉福祉福祉サービスサービスサービスサービスやややや専門専門専門専門のののの職種職種職種職種、、、、機関等機関等機関等機関等がありますがありますがありますがあります。（。（。（。（１１１１））））からからからから（（（（５５５５））））

ののののサービスサービスサービスサービスやしくみをごやしくみをごやしくみをごやしくみをご存知存知存知存知ですかですかですかですか。。。。またまたまたまた、、、、ごごごご自身自身自身自身やごやごやごやご家族家族家族家族のののの方方方方はははは利用利用利用利用されたことがされたことがされたことがされたことが

ありますかありますかありますかありますか。。。。（（（（ひとつだけひとつだけひとつだけひとつだけ○○○○））））    

（１） 民生児童委員について 

※ 厚生労働大臣から委嘱され、それぞれの地域において、常に住民の立場に立って相談に応じ福祉サー

ビスにつなぐほか、見守りや声かけなど必要な支援を行い、社会福祉の増進に努める活動を行っていま

す。 

  １ 相談したことがある       ２ 知っているが相談したことはない 

  ３ 知らないが、今後相談してみたい ４ 知らない 

（２） ふれあい委員について 

※ 社会福祉協議会から委嘱され、自治会や区ごとに設置されています。地域での見守りや声かけ、サロン活

動の支援、地域での困りごとや生活の課題を抱えている方があれば、公的機関や民生児童委員へつなぐな

どの地域福祉活動を行っています。 

  １ 相談したことがある       ２ 知っているが相談したことはない 

  ３ 知らないが、今後相談してみたい ４ 知らない 
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（３） 社会福祉協議会について 

※ 地域住民が主体となって、関係機関の参加・協力のもと、地域の人びとが住み慣れたまちで安心して生活

することのできる「福祉のまちづくり」の実現をめざしたさまざまな活動をおこなっています。たとえば、各種の

福祉サービスや相談活動、ボランティアや市民活動の支援、共同募金運動への協力など、地域福祉の推進

に取り組んでいます。 

  １ 活動内容を知っている   ２ 名前は知っている   ３ 知らない 

（４） 地域包括支援センターについて 

※ 高齢者の方が住みなれた地域で安心して暮らせるように、総合的な相談支援窓口として介護、福祉、健

康、医療など様々な面から保健師、社会福祉士、主任ケアマネジャーなどが中心となり、介護予防に関する

マネジメントや高齢者への支援を行っています。 

  １ 相談したことがある       ２ 知っているが相談したことはない 

  ３ 知らないが、今後相談してみたい ４ 知らない 

（５） 福祉サービスについて 

  １ 介護保険サービス 

※ 要介護・要支援の認定を受けた方が利用できるサービスです。訪問介護、訪問看護、通所介護、通所ﾘﾊ

ﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ、短期入所、福祉用具、住宅改修などの在宅でのサービスや、介護保険施設の入所などのサー

ビスがあります。 

     ア 利用したことがある     イ 知っているが、利用したことはない  

ウ 知らない 

２ 高齢者福祉サービス 

※ 「食」の自立支援サービス、生きがい活動支援通所、軽度生活援助サービスなどの介護予防サービスや、

外出支援サービス、軽度生活援助サービス、訪問理美容サービス、日常生活用具の給付、緊急通報装置の

設置などのサービスがあります。 

     ア 利用したことがある     イ 知っているが、利用したことはない 

   ウ 知らない 

  ３ 障がい児・者福祉サービス 

※ 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けられた方で、それぞれに利用でき

るサービスは異なりますが、医療費の助成、補装具や日常生活用具の給付、ホームヘルプサービス、短期

入所、ガイドヘルパーの派遣、療育事業や放課後等デイサービスなどのサービスがあります。また、地域の

地域活動支援センターも利用いただけます。 

     ア 利用したことがある     イ 知っているが、利用したことはない 

 ウ 知らない 

４ 児童福祉サービス 

※ ファミリーサポート事業、放課後児童クラブ、保育所（延長保育、一時保育）、子育てサポート派遣、医療費

の助成などのサービスがあります。 

     ア 利用したことがある     イ 知っているが、利用したことはない 

 ウ 知らない 

問問問問 25252525    福祉福祉福祉福祉サービスサービスサービスサービスにににに関関関関するするするする情報情報情報情報がががが入入入入ってきますかってきますかってきますかってきますか。（。（。（。（ひとつだけひとつだけひとつだけひとつだけ○○○○））））    

  １ 入ってくる          ２ あまり入ってこない 

  ３ 入ってこない         ４ わからない 

問問問問 26262626    あなたはあなたはあなたはあなたは、、、、福祉福祉福祉福祉サービスサービスサービスサービスにににに関関関関するするするする情報情報情報情報をををを主主主主にどこからにどこからにどこからにどこから入手入手入手入手していますかしていますかしていますかしていますか。。。。    

                （（（（○○○○はははは３３３３つまでつまでつまでつまで））））    

  １ 市役所の窓口や広報紙・お知らせ   ２ 地域包括支援センター 

  ３ 子育て支援センター         ４ 社会福祉協議会 

５ 民生児童委員            ６ 社会福祉協議会のふれあい委員 
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７ ボランティア            ８ ケアマネジャーやホームヘルパー 

９ 近所、知り合い           10 新聞、テレビ、ラジオ 

11 インターネット           12 情報を得る必要がない 

13 どこから入手したらよいのかわからない 

  14 その他（                          ） 

    

ⅤⅤⅤⅤ    身近身近身近身近なななな地域地域地域地域のののの課題課題課題課題についてについてについてについて    

問問問問 27272727    あなたはあなたはあなたはあなたは、、、、身近身近身近身近なななな生活生活生活生活のののの中中中中でででで、、、、何何何何がががが課題課題課題課題だとだとだとだとおおおお感感感感じですかじですかじですかじですか。。。。    

                （（（（○○○○はははは３３３３つまでつまでつまでつまで））））    

  １ 道路交通網の整備 

  ２ 買い物の利便性 

  ３ 公共交通の利便性 

  ４ 子どもの安全対策と子育て支援 

  ５ 住民同士の交流やつながり 

  ６ 障がい者や高齢者等の移動手段 

  ７ 防犯・防災など地域の安全 

  ８ 地域の担い手 

  ９ ひとり暮らし高齢者等の支援 

  10 医療環境 

11 教育環境 

12 その他（                          ） 

    

ⅥⅥⅥⅥ    地域地域地域地域でででで取取取取りりりり組組組組むべきむべきむべきむべき課題課題課題課題についてについてについてについて    

問問問問 28282828    あなたはあなたはあなたはあなたは、、、、身近身近身近身近なななな地域地域地域地域でででで住民住民住民住民がががが取取取取りりりり組組組組むべきむべきむべきむべき課題課題課題課題やややや問題問題問題問題ははははなにだとおなにだとおなにだとおなにだとお感感感感じですかじですかじですかじですか。。。。    

                （（（（○○○○はははは３３３３つまでつまでつまでつまで））））    

  １ 青少年の健全育成           

２ 母子家庭や父子家庭の子育て支援 

  ３ 共働き家庭の子育て支援        

４ 乳幼児期の子育て支援 

  ５ 高齢者の社会参加や生きがいづくり、居場所づくり   

６ 障がいのある人の社会参加や生きがいづくり、居場所づくり 

７ 高齢者世帯の生活支援 

８ 単身世帯への配慮 

９ 障がいのある人への生活支援 

10 子どもや高齢者、障がいのある人などへの虐待対策 

11 生活習慣病予防など健康づくりへの取り組み 

12 防犯や防災など地域の安全を守ること 

13 その他（                          ） 

14 特になし 
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問問問問 29292929    あなたはあなたはあなたはあなたは、、、、地域地域地域地域においてにおいてにおいてにおいて手助手助手助手助けがけがけがけが必要必要必要必要なななな人人人人にににに対対対対してしてしてして、、、、どうどうどうどう対処対処対処対処すべきだとおすべきだとおすべきだとおすべきだとお感感感感じでじでじでじで

すかすかすかすか。（。（。（。（○○○○はははは３３３３つまでつまでつまでつまで））））    

  １ 日頃から近所の住民が声をかけるべき 

  ２ 災害のときなどは近所の住民がいち早く救助にかけつけるべき 

  ３ 犯罪に巻き込まれないよう、近所の住民が注意すべき 

  ４ 個人では難しいが、地域のボランティアなどで対応すべき 

  ５ 区・自治会や民生児童委員など、地域の組織に任せるべき 

  ６ 市などの行政機関に任せるべき 

  ７ 本人（家族）のプライバシーがあり、他人が口出しすべきではない 

  ８ 基本的に家族で解決すべきことであり、地域は関係ない 

  ９ その他（                          ） 

10 わからない 

 

ⅦⅦⅦⅦ    これからのこれからのこれからのこれからの南丹市南丹市南丹市南丹市のののの福祉福祉福祉福祉のまちづくりについてのまちづくりについてのまちづくりについてのまちづくりについて    

問問問問 30303030    あなたはあなたはあなたはあなたは、、、、今後今後今後今後、、、、南丹市南丹市南丹市南丹市でででで福祉福祉福祉福祉のまちづくりをのまちづくりをのまちづくりをのまちづくりを進進進進めるためにはめるためにはめるためにはめるためには、、、、なにがなにがなにがなにが必要必要必要必要だとだとだとだと思思思思

いますかいますかいますかいますか。（。（。（。（○○○○はははは３３３３つまでつまでつまでつまで））））    

  １ 相談支援体制の整備       ２ 社会福祉施設での地域住民との交流 

  ３ わかりやすい福祉情報の提供   ４ 地域内の福祉サービスのネットワーク化 

  ５ 在宅サービスの充実       ６ 保健・医療・福祉の連携 

  ７ 福祉教育の充実         ８ 緊急時の防災・安全対策 

９ ボランティア・地域活動による生きがいづくり 

10 ボランティアの養成        11 地域住民との交流 

12 心と体の健康づくり       13 市の福祉の予算の増額を図ること  

14 だれにでも使いやすい施設、まちづくり 

15 わからない            

16 その他（                         ） 

問問問問 31313131    あなたはあなたはあなたはあなたは、、、、福祉福祉福祉福祉のまちづくりにのまちづくりにのまちづくりにのまちづくりに向向向向けたけたけたけた、、、、行政行政行政行政とととと地域住民地域住民地域住民地域住民のののの関係関係関係関係についてはについてはについてはについては、、、、どうあどうあどうあどうあ

るべきだとるべきだとるべきだとるべきだと思思思思いますかいますかいますかいますか。（。（。（。（○○○○はははは３３３３つまでつまでつまでつまで））））    

  １ 福祉への責任は行政にあり、住民は特に協力することはない 

  ２ 行政だけで解決できない問題については、住民同士が協力して取り組むべきであ 

    る 

  ３ 福祉の問題についても、行政と住民が協働して、取り組むべきである 

  ４ 家庭や地域での助け合いが基本で、できない場合に行政が取り組むべきである 

  ５ わからない 

  ６ その他（                         ） 

問問問問 32323232    誰誰誰誰もがもがもがもが安心安心安心安心してしてしてして暮暮暮暮らせるまちづくりをらせるまちづくりをらせるまちづくりをらせるまちづくりを進進進進めていくためのごめていくためのごめていくためのごめていくためのご意見意見意見意見、、、、ごごごご提言提言提言提言などありまなどありまなどありまなどありま

したらしたらしたらしたら、、、、ごごごご自由自由自由自由にににに記入記入記入記入してくださいしてくださいしてくださいしてください。。。。    
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問１ 貴グループ・団体が活動を始めた（設立された）きっかけ、いきさつは何ですか。 

   （あてはまるものすべてに○） 

１ 地域の構成員が集まって 

２ 職場の仲間が集まって 

３ 同級生や卒業生が集まって 

４ 生涯学習講座の受講生や卒業生が集まって 

５ 同じ店や施設の利用者などが集まって 

６ 友人や知人などが集まって 

７ 目的を同じくする有志が集まって 

８ 子育て仲間が集まって 

９ 自治会や地域の呼びかけによって 

10 社会福祉協議会の呼びかけによって 

11 行政の働きかけによって 

12 その他（                     ） 

問２ 貴グループ・団体で取り組んでいる地域活動の分野をお答えください。 

   （あてはまるもののうち、特に力を入れている活動３つ以内で○） 

    １ 高齢者支援          ２ 障がい者支援 

    ３ 子育て支援・母子父子福祉   ４ 健康づくり・医療 

    ５ 青少年育成・支援       ６ 趣味・生涯学習、スポーツ 

    ７ 清掃・美化、エコ活動     ８ 地域おこし・まちづくり 

    ９ 男女共同参画・人権問題    10 国際交流・国際協力 

    11 その他（          ） 

問３ 貴グループ・団体の活動地域（範囲）は、次のうちどれにあたりますか。 

   （ひとつだけ○） 

    １ 小学校区          ２ 南丹市の旧町 

    ３ 南丹市全域         ４ 南丹市と隣接市町など 

    ５ 京都府内全域        ６ その他（          ） 

問４ 貴グループ・団体が地域活動を行ううえで、課題となっていることは何ですか。 

   （あてはまるものすべてに○） 

    １ 人材の確保が難しい。 

    ２ 支援を必要とする人の情報が得にくい。 

    ３ 市民に情報発信する場や機会が乏しい。 

    ４ 外部からの問い合わせや相談をいつでも受けられる体制がない。 

    ５ メンバーが高齢化している。 

    ６ 地域コミュニティが希薄化している。 

    ７ メンバーが仕事などで忙しく、活動できにくい。 

    ８ リーダー（後継者）が育たない。 

    ９ 行政依存の意識がなかなか抜けない。 

２２２２    団体団体団体団体アンケートアンケートアンケートアンケート調査調査調査調査についてについてについてについて 
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    10 他のグループ・団体との交流する機会が乏しい。 

    11 活動場所（拠点）の確保が難しい。 

    12 活動資金が乏しい。 

    13 活動に必要な情報や専門知識が不足している。 

    14 その他（                   ） 

    15 特に困っていることはない。 

問５ 今後、地域での活動をさらに活性化させるために、どのようなことを取り組んでいき

たいとお考えですか。 

   （あてはまるものすべてに○） 

    １ グループ・団体間の交流機会の充実と連携（イベントなど） 

    ２ ボランティアグループ・団体の情報提供、広報活動（ホームページの作成、情

報機器の活用など） 

    ３ 人材の確保と育成 

    ４ 地域の催しへの参加 

    ５ 活動拠点の整備や充実 

    ６ その他（               ） 

問６ 今後、地域福祉を推進していくために、どのようなことが必要だとお考えですか。 

   （あてはまるものすべてに○） 

    １ 自治会、地域住民の理解と協力 

    ２ 各種団体との連携 

    ３ 学校をはじめとする教育機関との連携 

    ４ 行政による公的制度や施策の充実 

    ５ 担い手（人材）の育成 

    ６ 専門家による相談窓口の開設 

    ７ 集会所など活動拠点施設のバリアフリー化、改修整備 

    ８ 災害時に備えた日常からの連携、情報共有、訓練といった仕組みづくり 

    ９ 隣近所の声掛けや見守り 

    10 その他（                 ） 

問７ 誰もが安心して暮らせるまちづくりを進めていくためのご意見、ご提言などありまし

たら、ご自由に記入してください。 
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開 催 日 会 議 名 内    容 

平成24年6月1日 第1回地域福祉計画推

進委員会 

1. 委嘱状の交付 

2. 南丹市地域福祉計画の策定について諮問 

3. 第1期計画の進捗状況と成果と課題 

4. 第2期計画の策定方針について 

5. 策定スケジュールについて 

平成24年6月13日 第１回作業部会 1. 作業部会の設置について 

2. 市民アンケート調査、団体アンケート調査

の実施について 

3. 市民ワークショップの開催について 

4. 今後のスケジュールについて 

平成24年7月4日 第２回作業部会 1. 市民アンケート調査、団体アンケート調査

の内容確認について 

2. なんたん地域福祉懇談会「市民ワークショ

ップ」について 

平成24年7月30日 

～8月31日 

市民アンケート調査の

実施 

18歳以上の市民2,000人を対象に実施（郵

送調査方法） 

回収数856件、回収率42.8％ 

平成24年7月30日 

～8月31日 

団体アンケート調査の

実施 

障がい児・者、高齢者、子育てサークル、ボ

ランティアの126団体を対象に実施（郵送調

査方法） 

回収数97件、回収率77.0％ 

平成24年8月18日 

 

なんたん地域福祉懇談

会「市民ワークショッ

プ」の開催【日吉町】 

地域の現状と課題を出し合い、地域で何がで

きるかアイデアを出し合いました。 

（参加者36名） 

平成24年8月26日 

 

なんたん地域福祉懇談

会「市民ワークショッ

プ」の開催【美山町】 

地域の現状と課題を出し合い、地域で何がで

きるかアイデアを出し合いました。 

（参加者52名） 

平成24年9月1日 

 

なんたん地域福祉懇談

会「市民ワークショッ

プ」の開催【園部町】 

地域の現状と課題を出し合い、地域で何がで

きるかアイデアを出し合いました。 

（参加者58名） 

平成24年9月1日 

 

なんたん地域福祉懇談

会「市民ワークショッ

プ」の開催【八木町】 

地域の現状と課題を出し合い、地域で何がで

きるかアイデアを出し合いました。 

（参加者７２名） 

平成24年11月13日 第３回作業部会 1. 市民ワークショップの集計･分析結果と課

題の抽出について 

2. 市民アンケート、団体アンケート調査の集

計･分析結果について 

3. 第1期計画の進捗状況、課題と評価 

4. 第2期計画の組み立て（目次） 

３３３３    計画計画計画計画のののの策定経過策定経過策定経過策定経過 
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開 催 日 会 議 名 内    容 

平成24年11月27日 第４回作業部会 計画の基本理念、基本目標、施策の展開にか

かる地域の課題について意見を出し合う。 

平成24年12月14日 第５回作業部会 1. 計画素案について 

2. 基本理念･基本組織･施策の展開について 

平成24年12月19日 第2回地域福祉計画推

進委員会 

1. 計画素案について 

2. 基本理念･基本組織･施策の展開について 

平成2５年1月25日 

～2月15日 

パブリックコメントの

実施 

お知らせなんたん及び市ホームページで募集 

平成25年2月19日 第６回作業部会 1. パブリック･コメントの結果について 

2. 計画（案）にかかる内容検討について 

平成25年2月26日 第３回地域福祉計画推

進委員会 

1. パブリック･コメントの結果報告について 

2. 計画案について 

平成25年３月15日 第４回地域福祉計画推

進委員会 

1. 計画最終案について 

平成25年３月22日 市長に答申  
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○○○○南丹市地域福祉計画推進委員会設置要綱南丹市地域福祉計画推進委員会設置要綱南丹市地域福祉計画推進委員会設置要綱南丹市地域福祉計画推進委員会設置要綱    

平成20年5月14日 

告示第157号 

（設置） 

第１条 南丹市地域福祉計画の推進を図るため、南丹市地域福祉計画推進委員会(以下「推進

委員会」という。)を設置する。 

（所掌事項） 

第２条 推進委員会の所掌事項は、次に掲げるとおりとする。 

(１) 南丹市地域福祉計画の進捗状況の把握 

(２) 南丹市地域福祉計画推進のための方策の検討に関すること。 

(３) 南丹市地域福祉計画の見直しに関すること。 

(４) その他地域福祉の推進に必要な事項に関すること。 

（組織） 

第３条 推進委員会は、委員30人以内をもって組織する。 

２ 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。 

(１) 学識経験者 

(２) 市民組織代表者 

(３) 社会福祉関係者 

(４) 警察消防関係者 

(５) 行政関係職員 

(６) その他市長が必要と認める者 

３ 推進委員会に委員長及び副委員長各１名を置き、委員のうちから互選する。 

４ 委員長は推進委員会を統括し、会議の議長となる。 

５ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代

理する。 

（任期） 

第４条 委員の任期は２年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠

の任期は前任者の残任期間とする。 

（会議） 

第５条 会議は、必要に応じて委員長が招集する。 

２ 推進委員会は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の関係者の出席を求め、意

見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。 

（庶務） 

第６条 推進委員会の庶務は、福祉事務所において行う。 

（その他） 

第７条 この要綱に定めるもののほか、推進委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。 

附 則 

この要綱は、公表の日から施行する。 
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南丹市地域福祉計画推進委員会委員名簿南丹市地域福祉計画推進委員会委員名簿南丹市地域福祉計画推進委員会委員名簿南丹市地域福祉計画推進委員会委員名簿    

自：平成23年４月１日 

（一部委嘱替え 自：平成24年４月１日） 

至：平成25年３月31日 

番号                       選 出 先 氏 名 所     属 備考 

１ 学識経験者 岡﨑  祐司 佛教大学社会福祉学部教授 委員長 

２ 学識経験者 佐野   求 船井医師会会長  

３ 市民組織代表者 天池  克之 園部町区長会 元桐ブロック長  

４ 市民組織代表者 上仲  康嗣 八木町区長会連絡協議会副会長  

５ 市民組織代表者 井尻   勇 日吉町地域自治振興会副会長  

６ 市民組織代表者 武田   修 美山町地域振興会連絡協議会会長  

７ 市民組織代表者 谷   義治 南丹市老人クラブ連合会副会長  

８ 市民組織代表者 吉野   隆 南丹市身体障害者福祉会会長  

９ 市民組織代表者 西田 カツエ 精神保健福祉推進家族会委員  

１０ 市民組織代表者 林   克美 口丹心身障害児者父母の会連合会 会長代理  

１１ 市民組織代表者 海藻 すみ子 南丹市ボランティア委員  

１２ 社会福祉関係者 船越  重雄 南丹市民生児童委員協議会会長  

１３ 社会福祉関係者 下司  文一 南丹市民生児童委員協議会副会長  

１４ 社会福祉関係者 木村  明美 南丹市民生児童委員協議会副会長  

１５ 社会福祉関係者 樋口 三千男 南丹市民生児童委員協議会副会長  

１６ 社会福祉関係者 田中    博 南丹市社会福祉協議会会長 副委員長 

１７ 社会福祉関係者 川勝 多嘉志 南丹市社会福祉協議会副会長  

１８ 警察消防関係者 河田   明 京都府南丹警察署生活安全課 生活安全係長  

１９ 警察消防関係者 畑中  克彦 

京都中部広域消防組合 

園部消防署副署長兼予防課長 

 

２０ 警察消防関係者 野々口 志朗 南丹市消防団副団長  

２１ 行政関係職員 坂本  智明 京都府南丹保健所福祉室長  

２２ 行政関係職員 山内  晴貴 南丹市市民福祉部長  

２３ 市長が必要と認める者 山下  澄雄 南丹市議会厚生常任委員会委員  

２４ 市長が必要と認める者 齋藤   厚 南丹市小学校長会（南丹市立鶴ヶ岡小学校長）  

２５ 市長が必要と認める者 森   昭夫 ㈶南丹市福祉シルバー人材センター事務局長  
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あ 行  

◆◆◆◆悪質商法悪質商法悪質商法悪質商法    56・76ページ 

一般消費者を対象に、組織的・反復的に敢行される商取引であって、その商法自体に違法ま

たは不当な手段・方法が組み込まれた商法をいいます。 

 

◆◆◆◆ＮＰＯＮＰＯＮＰＯＮＰＯ    1・2・61・63・64・66・67・68・71・80・81・87・88ページ     

non-profit organizationの略で、民間非営利組織などと訳され、自主的・自発的な社会活

動を行うことを意味します。平成10年３月に成立した「特定非営利活動促進法（ＮＰＯ法）」

は、宗教や政治活動を主な目的としないという前提で、公益のために活動することをＮＰＯ法

人の要件としています。 

 

 

 か 行  

◆◆◆◆協働協働協働協働    1・2・3・4・6・25・40・54・56・63・65・66・71・79・87・88ページ     

住民や地域団体、行政等が相互の自主性・主体性を尊重し、相互理解と役割・責任分担のも

とに、共通の目的・目標に向かい連携・協力し、相乗効果を上げていくことをいいます。課題

に対する共感と行為に対する主体性を前提にしています。また、「共同」は二人以上の人が一

緒にする（使う）ことをいい、「協同」は協力して同じ活動をすることをいいます。 

 

◆◆◆◆ケアマネジメントケアマネジメントケアマネジメントケアマネジメント    72ページ     

利用者の必要とするケアを調整する機能を果たす援助で、利用者が社会生活を行う上でのさ

まざまなニーズに対応して、適切な社会資源と結びつけることをいいます。社会資源は、家族、

親戚、友人、知人、近隣、ボランティア等のインフォーマルな資源と、地域の団体・組織、法

人組織、行政、企業などのフォーマルな資源、そして利用者自身の持つ内的資源があるとされ

ます。ケアマネジメントの援助は、①入り口、②アセスメント（心身の状態や問題状況等の把

握・理解）、③ケース目標の設定とケアプランの作成、④ケアプランの実施、⑤モニタリング

（ケアプランにそって提供されるサービスが利用者のニーズにうまく対応できているかどう

か確認し、チェックすること）、⑥再アセスメント、⑦終結といった過程を持っています。 

 

◆◆◆◆限界集落限界集落限界集落限界集落    46ページ        

65歳以上の人口比率（高齢化率）が50％を超え、次第に社会的な共同生活の維持が困難と

なっていく集落のことです。    

    

◆◆◆◆健康寿命健康寿命健康寿命健康寿命    51・63・78ページ     

介護等が必要な状態にならず、健康でいられる期間を表す健康指標のことで、平均寿命から

病気や重度のけがを負った期間を差し引いたものをいいます。わが国では、厚生労働省が平成

12年度から実施した第３次国民健康づくり対策である「健康日本21（21世紀における国民

健康づくり運動）」において取り上げられ、広く流布されるようになりました。 

    

４４４４    用語用語用語用語のののの説明説明説明説明 
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◆◆◆◆高齢者虐待高齢者虐待高齢者虐待高齢者虐待    55・71・80ページ     

高齢者に対する虐待は、身体的なものばかりではなく、言葉の暴力による精神的なものから

必要な世話を故意にしない放任なども含みます。平成17年11月９日に「高齢者虐待の防止、

高齢者の養護者に対する支援等に関する法律（高齢者虐待防止法）」が成立しましたが、これ

は高齢者に対する虐待が深刻な状況にあり、高齢者の尊厳の保持にとって虐待防止が極めて重

要であるということから、虐待を受けた高齢者の保護や養護者の負担の軽減への支援等の措置

について定めたものです。 

    

◆◆◆◆子育子育子育子育ててててバリアフリーバリアフリーバリアフリーバリアフリー    61ページ        

官庁施設をはじめとする公共施設や公共交通機関、多数の者が利用する建築物、さらに公園、

デパート、劇場などを妊婦や乳幼児を連れた人が快適に利用できるよう、託児室や授乳コーナ

ーの設置及び乳幼児と一緒に安心して利用できるトイレの改修等の取り組みを行うこと。また、

民間企業において同様の推進が図られるよう関係業界に対して要請することも含みます。 

 

◆◆◆◆コミュニティコミュニティコミュニティコミュニティソーシャルソーシャルソーシャルソーシャルワワワワーーーーカカカカーーーー（（（（ＣＳＷＣＳＷＣＳＷＣＳＷ））））    83ページ        

コミュニティソーシャルワークとは、イギリスにおいて提案されたコミュニティに焦点をあて

た社会福祉活動・業務の進め方で、地域において、支援を必要とする人々の生活圏や人間関係等

環境面を重視した援助を行うとともに、地域を基盤とする支援活動を発見して支援を必要とする

人に結びつけたり、新たなサービスを開発したり、公的制度との関係を調整したりすることをめ

ざすものです。コミュニティソーシャルワーカーとは、このコミュニティソーシャルワークを行

う人のことです。 

 

◆◆◆◆コミュニティビジネスコミュニティビジネスコミュニティビジネスコミュニティビジネス    55・67ページ        

地域や社会には多くの課題があります。地域資源を生かしながら地域課題の解決を「ビジネ

ス」の手法で取り組むものであり、地域の人材やノウハウ、施設等を活用することにより、地

域における新たな創業や雇用の創出、生きがいを生み出し、地域コミュニティの活性化に寄与

するものです。 

    

◆◆◆◆孤立死孤立死孤立死孤立死    83ページ        

厚生労働省では、社会から「孤立」した結果、死後、長期間放置されるような状態を「孤立

死」とし、人の尊厳を傷つけるような孤立死が発生しないようにする必要があるという認識か

ら、孤立死防止の取り組みが始められ、平成20年３月28日には、「高齢者等が一人でも安心

して暮らせるコミュニティづくり推進会議（「孤立死」ゼロをめざして）」（議長：高橋紘士 立

教大学大学院２１世紀社会デザイン研究科教授）において、同推進会議報告書が取りまとめら

れ、公表されました。また、平成21年度からの第４期介護保険事業計画には孤立死防止が盛

り込まれるよう指針が出ました。 

似たような用語で孤独死がありますが、これは主にひとり暮らしの人が誰にも看取られるこ

となく、当人の住居内等で生活中の突発的な疾病等によって死亡することで、特に発症直後に

助けを呼べずに死亡するケースがこのように呼ばれています。 
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 さ 行  

◆◆◆◆災害災害災害災害時要時要時要時要援護援護援護援護者者者者    57・60・75・84ページ    

要援護者とは、一般的には日常生活を送る上で、何らかの援護を必要とする人をいいますが、

最近では、災害時に、自分の生命・安全の確保が困難で、何らかの支援を必要としている人達

をさして災害時要援護者ということが多くなっています。この場合は次のような人をいいます。 

①危険を察知しにくい人・・・危険を知らせる警告が聞こえない、見えないなどの視覚・聴

覚障がいのある人など 

②危険に対して危険と理解・判断しにくい人・・・言葉がわからない外国人、判断力に乏し 

い精神障がいのある人、乳幼児など 

③危険に対して適切な行動がとれない人・・・手足が不自由な傷病者・障がいのある人・高

齢者・妊婦など 

 

◆◆◆◆災害災害災害災害時要時要時要時要援護援護援護援護者者者者避難支援避難支援避難支援避難支援ププププランランランラン    57・75ページ    

災害時に自力で避難することが困難な災害時要援護者（上述）が、すみやかに避難できるよ

うに、具体的に避難方法や支援のあり方を定めた計画のことをいいます。 

 

◆◆◆◆災害災害災害災害ボランティアボランティアボランティアボランティア    75ページ    

主として地震や水害、 火山噴火などの災害発生時及び発生後に、被災地において復旧活動

や復興活動を行うボランティアのことをいいます。 

 

◆◆◆◆ササササロロロロンンンン    2・46・54・59・60・68・69・70・73・80・86ページ    

自宅から歩いていける身近な場所に、誰でも「気軽に」「無理なく」「楽しく」「自由に」集

える場をつくり、ふれあいを通して生きがいづくり・仲間づくりの輪を広げる活動が、サロン

活動です。介護予防や閉じこもり防止、見守りや安否確認、孤立感や不安・悩みの解消などの

効果があります。 

 

◆◆◆◆市民後見人市民後見人市民後見人市民後見人    74ページ    

成年後見制度の利用においては、親族または弁護士や社会福祉士などの専門職の人が後見人

等になることが多いのですが、一般市民の人も研修を経て後見人等として活動できる体制を整

えている自治体もあります。こうした後見人等のことを市民後見人と呼んでいます。 

 

◆◆◆◆児童児童児童児童虐待虐待虐待虐待    55・61・71・80・83ページ        

親または親に代わる保護者により児童に対して加えられた身体的・心理的・性的虐待及びネ

グレクト（保護の怠慢ないし拒否）等の行為をいいます。児童虐待の増加・顕在化に伴い、平

成12年５月に「児童虐待の防止等に関する法律（児童虐待防止法）」が成立し、11月に施行

されました。また、同法は平成16年４月に改正され、その定義が、①保護者以外の同居人に

よる虐待行為も保護者のネグレクトの一類型として含まれること、②児童の目の前でドメステ

ッィク・バイオレンス（配偶者や恋人など身近な人から受ける暴力）が行われること等、児童

への被害が間接的なものについても含まれること、と見直し拡大されました。児童虐待に関す

る通告義務も「証拠がなくても虐待を受けたと思われる子どもを見つけた場合」に対象が拡大

されるとともに、国や地方公共団体の責務が、児童虐待の予防及び早期発見から児童の自立支

援まで、各段階の責務が明記されました。 
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◆◆◆◆障障障障がいがいがいがい者虐待者虐待者虐待者虐待    55・71・80ページ        

平成23年６月17日に「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律（障

害者虐待防止法）」が成立し、平成24年10月１日より施行となっています。この法律による

「障がい者虐待」は、養護者及び障害者福祉施設従事者等、使用者（雇用主）による障がいの

ある人への虐待をいうと規定しています。 

 

◆◆◆◆少少少少子高齢子高齢子高齢子高齢化化化化    1・26・62・63・65ページ        

少子化と高齢化が同時に進行している状況で、出生率の低下により子どもの数が減少すると

同時に、平均寿命の延伸により人口全体に占める子どもの割合が低下し、一方、65歳以上の

高齢者の割合（高齢化率）が上昇することをいいます。 

 

◆◆◆◆消費消費消費消費者者者者被害被害被害被害    75ページ        

全国的に高齢者の消費者被害は増加を続けています。高齢者は「お金」「健康」「孤独」の３

つの大きな不安を持っていると言われ、悪質業者は言葉巧みにこれらの不安をあおり、親切に

して信用させ、年金・貯蓄などの大切な財産を狙います。また、高齢者は自宅にいることが多

いため、訪問販売や電話勧誘販売による被害にあいやすいのも特徴です。 

 

◆◆◆◆食食食食育育育育    51・61ページ        

国民一人ひとりが、生涯を通した健全な食生活の実現、食文化の継承、健康の確保等が図れ

るよう、自らの食について考える習慣や、食に関するさまざまな知識と食を選択する判断力を

楽しく身につけるための学習等の取り組みをいいます。 

    

◆◆◆◆ススススキキキキルアルアルアルアップップップップ    56ページ        

経験や知識、技術などを向上させることをいいます。 

 

◆◆◆◆生活生活生活生活支援戦略支援戦略支援戦略支援戦略    25ページ 

平成25年～31年の７か年を対象期間とした、生活困窮者対策及び生活保護制度の見直しを

計画的に進めるための中期プランで、平成24年７月５日に中間報告が、同年９月28日に「生

活支援戦略に関する主な論点（案）」が発表されています。この案では、生活困窮者の(１)社会

参加と自立の促進、(２)「貧困の連鎖」の防止、(３)生活保護給付の適正化、(４)自治体業務の

軽減が掲げられています。 

    

◆◆◆◆生活生活生活生活習慣病習慣病習慣病習慣病    37・38・51・63・78ページ        

食生活や運動、休養、喫煙、飲酒などの生活習慣が、その発症や進行に大きく関与する慢性

の病気のことで、高血圧、脳卒中、心臓病、糖尿病、脂質異常症、悪性新生物などの他、肥満

など他の生活習慣病の要因となる生活習慣病があります。それまでは加齢に着目して行政用語

として用いられてきた「成人病」を、生活習慣という要素に着目して捉え直し、平成８年に「生

活習慣病」という名称を用いるようになりました。 

    

◆◆◆◆成年後見成年後見成年後見成年後見制制制制度度度度    74ページ        

認知症高齢者や知的障がいのある人、精神障がいのある人など判断能力の不十分な人を保護

するためにできた制度で、契約の締結等を代わりに行う代理人などを選任したり、本人が誤っ

た判断に基づいて契約を締結した場合に、それを取り消すことができるようにすることなどに

より、これらの人を不利益から守ります。平成11年12月の法改正により、禁治産、準禁治産

制度から、各人に多様な判断能力及び保護の必要性の程度に応じた柔軟かつ弾力的な措置を可

能とする補助・保佐・後見の制度に改められ、平成12年４月に施行されています。 
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 た 行  

◆◆◆◆第三第三第三第三者者者者評価評価評価評価    55・73ページ        

第三者評価は、事業者及び利用者以外の公正・中立な第三者機関が、専門的かつ客観的な立

場から評価することをいいます。 

    

◆◆◆◆団塊団塊団塊団塊ジュニアジュニアジュニアジュニア    52ページ        

団塊の世代は、第２次大戦後の昭和22年～24年生まれのベビーブーム世代のことをいいま

す。堺屋太一氏が昭和51年に発表した小説『団塊の世代』に由来しています。団塊の世代は

約800万人おり、平成14年～16年の出生数約340万人に比べても、人口構成上突出した世

代となっています。この世代がすべて高齢者になる平成27年までは高齢者人口が急増するこ

とから、「2015年問題」と呼ぶこともあります。 

この団塊の世代の子どもたちのことを団塊ジュニアといい、通常1970年代前半に生まれた

子どもたちをさします。 

 

◆◆◆◆地域地域地域地域のののの福祉福祉福祉福祉力力力力    2ページ        

地域の課題への気づきとともに、相互支援力や問題解決力を高める（学習・参加）、それら

を可能とする仕組みを作り出す、人権意識を高める、生活上必要な社会資源を作り出すなどの

力をいいます。 

 

◆◆◆◆テーマテーマテーマテーマ型型型型    41ページ        

ボランティア団体やＮＰＯ、当事者団体あるいは子育てサークル等が、同じ目的等によって

集まり、地域を越えて活動する場合をいいます。 

    

◆◆◆◆ＤＶＤＶＤＶＤＶ（（（（ドドドドメスティメスティメスティメスティッッッックククク・・・・ババババイオレイオレイオレイオレンスンスンスンス））））    61ページ        

domestic  violenceの略で、一般的には夫婦や恋人など親密な関係にある、またはそうい

う関係にあった男女間において、主に男性から女性への暴力という意味で使われています。

単に殴る、蹴るなどの身体的暴力だけでなく、威嚇や無視、行動の制限などの心理的な苦痛

を与えることの精神的暴力、望まない性的な行為の強要などの性的暴力、生活費を渡さない

などの経済的に圧迫する行為も含まれます。「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関

する法律（ＤＶ防止法）」が平成13年４月に成立し、平成14年４月から完全実施されていま

す。近年では、結婚していない男女間での身体、言葉、態度による暴力のことをデートＤＶと

いいます。 

 

 

 な 行  

◆◆◆◆内部障害内部障害内部障害内部障害    18・78ページ    

身体障害者福祉法に定められた身体障害のうち、心臓機能障害、じん臓機能障害、呼吸器機

能障害、ぼうこう・直腸機能障害、小腸機能障害、肝臓機能障害、ヒト免疫不全ウイルスによ

る免疫機能障害の７つの障害の総称です。 

    

◆◆◆◆認認認認知知知知症症症症    46・51・55・57・63・65・74・80ページ     

脳の広範な器質的障害により、獲得されている機能が低下していくもので、「アルツハイマー型

認知症」や脳血管障害による「脳血管性認知症」などがあります。高齢者に限らず、若年性の認知
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症もあります。平成16年の「痴呆」の呼称変更により、「痴呆性高齢者」にかわって、｢認知症高

齢者｣の名称になっています。 

 

 

 は 行  

◆◆◆◆パパパパブリブリブリブリッッッックコメントクコメントクコメントクコメント    9ページ        

行政が施策などについて意思決定を行う前や計画策定に際し、意思決定に反映させたり、計

画策定の参考にすることを目的として、広く住民からの意見を集めることをいいます。意見募

集はホームページへの掲載や担当課窓口、主要施設での閲覧などにより行います。 

 

◆◆◆◆バリアフリーバリアフリーバリアフリーバリアフリー    48・77ページ        

公共の建物や道路、個人の住宅等において、障がいのある人や高齢者をはじめ誰もが安心し

て利用できるように配慮した生活空間のあり方のことです。具体的には車いすでも通ることが

できるように道路や廊下の幅を広げたり、段差を解消したり、手すりを設置したりすることを

いいます。また、物理的な障壁だけではなく、社会参加への障壁の排除等心理的、制度的な意

味でも用いられます。また、情報のバリアフリー化とは、視覚や聴覚に障がいのある人でも支

障なく情報通信を利用できるようにすることをいいます。 

 

◆◆◆◆福祉福祉福祉福祉コミュニティコミュニティコミュニティコミュニティ    6・83ページ            

地域福祉活動の目標として広く用いられるようになってきた概念で、援護や介護の必要な高

齢者や障がいのある人や児童、その家族、ひとり親家庭などをコミュニティづくりの主体とし、

彼らの個別的、共通的要求の組織化を重視するとともに、地域生活を支えるようなコミュニテ

ィをさします。 

    

◆◆◆◆防災防災防災防災ママママップップップップ    57ページ        

災害（による被害）を軽減するため、居住市町村（あるいはそれより小さい単位）の災害危

険性を正しく理解できるように、地形や災害、防災に関する情報などを地図上に加工したもの

のことをいいます。 

 

 

や 行  

◆◆◆◆ユユユユニバーサルニバーサルニバーサルニバーサルデザイデザイデザイデザインンンン    77ページ        

性別や年齢、障がいの有無にかかわらず、すべての人が利用可能なように、常によりよいも

のに改良していこうという考え方で、施設や設備などにとどまらず、誰もが生活しやすいよう

な社会システムを含めて広く用いられることもあります。 

 

 

 わ 行  

◆◆◆◆ワワワワークシークシークシークショップョップョップョップ    8・44・54・65・68・75・77・79・84・85・87ページ    

参加型体験型学習会とも訳されます。講演会などでは、テーマに基づいた内容を講師が話す

ことを受け身で聞くだけですが、ワークショップは、あるテーマについて参加者が積極的に意

見や技術を交換しながら討議を重ね、協働で何かを創り出す形式のことをいいます。また、そ

の作業そのものを意味することもあります。
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